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鋳物師屋遺跡における縄文時代中期の植物圧痕

中　山　誠　二
保　阪　太　一

１　はじめに

　レプリカ法による植物圧痕の研究は、近年急速に全国に広がりを見せている（１）。筆者らがフィールドと

する中部高地においても、縄文時代から弥生時代にかけての資料蓄積が進み、圧痕資料から植物利用を探

る研究が進展している。特に、山梨県北部にある八ヶ岳や茅ヶ岳山麓地域では、縄文時代中期にダイズ属、

アズキ亜属などの利用が広まっていた実態が徐々に明らかになってきている（２）。このようなマメ科植物の

利用が、標高の低い同時期の甲府盆地においても認められるのか。また、他の植物利用の痕跡が認められ

るのか。そうした問題を明らかにするために、鋳物師屋遺跡の縄文時期中期の土器を対象に圧痕調査、分

析を行った。本稿では、その結果を報告したい。

２　遺跡の概要と分析資料

　鋳物師屋遺跡は、山梨県南アルプス市櫛形町下市之瀬地内の

標高280〜 290m の地点に所在する（３）。付近は、甲府盆地西側

の櫛形山を水源とする諸河川と、その北側の御勅使川が形成し

た大扇状地とが一体になり、複合扇状地をなしている。遺跡は、

この複合扇状地の南西端部で、漆川・市之瀬川が谷を降りきっ

てつくる小扇状地上に位置する。

　本遺跡及び隣接する〆木遺跡での調査の結果、縄文時代中期

中葉の竪穴住居跡32軒、屋外埋甕５基、土坑55基、ピット群

17ヶ所の他、162軒の平安時代住居跡などが発見されている。縄文時代の集落は、直径40m ほどの円形空

間を挟んで東西に並ぶ住居跡群と土坑群によって構成される。集落の時期は、五領ヶ台式期〜井戸尻式期

にわたるが、五領ヶ台式及び井戸尻式期の住居跡は各１〜２軒で、集落の主体は中期中葉の新道式〜藤内

式に集中する。出土遺物の中には、ほぼ完全な形で出土した大形円錐形土偶、踊る人物像を描いた有孔鍔

付土器、猿形土偶や棚畑型土偶頭部など注目される遺物が多く含まれる。本遺跡の縄文時代の遺物は、当

時の信仰や精神世界を示す重要な資料として、国の重要文化財に指定されている。

　今回、圧痕調査を行った資料は IMJ35・IMJ95を除いてすべてが、92号住居址から出土した藤内式を主

体とする土器である（図３〜５）。この住居址は、遺跡の K-11区にあり、同時期の集落の西半部に位置す

る（図２）。本住居址からは、総重量70㎏を超える土器片の出土が報告されている。今回の圧痕調査では、

それらを含む2,876点を肉眼観察し、１次選考した97点のレプリカ分析について報告をする。
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図１　鋳物師屋遺跡の位置図
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３　試料の分析方法

　本研究では、縄文土器の表面に残された圧痕の凹部にシリコーン樹脂を流し込んで型取りし、そのレプ

リカを走査電子顕微鏡（SEM）で観察するレプリカ法と呼ばれる手法を用いる。

　土器圧痕のレプリカ作成にあたっては、福岡市埋蔵文化財センターの比佐陽一郎・片多雅樹氏により、

多量な試料を迅速に処理できる手法が開発されている（４）。今回用いた手法は、『土器圧痕のレプリカ法に

よる転写作業の手引き（試作版）』による。

　作業は、①圧痕をもつ土器試料の選定、②土器の洗浄、③資料化のため写真撮影、④圧痕部分の実体顕

微鏡での観察、⑤圧痕部分に離型剤を塗布し、シリコーン樹脂を充填、⑥転写したレプリカを土器から離脱、

⑦レプリカを走査電子顕微鏡用の試料台に固定、⑧走査電子顕微鏡（ニコン製の Quanta600）を用いて転

写したレプリカ試料の表面観察、という手順で実施した。

　なお、離型剤にはアクリル樹脂（パラロイド B −72）をアセトンで薄めた5％溶液を用い、印象剤には

JM シリコーンを使用した。

４　同定結果（表１、図６〜８）

IMJ06−2　（図６ １〜４）

　藤内式期の深鉢形土器底部で、内面に植物種子圧痕が確認された。

　種子圧痕は、長さ8.9㎜、幅4.7㎜、現存厚3.0㎜の扁平な楕円形を呈する。表皮は平滑で、一部が剥離

し、しわ状となる部分が認められる。形状、大きさはダイズに類似するが、臍が未確認であるためマメ科

（Fabaceae）とする。

IMJ11　（図６ ５〜８）

　藤内式期の深鉢形土器把手で、把手部外面にある窪み部分に圧痕が確認された。

　種子圧痕は、長さ6.5㎜、幅4.2㎜、厚さ2.8㎜の扁平な楕円形を呈する。表皮は平滑であるが、一部凹凸

図２　鋳物師屋遺跡全体図
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図３　鋳物師屋遺跡圧痕土器 １
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図４　鋳物師屋遺跡圧痕土器 ２
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が認められる。形状、大きさはダイズに類似するが、臍が未確認であるためマメ科（Fabaceae）とする。

IMJ18　（図６ ９〜 16）

　縄文を地文とする藤内式期の深鉢形土器胴部片で、外面に植物種子圧痕が確認された。

　種子圧痕は、長さ9.8㎜、幅5.8㎜、厚さ4.0㎜の扁平な楕円形を呈する。表皮は平滑で、臍と幼根部の盛

り上がりが明瞭に認められる。臍は、長さ3.8㎜、幅1.4㎜の楕円形の臍縁で囲まれ、内部中央を縦方向に

臍溝が走る。形状、大きさ、露出型の臍などから、ダイズ（Glycine max）と判断される。

IMJ23−2　（図６ 17〜 20）

　鋸歯状沈線を施す藤内式期の深鉢形土器口縁部片で、内面口唇に植物種子圧痕が確認された。

　種子圧痕は、長さ2.5㎜、幅1.4㎜の扁平な楕円形を呈する。表皮は長軸に直交して、イボ状隆線で覆われる。

形状、大きさ、表皮の特徴から、スイカズラ科のニワトコ（Sambucus racemosa  L.）と判断した。

IMJ28　（図６ 21〜 24）

　半截竹管の押し引きによる区画文を施す藤内式期の深鉢形土器胴部片で、断面に圧痕が確認された。

　圧痕は、長さ8.4㎜、幅4.0㎜、厚さ4.0㎜の扁平な楕円形を呈する。表皮は平滑で、臍と幼根部の盛り上

がりが認められる。臍は、長さ3.0㎜、幅0.9㎜の楕円形で囲まれ、内部中央を縦方向に臍溝が走る。形状、

大きさ、露出型の臍などから、ダイズ（Glycine max）と判断される。

IMJ42　（図７ １〜４）

　刻みをもつ隆帯を施す藤内式期の深鉢形土器口縁部片で、断面に圧痕が確認された。

　圧痕は、長さ5.0㎜、幅3.5㎜、厚さ3.5㎜の両端部が平坦な俵形を呈する。小口面の形状は、曲線的な

三角形をなす。表皮は平滑である。形状、大きさはアズキに類似するが、臍構造が未確認のためマメ科

（Fabaceae）とする。

IMJ48　（図７ ５〜８）

　無文の口縁部片で、断面に圧痕が確認された。

　圧痕は、長さ2.2㎜、幅2.1㎜、厚さ1.8㎜の扁平な円形を呈する。表皮は平滑で、中央部が大きく窪む。

同定の鍵となる特徴が認められず不明種とした。

IMJ64−2　（図７ ９〜 16）

　口縁内部がやや内屈する無文の深鉢形土器口縁部片で、外面に種子圧痕が確認された。

　種子圧痕は、長さ5.0㎜、幅3.1㎜、厚さ3.2㎜の端部が平坦な俵形を呈する。中央から端部に偏って臍と

図５　鋳物師屋遺跡圧痕土器 ３
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番号 試料名 遺構名 注記番号 部位 時期 型式名 植物圧痕
の有無 植物同定

1 IMJ01 92号住居址 IM92住 深鉢　胴部 縄文中期中葉 ×

2 IMJ02 92号住居址 IM92住21726 深鉢　底部 縄文中期中葉 ×

3 IMJ03 92号住居址 IM92住21932 深鉢　底部 縄文中期中葉 ×

4 IMJ04 92号住居址 IM92住 深鉢　口縁部 縄文中期中葉 藤内式 ×

5 IMJ05 92号住居址 IM92住21844 深鉢　胴部 縄文中期中葉 井戸尻式 ×  

6 IMJ06-1 92号住居址 IM92住21300 深鉢　底部 縄文中期中葉 藤内式 ×

7 IMJ06-2 92号住居址 IM92住21300 深鉢　底部 縄文中期中葉 藤内式 ◯ マメ科（Fabaceae)

8 IMJ07 92号住居址 IM92住21330 深鉢　口縁部 縄文中期中葉 藤内式 ×

9 IMJ08 92号住居址 IM92住 深鉢　底部 縄文中期中葉 藤内式 ×

10 IMJ09 92号住居址 IM92住21878 深鉢　口縁部 縄文中期中葉 藤内式 ×

11 IMJ10 92号住居址 IM92住 深鉢　胴部 縄文中期中葉 藤内式 ×

12 IMJ11 92号住居址 IM92住19801 深鉢　把手部 縄文中期中葉 藤内式 ◯ マメ科（Fabaceae)

13 IMJ12 92号住居址 IM92住21611 深鉢　口縁部 縄文中期中葉 藤内式 ×

14 IMJ13-1 92号住居址 IM92住21855 深鉢　口縁部 縄文中期中葉 藤内式 ×

15 IMJ13-2 92号住居址 IM92住21855 深鉢　口縁部 縄文中期中葉 藤内式 ×

16 IMJ14 92号住居址 IM92住22234 深鉢　口縁部 縄文中期中葉 藤内式 ×

17 IMJ15 92号住居址 IM92住20649 深鉢　口縁部 縄文中期中葉 藤内式 ×

18 IMJ16 92号住居址 IM92住21270 深鉢　胴部 縄文中期中葉 藤内式 ×

19 IMJ17 92号住居址 IM92住 深鉢　口縁部 縄文中期中葉 藤内式 ×

20 IMJ18 92号住居址 IM92住19886 深鉢　胴部 縄文中期中葉 藤内式 ◯ ダイズ（Glycine max)

21 IMJ19 92号住居址 IM92住19912 深鉢　胴部 縄文中期中葉 藤内式 ◯ 木片

22 IMJ20 92号住居址 IM92住10833 深鉢　胴部 縄文中期中葉 藤内式 ×

23 IMJ21 92号住居址 IM92住21947 深鉢　胴部 縄文中期中葉 藤内式 ×

24 IMJ22 92号住居址 IM92住19821 深鉢　口縁部 縄文中期中葉 藤内式 ×

25 IMJ23-1 92号住居址 IM92住 深鉢　口縁部 縄文中期中葉 藤内式 ×

26 IMJ23-2 92号住居址 IM92住 深鉢　口縁部 縄文中期中葉 藤内式 ◯ ニワトコ（Sambucus racemosa  L.）

27 IMJ24 92号住居址 IM92住 深鉢　口縁部 縄文中期中葉 藤内式 ×

28 IMJ25 92号住居址 IM92住19754 深鉢　胴部 縄文中期中葉 藤内式 ×

29 IMJ26 93号住居址 IM93住22113 深鉢　胴部 縄文中期中葉 五領ヶ台式 ◯ 不明種

30 IMJ27 92号住居址 IM92住21957 深鉢　胴部 縄文中期中葉 藤内式 ×

31 IMJ28 92号住居址 IM92住19765 深鉢　胴部 縄文中期中葉 藤内式 ◯ ダイズ（Glycine max)

32 IMJ29 92号住居址 IM92住21881 深鉢　胴部 縄文中期中葉 藤内式 ×

33 IMJ30 92号住居址 IM92住 深鉢　胴部 縄文中期中葉 藤内式 ×

34 IMJ31 92号住居址 IM92住 深鉢　胴部 縄文中期中葉 藤内式 ×

35 IMJ32 92号住居址 IM92住22234 深鉢　胴部 縄文中期中葉 藤内式 ×

36 IMJ33 92号住居址 IM92住22234 深鉢　胴部 縄文中期中葉 藤内式 ×

37 IMJ34 92号住居址 IM92住22234 深鉢　胴部 縄文中期中葉 藤内式 ×

38 IMJ35 93号住居址 IM93住21795 深鉢　胴部 縄文中期中葉 藤内式 ×

39 IMJ36 92号住居址 IM92住20635 深鉢　胴部 縄文中期中葉 藤内式 ×

40 IMJ37 92号住居址 IM92住21622 深鉢　底部 縄文中期中葉 藤内式 ×

41 IMJ38 92号住居址 IM92住22317 深鉢　底部 縄文中期中葉 藤内式 ×

42 IMJ39 92号住居址 IM92住19832 深鉢　胴部 縄文中期中葉 藤内式 ×

43 IMJ40 92号住居址 IM92住22234 深鉢　底部 縄文中期中葉 藤内式 ×

44 IMJ41 92号住居址 IM92住21894 深鉢　口縁部 縄文中期中葉 藤内式 ×

45 IMJ42 92号住居址 IM92住20584 深鉢　口縁部 縄文中期中葉 藤内式 ◯ マメ科（Fabaceae)

46 IMJ43 92号住居址 IM92住19936 深鉢　口縁部 縄文中期中葉 藤内式 ×

47 IMJ44 92号住居址 IM92住20560 深鉢　口縁部 縄文中期中葉 藤内式 ×

48 IMJ45 92号住居址 IM92住21879 深鉢　口縁部 縄文中期中葉 藤内式 ×

49 IMJ46 92号住居址 IM92住21916 深鉢　口縁部 縄文中期中葉 藤内式 ×

50 IMJ47 92号住居址 IM92住 深鉢　口縁部 縄文中期中葉 藤内式 ×

表1　鋳物師屋遺跡圧痕分析一覧
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51 IMJ48 92号住居址 IM92住 深鉢　口縁部 縄文中期中葉 藤内式 ○ 不明種

52 IMJ49 92号住居址 IM92住 深鉢　口縁部 縄文中期中葉 藤内式 ×

53 IMJ50 92号住居址 IM92住21849 深鉢　胴部 縄文中期中葉 藤内式 ×

54 IMJ51 92号住居址 IM92住22234 深鉢　胴部 縄文中期中葉 藤内式 ×

55 IMJ52 92号住居址 IM92住 深鉢　胴部 縄文中期中葉 藤内式 ×

56 IMJ53 92号住居址 IM92住19772 深鉢　胴部 縄文中期中葉 藤内式 ×

57 IMJ54 92号住居址 IM92住20555 深鉢　胴部 縄文中期中葉 藤内式 ×

58 IMJ55 92号住居址 IM92住 深鉢　胴部 縄文中期中葉 藤内式 ×

59 IMJ56 92号住居址 IM92住 深鉢　胴部 縄文中期中葉 藤内式 ×

60 IMJ57 92号住居址 IM92住 深鉢　胴部 縄文中期中葉 藤内式 ×

61 IMJ58 92号住居址 IM92住 深鉢　胴部 縄文中期中葉 藤内式 ×

62 IMJ59 92号住居址 IM92住20628 深鉢　胴部 縄文中期中葉 藤内式 ×

63 IMJ60 92号住居址 IM92住 深鉢　胴部 縄文中期中葉 藤内式 ×

64 IMJ61 92号住居址 IM92住20527 深鉢　胴部 縄文中期中葉 藤内式 ×

65 IMJ62 92号住居址 IM92住 深鉢　胴部 縄文中期中葉 藤内式 ×

66 IMJ63 92号住居址 IM92住 深鉢　胴部 縄文中期中葉 藤内式 ×

67 IMJ64-1 92号住居址 IM92住19943 深鉢　胴部 縄文中期中葉 藤内式 ×

68 IMJ64-2 92号住居址 IM92住19943 深鉢　胴部 縄文中期中葉 藤内式 ○ アズキ（Vigna angularis）

69 IMJ65 92号住居址 IM92住 深鉢　胴部 縄文中期中葉 藤内式 ×

70 IMJ66 92号住居址 IM92住 深鉢　胴部 縄文中期中葉 藤内式 ×

71 IMJ67 92号住居址 IM92住20521 深鉢　胴部 縄文中期中葉 藤内式 ◯ マメ科（Fabaceae)

72 IMJ68 92号住居址 IM92住 深鉢　胴部 縄文中期中葉 藤内式 ×

73 IMJ69 92号住居址 IM92住20645 深鉢　胴部 縄文中期中葉 ×

74 IMJ70 92号住居址 IM92住 深鉢　胴部 縄文中期中葉 藤内式 ×

75 IMJ71 92号住居址 IM92住 深鉢　胴部 縄文中期中葉 藤内式 ×

76 IMJ72 92号住居址 IM92住 深鉢　胴部 縄文中期中葉 ×

77 IMJ73 92号住居址 IM92住 深鉢　胴部 縄文中期中葉 ×

78 IMJ74 92号住居址 IM92住 深鉢　口縁部 縄文中期中葉 藤内式 ×

79 IMJ75 92号住居址 IM92住 深鉢　胴部 縄文中期中葉 ×

80 IMJ76 92号住居址 IM92住 深鉢　胴部 縄文中期中葉 藤内式 ×

81 IMJ77 92号住居址 IM92住 深鉢　胴部 縄文中期中葉 ×

82 IMJ78 92号住居址 IM92住 深鉢　胴部 縄文中期中葉 ×

83 IMJ79 92号住居址 IM92住 深鉢　胴部 縄文中期中葉 ×

84 IMJ80 92号住居址 IM92住 深鉢　胴部 縄文中期中葉 ×

85 IMJ81 92号住居址 IM92住 深鉢　胴部 縄文中期中葉 ×

86 IMJ82 92号住居址 IM92住21312 深鉢　胴部 縄文中期中葉 ×

87 IMJ83 92号住居址 IM92住 深鉢　胴部 縄文中期中葉 ×

88 IMJ84 92号住居址 IM92住 深鉢　胴部 縄文中期中葉 ×

89 IMJ85 92号住居址 IM92住 深鉢　胴部 縄文中期中葉 ×

90 IMJ86 深鉢　胴部 縄文中期中葉 ×

91 IMJ87 92号住居址 IM92住 深鉢　胴部 縄文中期中葉 ×

92 IMJ88 92号住居址 IM92住 深鉢　胴部 縄文中期中葉 ◯ シソ属（Perilla sp. )

93 IMJ89 92号住居址 IM92住22240 深鉢　胴部 縄文中期中葉 ×

94 IMJ90 92号住居址 IM92住22311 深鉢　胴部 縄文中期中葉 ◯ シソ属（Perilla sp. )

95 IMJ91 92号住居址 IM92住 深鉢　胴部 縄文中期中葉 ×

96 IMJ92 92号住居址 IM92住 深鉢　底部 縄文中期中葉 ◯ 不明種

97 IMJ93-1 92号住居址 IM92住19906 深鉢　底部 縄文中期中葉 ×

98 IMJ93-2 92号住居址 IM92住19906 深鉢　底部 縄文中期中葉 ◯ 不明種

99 IMJ94 92号住居址 IM92住21038 深鉢　底部 縄文中期中葉 ◯ マメ科（Fabaceae)

100 IMJ95 137号住居址 IM137住29370 深鉢　底部 縄文中期中葉 ×

101 IMJ96 92号住居址 IM92住21306 深鉢　底部 縄文中期中葉 ×

102 IMJ97 92号住居址 IM92住22209 深鉢　底部 縄文中期中葉 ×
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種瘤が認められる。臍は、長さ1.6㎜、幅0.6㎜の舟底状となり、臍溝は認められない。表皮は平滑である。

形状、大きさ、被膜型の臍構造から、アズキ（Vigna angularis）と判断される。

IMJ67　（図７ 17〜 20）

　半截竹管による隆帯区画の内部を三叉状沈線、並行沈線で充填する藤内式期の深鉢形土器胴部片で、内

面に圧痕が確認された。

　圧痕は、長さ5.1㎜、幅3.0㎜、厚さ3.0㎜の両端部がやや平坦な俵形を呈する。表皮は平滑である。形状、

大きさは、アズキに類似するが、臍構造が未確認のためマメ科（Fabaceae）とする。

IMJ88　（図７ 21〜 24）

　無文の土器胴部片で、内面に圧痕が確認された。

　種子圧痕は、長さ2.2㎜、幅2.0㎜、厚さ1.7㎜で、平面形は基部がやや細い円形で、側面は基部がやや細く、

イチジク状をなす。不整六角形の網状隆線が外皮全体を覆う。大きさ、形態や表皮の特徴からシソ属（Perilla 

sp.）と判断される。

IMJ90　（図８ １〜７）

　無文の土器胴部片で、断面に圧痕が確認された。

　種子圧痕は、長さ2.1㎜、幅2.1㎜、厚さ1.8㎜で、平面はほぼ円形で、側面基部がやや細いイチジク状を

呈する。不整六角形の網状隆線が外皮全体を覆い、臍（着点）の一部が観察される。大きさ、形態や表皮

の特徴からシソ属（Perilla sp.）と判断される。

IMJ92　（図８ ８〜 11）

　無文の土器底部片で、外面に圧痕が確認された。

　圧痕は、長さ2.6㎜、幅2.2㎜で、側面基部がやや細いイチジク状を呈する。表皮は全体的に凹凸が認め

られる。同定の鍵となる特徴が認められず不明種とした。

IMJ93−2　（図８ 12〜 15）

　無文の土器底部片で、外面に圧痕が確認された。

　圧痕は、長さ2.5㎜、幅2.3㎜、厚さ2.1㎜で、側面基部がやや細いイチジク状を呈する。表皮は若干の凹

凸が認められる。同定の鍵となる特徴が認められず不明種とした。

IMJ94　（図８ 16〜 19）

　深鉢形土器底部片で、内面に圧痕が確認された。

　圧痕は、長さ10.1㎜、幅4.5㎜、厚さ3.8㎜の扁平な楕円形を呈する。表皮は平滑であるが、一部凹凸が

認められる。形状、大きさはダイズに類似するが、臍が未確認であるためマメ科（Fabaceae）とする。

５　小結

　鋳物師屋遺跡の圧痕土器は、概ね縄文時代中期中葉の藤内式に比定される土器群である。圧痕分析の結果、

マメ科（Fabaceae）5点、ダイズ（Glycine max）２点、アズキ（Vigna angularis）1点、シソ属 (Perilla sp.)

２点、ニワトコ（Sambucus racemosa  L.）1点、不明種4点が確認された。マメ科とした試料には、ダイズ

およびアズキに類似した２種類の形状のものがある。

　本県の圧痕調査では、これまで八ヶ岳山麓から七里ヶ岩の台地上と茅ヶ岳山麓地域の標高500〜 1000m

の地域でダイズが多く確認されてきたが、本遺跡の事例は甲府盆地の低地部では初めての検出例となる。

つまり、縄文時代中期中葉（約5000年前）には、甲府盆地内においてもダイズ属、アズキ亜属のマメ科の
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図６　鋳物師屋遺跡土器圧痕　1

　IMJ06-2 1 2 3 4

　IMJ11 5 6 7 8

　IMJ18 9 10 11 12

　 13 14 15 16

　IMJ23-2 17 18 19 20

　IMJ28 21 22 23 24
土器写真：1.5.9.17.21
圧痕実体顕微鏡写真：2.6.10.18.22
圧痕 SEM 画像：3.4.7.8.11〜16.19.20.23.24
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図７　鋳物師屋遺跡土器圧痕　2

　IMJ42 1 2 3 4

土器写真：1.5.9.17.21
圧痕実体顕微鏡写真：2.6.10.18.22
圧痕 SEM 画像：3.4.7.8.11〜16.19.20.23.24

　IMJ48 5 6 7 8

　IMJ64-2 9 10 11 12

　 13 14 15 16

　IMJ67 17 18 19 20

　IMJ88 21 22 23 24
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図８　鋳物師屋遺跡土器圧痕　3

　IMJ90 1 2 3 4

土器写真：1.8.12.16
圧痕実体顕微鏡写真：2.9.13.17
圧痕 SEM 画像：3〜 7.10.11.14.15.18.19

  5 6 7

　IMJ92 8 9 10 11

　IMJ93-2 12 13 14 15

　IMJ94 16 17 18 19
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利用が広がっていた状況が理解できる。

　ダイズの計測値は、IMJ18で長さ9.8㎜、幅5.8㎜、厚さ4.0㎜、IMJ28で長さ8.4㎜、幅4.0㎜、厚さ4.0㎜で、

野生ツルマメ（Glycine max  subsp.soja）より大形の種実である。筆者はこれらの小形扁平型の形態を「栽

培化初期段階のダイズ」と呼んでいるが（５）、同時期の八ヶ岳山麓や茅ヶ岳山麓の資料と比較しても、ほぼ

同様の形態と大きさを示す。

　アズキ亜属の種実炭化物は、県内においても甲府市上の平遺跡（６）、大月市大月遺跡（７）、都留市中谷遺

跡（８）などで出土しているが、圧痕調査においても釈迦堂遺跡、一の沢遺跡などで（９）確認されており、広

範囲にわたる安定的な利用状況が窺える。

　シソ属は、山梨県では縄文時代前期前葉期中越式の土器以降、前期後半の諸磯式期にも検出例が多い。鋳

物師屋遺跡の事例は、中期でもエゴマなどのシソ属が重要な植物であったことを示している。エゴマは、種

実内に脂質分が多く含まれ、食用の他にも、灯用や漆の混和剤などの油として多様な利用形態が想定される。

　ニワトコは、圧痕の事例としては山梨県で初例である。青森県三内丸山遺跡第６鉄塔地区で縄文時代前

期のニワトコ属果実の集積部が検出され、果実の直接食用または果汁をしぼって利用したことが推定され

ている（10）。また、三内丸山遺跡の出土例では、ニワトコを用いた醸造の可能性も指摘される (11)。鋳物師

屋遺跡でのニワトコの種実圧痕の検出は、同様の利用を示すものとして注目しておく必要があろう。

　鋳物師屋遺跡の圧痕調査から、縄文時代中期中葉の植物利用の一端が明らかになった。土器圧痕として

残される植物は、遺跡から出土した炭化植物遺存体などと比較しても、特定の植物に集中する傾向がある。

その偏重傾向が、貴重な食料源となる植物の保存施設周辺での土器製作を示すのか、あるいは特定植物を

選択的に土器の中に混入させているのかは、意見の分かれるところである。しかしながら、そうした植物

が縄文人の身近にあり、生活の中でも欠かせない存在であったことは揺るぎの無い事実であろう。今後は、

植物遺存体などの定量的な検出状況も比較検討し、より詳細な植物利用の実態を描き出していく必要があ

る。

　なお、本稿は日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究Ｂ「日韓内陸地域における雑穀農耕の起源に関

する科学的研究」（研究代表者：中山誠二、課題番号22320166）の研究成果の一部である。
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遺跡出土馬に見られる銜痕について

植　月　　学

１　研究の目的と背景

　筆者は最近、静岡県富士市柏原遺跡から出土した古代馬の下顎歯に銜
はみ

使用の痕跡の可能性がある摩耗痕

を確認し、報告した（１）。本稿では他の古代〜中世遺跡出土標本についても同様の検討をおこない、銜
はみあと

痕を

認定する際の問題点を整理した上で、今後どのような議論が可能かについて展望を述べてみたい。

　銜痕とは Bit wear の訳語である（「銜による摩耗痕」がより正確だが、本稿では銜痕と略す）。馬に銜を

装着していた証拠として、特に依然として論争が続く馬の家畜化の年代と起源地に関連して議論されてき

た。この痕跡に注目し、本格的な研究をおこなったのは Anthony と Brown である（２）。彼らは馬が銜を噛

むことにより下顎第２前臼歯（P2）の咬合面が摩耗し、bevel と呼ぶ咬合面の斜角が認められると主張し

た（図１左）。咬合面に残された微細な擦痕の電子顕微鏡による観察も根拠としている。この二つの方法を

もとに、ウクライナのデレイフカ遺跡に埋納されていた紀元前4000年の馬頭骨の P2に銜の痕跡が認めら

れたことから、この段階ですでに馬が家畜化されていたと論じた。しかし、デレイフカ遺跡の馬頭骨はそ

の後の炭素14による年代測定で紀元前８世紀以降のスキタイ期のものであることが判明し、家畜化の開始

をめぐる議論とは関わりがなくなってしまう（３）。彼らは家畜化の起源をめぐって同様に議論の的となって

いるカザフスタンのボタイ遺跡（3400−2700B.C.）から出土した馬にも bevel が認められたとした。ボタ

イ遺跡で銜が出土していない点については、現生馬に皮や縄、骨製の銜を装着して実際に bevel が認めら

れたという実験考古学的研究の結果により説明している（４）。Anthony らの主張に対しては、bevel は自然

の咬耗異常によっても引き起こされるので家畜化の証拠とはならないという反論も提出されている（５）。

　近年、別の視点から銜痕を分析し、その有効性を論じたのが Bendrey である（６）。彼は P2の咬合面ではなく、

銜痕と直に接する近心縁の摩耗痕に着目した（図１右）。銜を装着されていた現生馬と、飼育はされていた

が、銜は装着されていなかったモウコノウマの P2近心縁における摩耗痕の比較がおこなわれた。その結果、

前者では P2近心縁が銜とこすれ合うことにより臼歯最外部を覆うセメント質が摩耗して内部のエナメル質

が露出し、さらに摩耗が進行するとその内側の象牙質までが露出する場合があることを明らかにした（図２、

３）。後者ではこうした露出は明確ではなかった。同様の露出痕はイギリスの鉄器時代遺跡出土の標本でも

確認されたという。この方法はその後ボタイ遺跡の馬に対しても適用され、象牙質までが露出する顕著な

銜痕をとどめる標本が１点確認された。結果は野生馬との中手骨のプロポーションの差や、同遺跡出土土

器からの馬乳脂肪酸の検出と合わせて馬家畜化の証拠とされた（７）。

　我が国において古墳時代の家畜馬導入初期から銜が使用されていたことは遺跡出土の馬具から明らかで

ある。したがって、国内遺跡出土馬にも上記のような銜痕が残されている例があるはずである。筆者が富士

市柏原遺跡出土の古代標本において銜痕とした痕跡も Bendrey の方法にしたがって認定したものであった。

山梨県立博物館研究紀要　第８集　2014

植月 学　山梨県立博物館
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しかし、１遺跡、１標本のみの確認であっ

たことから、認定には疑問も残った。そこ

で、以下では他の遺跡から出土した馬歯に

ついても Bendrey や Anthony らの方法に

よる観察をおこない、我が国の遺跡出土馬

での有効性について検討をおこなう。

２　資料

　調査した資料は山梨県と長野県に存在す

る古代から中世の下記６遺跡である。

⑴ 佐久市聖原遺跡（古代？）（８）

⑵ 佐久市南近津遺跡（古代〜中世）（９）

⑶ 佐久市大豆田遺跡（古代〜中世）（10）

⑷ 佐久市前藤部遺跡（中世？）（11）

⑸ 南アルプス市大師東丹保遺跡（鎌倉）（12）

⑹ 山梨市三ヶ所遺跡（15世紀）（13）

　上記の他に筆者が所蔵する現生標本２個

体も用いた。いずれも競走馬として飼育さ

れていた西洋系馬種で、山梨県内で食肉加工された個体である。また、柏原遺跡の結果も改めて示した。

３　方法

　 下 顎 第２前 臼 歯（P2） に つ い て（１）Bendrey の 方 法（14） に よ る エ ナ メ ル 質 の 露 出、（２）Brown & 

Anthony の方法（15）による bevel の値を観察、記録した。具体的方法は以下の通りである。

（１）エナメル質の露出の記録

　本来の方法ではセメント質が摩耗し、エナメル質や象牙質が露出した部分の形状や高さ・幅を記録する。

今回の標本には象牙質まで露出したものはなかった。また、エナメル質に関しても問題がある。出土標本

ではセメント質は土中での分解により遺存していないか、部分的にしか遺存していない場合が多い点であ

る。したがって、厳密に Bendrey の基準に照らして判定できる標本は少ない。しかし、エナメル質には元々

摩耗し、露出していたことに起因すると推測される部分的な光沢が認められた。そこで、本稿では以下の

ような観察項目を設けた。

 i) セメント質遺存状況　遺存状況が悪ければエナメル質露出の有無は判断できないことになる。

ii) エナメル質露出状況　セメント質の遺存が良好でかつエナメル質が露出している場合は「エナメル」、

セメント質は消失しているものの、エナメル質の一部に摩耗によると考えられる光沢がある場合は「光

沢」、光沢が弱い場合は「微光沢」、いずれの痕跡も認められない場合は「なし」（16）。

iii) 露出／光沢の形状　Bendrey は銜非装着馬でもエナメル質露出は認められるが、露出が P2の頬側にも

及ぶのに対し、銜装着馬では露出が平行の帯状を呈することにより区別できるとする。これに準じてエ

ナメル質露出や光沢が見られる範囲の形状を記録した。

iv)  計測　露出／光沢部分の高さと幅を0.1㎜単位で計測した。銜と関係ない露出は頬側や舌側などにも及

図１　計測の方法
左：P2咬合面の bevel の計測（註２文献に加筆）

右：P2近心縁のエナメル質露出の計測（註６文献に加筆）

図２　下顎における銜の位置
（註６文献に加筆）

図３　P2咬合面
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ぶ場合があるので、比較のために頬側、舌側の露出／光沢も計測した。Bendrey によれば舌側の露出は

特に高齢の個体で顕著で、咀嚼による摩耗と推測されている。

（２）Bevel の記録

　P2咬合面の長軸（前後）方向に定規を当てた基準線とエナメル質咬合面近心縁との落差を計測した。なお、

定規の傾きはエナメル質上面の凹凸によって誤差が生じる場合がある。誤差が大きく、１㎜以上ある場合

は最大値と最低値を併記した。

４　結果（表・図４・５）

　セメント質が良好に残る現生標本ではエナメル質の露出が確認できた。壮齢個体（No.12）では露出部

分の高さが8.7㎜に達し、帯状を呈する。舌側にも露出は見られるが、より小さい（3.8㎜）。若齢個体（No.11）

では両者の露出高の差はより小さい（高さ4.9㎜。舌側では2.7㎜）。

　Bendrey が示した銜によるダメージと銜なしでも生じ得るその他ダメージの判別基準は以下の通りである。

（A）露出部分の高さが５㎜以上ある

（B）頬側／舌側と近い値、もしくはより小さい値ではないこと

（C）形状が平行な帯状（parallel-sided band）を呈する

　No.12は３基準とも満たし、No.11は（A）（B）を満たす。両個体ともに競走馬であったことから、確実

に銜を装着していたはずである。以上により本手法の妥当性と観察者に左右されない客観性が追認できた。

　遺跡出土標本では明確なエナメル質露出と判定できる標本は少なかったが、聖原遺跡（No.13）と前藤

表　観察・計測結果

遺跡 年代 № 注記
左
右

長 幅
高 推定

月齢
※1

推定
年齢
※1

Bevel

セメント
質遺存

エナメル質の露出
判定※2

備考
状況

幅 高 形状
（C)舌 中 頬 頬側 舌側 近心縁 近心縁 

（A) 舌側 頬側 近 - 舌
（B) (A) (B) (C)

柏原 古代 1 11 左 35.0 14.4 - 27 - 124.7 10.4 - ○ × エナメル？ 未 15.0 未 - 未 平行 ○ - ○ 咬合面近心縁上方に 
突出

南近津 古代
2 M38 骨6 左 31.5 13.3 43 47 46 52.3 4.4 1.2 後半 × 微光沢 2.2 9.1 9.2 - -0.1 ? ○ × ？

3 M38 №13 右 30.0 13.8 14 16 16 178.6 14.9 2.3 ○ 後半 エナメル？ 3.9 9.5 7.1 2.2 2.4 平行 ○ × ○ 近心縁エナメル露出する
が、舌側前端も露出する

大豆田 古代

4a №6 左 30.0 13.4 23 25 25 133.8 11.1 0.7 × × 光沢 3.3 10.1 8.3 1.9 1.8 平行 ○ × ○ 舌側の光沢の高さ
は近心では低いが、
中心では近心縁に
近い高さ4b №6 右 31.3 13.4 21 24 24 138.4 11.5 1.2 × × 光沢 3.9 9.2 8.2 2.0 1.0 平行 ○ × ○

5 №44 右 32.9 14.7 42 45 44 58.1 4.8 3.4 × × なし - - - - - - × × ×

6 M1 骨13 右 33.0 13.6 - - 46 55.2 4.6 0.5 後半 不明 光沢 3.5 6.3 埋没 - - 平行 ○ × ○ 舌側は土壌付着

大師東 
丹保

鎌倉

7 Ⅱ №1616 右 31.3 13.5 27 31 31 107.6 9.0 -2.1 後半 後半 光沢 3.7 10.5 5.8 - 4.7 平行 ○ ○ ○ 咬合面近心縁上方に
突出

8a Ⅳ №8557 左 31.1 14.1 30 29 30 116.0 9.7 1.9 × × 光沢 3.2 7.0 4.8 - 2.2 平行 ○ × ○

8b Ⅳ №8557 右 31.3 14.5 25 28 29 120.3 10.0 1.4 × × 光沢 3.2 8.8 4.7 - 4.1 平行 ○ ○ ○

9 Ⅲ №983 左 33.0 13.4 48 50 50 44.3 3.7 1.4 × × 微光沢 3.1 6.9 8.0 - -1.2 ？ ○ × ？

三ヶ所 15世紀 10 №1 右 32.1 13.4 47 - 51 41.8 3.5 1.2/2.8 × × なし - - - - - - × × × 風化進む

現生
標本

−
11 №1 右 32.7 14.0 植立 - 4.0 1.0 ○ ○ エナメル 2.34± 4.9 2.7 0.0 2.2 三角 × × ○

12 №2 左 38.0 15.1 植立 - - 2.9 ○ ○ エナメル 2.7 8.7 3.8 0.0 4.9 平行 ○ ○ ○

聖原 古代？ 13 M38 右 30.2 13.0 48 48 47.5 49.6 4.1 0.0 × ○ エナメル 3.8 19.5 10.4 - 9.1 平行 ○ ○ ○

セメント質残存標本
のみ観察。光沢の観
察はしていない前藤部

鎌倉・
室町？

14 D906 №1 右 31.9 14.2 29 - 27 120.3 10.0 1.0 ○ ○ エナメル 3.3 7.6 5.0 0.0 2.6 平行 ○ × ○

15 D906 №3 右 31.2 15.7 植立 - - 2.8 ○ ○ エナメル 2.6 8.4 7.0 0.0 1.4 平行 ○ × ○

16 D811 右 31.8 13.4 40 43 43 64.2 5.4 1.0 ○ ○ エナメル 2.4 5.8 5.1 0.0 0.8 平行 ○ × ○

単位はすべて㎜。「−」＝計測不可。露出の計測はいずれも最大部でおこなった。
※１　西中川 駿・松元光春（1991）の推定式による（西中川 駿・松元光春　1991　「遺跡出土骨同定のための基礎的研究」『古代遺跡出土骨からみたわが国の牛、

馬の渡来時期とその経路に関する研究』（平成２年度文部科学省科学研究費補助金（一般研究 B）研究成果報告書）　164-188頁））。
※２　判定基準（A）：５㎜以上、（B）：3.6㎜以上、（C）：平行。太字は銜痕の基準を満たす結果。斜体は光沢。
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部遺跡（No.14〜 16）ではセメント質が残存し、かつエナメル質の露出が確認できた。聖原例は上記３基

準すべてを満たす。前藤部例は３点とも（A）と（C）は満たすが、（B）の近心縁と舌側の露出高の差が顕

著でない。（B）について Bendrey は頬側／舌側との露出程度の差について具体的な基準値はあげてない。

ここでは確実に銜を装着していた現生２個体の近心縁と舌側の露出高の差の平均（3.6㎜）を一応の基準と

した。なお、今回の観察結果によれば頬側のエナメル質露出範囲は一般に小さい（＝セメント質遺存が良

い傾向にある）ので、頬側との比較は取り上げない。

　筆者が旧稿においてエナメル質露出の例とした柏原遺跡例（No.1）は舌側のセメント質が完全に消失し

ており（頬側はほぼ完存）、厳密には上記基準の（B）（C）の判定はできない。同様に、南近津遺跡（No. ３）

もエナメル質露出の可能性があるが、舌側セメント質の遺存が不良で判然としない。

　その他の標本ではセメント質が消失しているため、露出の判定はできない。エナメル質露出の痕跡と推

測される光沢は10点中８点で確認できた（光沢：６、微光沢：２）。次に上記（A）〜（C）の基準に照ら

して判定すると、（A）については８点とも該当、（C）は微光沢以外の6点が該当、（B）は2点のみが該当した。

なお、いずれの基準についても露出を光沢と読み替えている。

　Bevel については Anthony らが銜使用結果の基準とした３㎜を超えるのは１個体のみであった（No.5）。

本標本はエナメル質の露出も光沢も確認できず、Bendrey の方法では銜痕が明瞭でない標本である。逆に

銜痕の明瞭な標本では現生標本（No.12）と前藤部遺跡（No.15）では３㎜に近い値を示したが、その他

の標本はいずれも０〜１㎜程度であった。エナメル質露出の可能性が高い No.1では近心縁はむしろせり上

がる。その他のエナメル質露出、光沢標本もいずれも３㎜に満たない。したがって、本手法は少なくとも

Bendrey の方法による結果とは整合しない。Bendrey の研究でも bevel の計測値はやはり近心縁の摩耗状

況とは整合しなかったという。彼も指摘するように bevel ＝咬合面の斜角は咬耗異常の影響を受けている

可能性があり、上顎第２前臼歯（P2）の咬耗状態も考慮する必要がある。実際に近心縁が上方に突出する

例である No.1は、P2の咬合面近心縁が逆に異常にすり減っており、咬耗異常による斜角の例と考えられる。

したがって、本手法は銜痕を識別する方法としてはやや精度が劣ると考えられる。

５　考察

（１）銜痕の認定

　今回の分析ではエナメル質露出と判断できる出土例が４点確認できた（聖原遺跡１点、前藤部遺跡３

点）。聖原遺跡では観察した11点中１点のみセメント質が残存していたが、その1点でエナメル質が露出し

ていた。前藤部遺跡では観察した３点すべてでセメント質が残存しており、かつエナメル質露出が確認で

きた。したがって、国内の出土標本でもセメント質さえ残存していればかなりの割合でエナメル質露出を

確認できる可能性がある。聖原遺跡例（No.13）は近心縁の露出高が舌側に比べて顕著、かつ帯状を呈し、

Bendrey の基準に照らして確実な銜痕とみなすことができる。これに対して、前藤部遺跡の３例のように

近心縁と舌側のエナメル質露出高の差が顕著でない場合は、銜痕であるかは確実でない。こうした痕跡は

咀嚼など銜使用以外の要因によっても生じ得るためである（17）。銜痕とその他の痕跡を区別する絶対的な基

準は存在しない。今後さらに検討例を増やした上で、遺跡ごとの露出形状と数値の傾向により銜使用の頻

度を判断していく必要がある。

（２）光沢は銜痕か

　今回の分析の問題点として、セメント質遺存不良な標本が多い点があげられる。筆者のこれまでの経験
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でも国内遺跡出土例でセメント質が良好に遺存している標本はまれである。そこで、今回はエナメル露出

の結果と推測される光沢も判断基準に用いた。光沢はエナメル質露出に比べて基準としてはやや不明瞭で

ある。しかし、図４・５に示したように、光を当てるとその部分だけが明確に光を反射する。近心縁や頬

側の光沢がある部分（例：No. ７、８）は現生標本の露出部分とよく似ていて、これが元々露出していた

範囲であることを示唆する。逆に光沢のない部分は現生標本でセメント質に覆われている部分に類似し、

元々セメント質に覆われていた範囲と推測される。

　光沢が本来のエナメル質露出部分を表すとすれば、（A）の基準により高さが５㎜以上ある８点すべてが

銜使用による摩耗の可能性がある。近心縁の摩耗が舌側に比べて大きく、両者の差が現生標本（No.12）

の値（約５㎜）に近い No. ７と８b は銜による可能性が特に高い。しかし、エナメル質露出と異なり、現

生標本で銜使用との関係が確認されている訳ではない。光沢を銜痕とみなせるかについても今後さらに検

討例を増やし、エナメル質露出標本と光沢部分の形状・計測値を比較した上で議論する必要がある。

おわりに

　本稿では馬下顎第２前臼歯の近心縁に見られるエナメル質の露出に加えて、その痕跡と考えられるエナ

メル質の光沢によっても銜の使用を判定できる可能性があることを論じた。最後に、本分析手法が国内の

遺跡でどのような課題を解決しうるかについて展望を示しておきたい。まず、日本列島の遺跡で出土する

馬は、海外から持ち込まれた家畜馬およびその子孫からなる。仮に人の手を逃れて再野生化した馬がいた

としても、そのような個体が遺跡から出土する可能性は極めて低い。したがって、当然ながら起源地のよ

うに銜痕を基準に野生／家畜の判定をおこなう意義は小さい。

　しかしながら、家畜であることを前提として、馬具の種類について検討する材料とはなり得るのではな

いかと考えている。背景には松井章によって報告された大友氏館跡出土の中世馬具の存在がある（18）。この

鹿角製の道具は「オモゲー」と呼ばれる民具と同じ機能を持つことが国内や海外の事例をもとに論証され

ている。オモゲーは口の両側を棒状の馬具ではさみ、顎の下方の孔に通した手綱を引くことで弛張し、御

者の意志を伝えて制御する。この種の馬具を使用した場合は口内に銜を咬ませないので、銜痕は残らない。

オモゲーは騎乗用に使われる銜とは異なり、主に人が前方から引く荷駄馬に使用されたという。

　本稿で分析をおこなった遺跡は若齢の個体を除けばいずれも銜痕らしき痕跡が認められた。もし風化な

どの理由ではなく、遺存状態が良いにもかかわらず同様の痕跡が確認できない遺跡、個体があれば、それ

らは銜を装着していなかった＝騎乗以外に主な用途があった可能性が生じる。もちろん、このことによっ

てのみ荷駄馬として用いられたと判断するのは危険だが、馬の体高や年齢構成、遺跡の性格などと合わせ

て馬の使役方法を総合的に考察する際の材料とはなり得るだろう。今後他の遺跡にも同様の手法を適用し

ていくことで、本手法の有効性や時代差、地域差についてさらに検討を重ねていきたい。
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267。２遺構はいずれも共伴遺物がなく時期不明。遺跡からは古代〜近代の遺物が出土しているが、時期の明らかな

その他のウマ遺体はいずれも鎌倉・室町時代に属し、２遺構のウマも同時期に属する可能性が考えられる。

（12） 西本豊弘　1997　「大師東丹保遺跡Ⅱ・Ⅲ区出土の動物遺体」『大師東丹保遺跡Ⅱ・Ⅲ区』山梨県埋蔵文化財センター

調査報告書第132集　pp.342−346、西本豊弘・姉崎智子　1997「大師東丹保遺跡Ⅳ区出土動物遺体」『大師東丹

保遺跡Ⅳ区』山梨県埋蔵文化財センター調査報告書第133集　pp.43-45、植月 学　2011　「出土馬歯計測値比較の

ための基礎的研究」『動物考古学』28　pp.1-22 

（13） 植月 学　2010　「１号土坑の馬遺体」　『三ヶ所遺跡』　山梨市・山梨市教育委員会・（財）山梨文化財研究所 pp.33-

34

（14） 註（６）に同じ

（15） 註（２）に同じ

（16） 聖原遺跡、前藤部遺跡についてはセメント質が残存する標本についてのみ観察をおこなった。セメント質消失標本

に対する光沢の観察はおこなっていない。

（17） 註（６）に同じ。

（18） 松井 章　2010　「豊後府内遺跡出土のオモゲーとその問題点」　『坪井清足先生卒寿記念論文集−埋文行政と研究の

はざまで−』　pp.1276-1284
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図４　馬歯観察結果⑴　※スケールは５㎝

No.1 エナメル質が帯状に露出。舌側はセメント質が遺存しない。

No.7 帯状の光沢。舌側にも光沢。

No.8a 帯状の光沢。舌側にも光沢。

No.9 微光沢。舌側により大きい微光沢。

No.2 微光沢。頬側後部のみセメント質遺存。

No.3 エナメル質が帯状に露出。舌側のセメント質は部分的に遺存。

No.4a 帯状の光沢。舌側前半にも光沢。

No.5 光沢なし。

（No.1〜 10）
（No.11,12）

No.10 光沢なし。風化が進む。

No.11 現生。限定的なエナメル質露出。 No.12 現生。帯状のエナメル質露出。

No.6 光沢あり。頬側後部のみセメント
質遺存。舌側は土付着により不明。
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図５　馬歯観察結果⑵　※スケールは５㎝

No.13 エナメル質が帯状に露出。舌側の露出高との
差は顕著。

No.14 エナメル質が帯状に露出。舌側の露出高との差は
顕著でない。

No.16 エナメル質が帯状に露出。舌側の露出高との差
は顕著でない。

No.15 エナメル質が帯状に露出。舌側の露出高との差は
顕著でない。
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（
7
） 「
皇
太
子
殿
下
山
梨
県
下
行
啓
通
知
」（
国
立
公
文
書
館
蔵
「
公
文
雑
纂
」
明
治
四
十
五
年
〜
大
正
元
年

　

第
二
十
一
巻　

宮
内
省
・
外
務
省
）

（
8
） 
前
掲
註（
1
）原
『
大
正
天
皇
』
に
よ
れ
ば
、
明
治
三
十
五
年
（
一
九
〇
二
）
の
信
越
北
関
東
巡
啓
で
は

五
月
二
十
日
出
発
の
約
一
か
月
前
の
四
月
十
六
日
に
各
県
知
事
に
通
知
し
て
お
り
、
微
行
の
場
合
は
概

ね
一
〜
三
か
月
前
に
正
式
な
通
知
が
各
県
に
出
さ
れ
る
慣
例
と
見
ら
れ
る
。

（
9
） 「
東
宮
殿
下
奉
迎
送
に
関
す
る
書
類
」
山
梨
県
立
博
物
館
蔵
（
若
尾
資
料
）

（
10
） 

前
掲
註（
9
）「
東
宮
殿
下
奉
迎
送
に
関
す
る
書
類
」

（
11
） 

前
掲
註（
9
）「
東
宮
殿
下
奉
迎
送
に
関
す
る
書
類
」

（
12
） 「
奉
迎
送
ニ
関
ス
ル
書
類　

一
」（
山
梨
県
立
図
書
館
蔵
「
山
梨
県
行
政
文
書
」4-1M

45-1(1)

）

（
13
） 「
奉
迎
送
ニ
関
ス
ル
書
類　

一
」（
山
梨
県
立
図
書
館
蔵
「
山
梨
県
行
政
文
書
」4-1M

45-1(1)

）

（
14
） 「
奉
迎
送
ニ
関
ス
ル
書
類　

其
ノ
一
」（
山
梨
県
立
図
書
館
蔵
「
山
梨
県
行
政
文
書
」4-1M

45-2(1)

）

（
15
） 「
皇
太
子
殿
下
還
御
御
発
着
割
中
御
変
更
ノ
件
」（
国
立
公
文
書
館
「
公
文
雑
纂
」
明
治
四
十
五
年
〜
大

正
元
年　

第
二
十
一
巻　

宮
内
省
・
外
務
省
）

（
16
） 

宮
内
庁
『
明
治
天
皇
紀　

第
十
二
』
昭
和
五
十
年

 

三
月
二
十
六
日　

皇
太
子
、
近
衛
歩
兵
第
一
旅
団
幹
部
演
習
を
覧
ん
が
た
め
山
梨
県
下
に
行
啓
せ
ん

と
す
る
を
以
て
、
是
の
日
請
暇
の
た
め
参
内
せ
ら
る
、
明
日
発
す
、
駕
を
甲
府
市
に
駐
む
る
こ
と
八

日
、
日
に
出
で
て
演
習
を
覧
、
又
県
庁
・
連
隊
・
学
校
・
工
場
等
を
臨
覧
し
、
四
月
四
日
還
啓
せ
ら
る
、

此
の
間
扈
従
の
東
宮
大
夫
、
日
々
の
状
況
を
侍
従
長
に
電
報
し
、
以
て
奏
す
る
こ
と
例
の
如
し

 

四
月
五
日　

皇
太
子
、
昨
日
山
梨
県
よ
り
還
啓
せ
る
を
以
て
、
是
の
日
参
内
せ
ら
る

 

四
月
九
日　

皇
太
子
参
内
、
山
梨
県
よ
り
齎
し
還
る
所
の
土
産
を
獻
り
、
尋
い
で
明
日
沼
津
御
用
邸

に
行
啓
、
同
じ
く
皇
后
に
土
産
を
獻
り
、
十
二
日
帰
京
せ
ら
る

（
17
） 

甲
府
商
業
会
議
所
『
東
宮
殿
下
行
啓
紀
念
写
真
帖
』（
大
正
元
年
）
山
梨
県
立
博
物
館
蔵
（
頼
生
文
庫
）

（
18
） 「
写
真
絵
は
が
き
類　

行
幸
啓
」
山
梨
県
立
博
物
館
蔵
（
甲
州
文
庫
）

（
19
） 「
実
測
甲
府
市
街
全
図
」
山
梨
県
立
博
物
館
蔵
（
頼
生
文
庫
）

（
20
） 「
山
梨
日
日
新
聞
」
明
治
四
十
五
年
三
月
二
十
八
日
号

（
21
） 「
山
梨
日
日
新
聞
」
明
治
四
十
五
年
三
月
十
九
日
号
、
な
お
大
緑
門
は
皇
太
子
還
啓
後
の
四
月
七
日
に
撤

去
さ
れ
た
。

（
22
） 「
山
梨
日
日
新
聞
」
明
治
四
十
五
年
三
月
二
十
七
日
号

（
23
） 「
山
梨
日
日
新
聞
」
明
治
四
十
五
年
三
月
二
十
七
日
号

（
24
） 「
山
梨
日
日
新
聞
」
明
治
四
十
五
年
三
月
二
十
七
日
号

（
25
） 「
山
梨
日
日
新
聞
」
明
治
四
十
五
年
三
月
二
十
七
日
号

（
26
） 「
山
梨
日
日
新
聞
」
明
治
四
十
五
年
三
月
三
十
日
号

（
27
） 

土
屋
岩
保
（
つ
ち
や
い
わ
ほ
）　

一
八
七
四
〜
一
九
二
八　

祝
村
（
甲
州
市
）
出
身
の
医
師
、
地
方
病
研

究
者

（
28
） 「
皇
太
子
殿
下
行
啓
紀
念
帖
」
大
正
二
年　

山
梨
県
立
博
物
館
蔵
（
甲
州
文
庫
）
四
三
頁

（
29
） 

成
島
治
平
（
な
る
し
ま
じ
へ
い
）　

一
八
六
五
〜
一
九
四
〇　

龍
岡
村
（
韮
崎
市
）
出
身　

の
ち
甲
府
市

長

（
30
） 「
山
梨
日
日
新
聞
」
明
治
四
十
五
年
四
月
一
日
号

（
31
） 

前
掲
「
皇
太
子
殿
下
行
啓
紀
念
帖
」
五
六
頁

（
32
） 「
山
梨
日
日
新
聞
」
明
治
四
十
五
年
四
月
三
日
号

（
33
） 

皇
太
子
（
大
正
天
皇
）
の
詩
歌
へ
の
関
心
や
作
風
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註（
1
）
古
川
『
大
正
天
皇
』

四
六
〜
五
一
頁
に
詳
し
い
。

（
34
） 「
山
梨
日
日
新
聞
」
明
治
四
十
五
年
三
月
二
日
号

（
35
） 

地
方
行
啓
で
の
大
正
天
皇
の
気
ま
ま
な
行
動
や
予
定
変
更
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註（
1
）原
『
大
正
天
皇
』

に
詳
し
い
。

（
36
） 

明
治
三
十
五
年
（
一
九
〇
二
）
の
信
越
北
関
東
行
啓
か
。

（
37
） 「
山
梨
日
日
新
聞
」
明
治
四
十
五
年
三
月
十
一
日
号

（
38
） 「
山
梨
日
日
新
聞
」
明
治
四
十
五
年
三
月
十
一
日
号　

皇
太
子
が
地
方
行
啓
で
の
報
道
紙
を
欲
し
が
る
こ

と
に
つ
い
て
は
、
原
武
史
が
前
掲
註（
1
）『
大
正
天
皇
』
九
〇
〜
九
二
頁
に
指
摘
し
て
い
る
。

（
39
） 

韮
崎
市
教
育
委
員
会
編
『
韮
崎
の
石
造
物
』（
一
九
八
八
年
）、
甲
府
市
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
甲
府

市
史
調
査
報
告
書
４　

甲
府
の
石
造
物
』（
一
九
九
三
年
）、
山
梨
県
立
都
留
高
等
学
校
史
『
百
年
の
階
』

編
纂
委
員
会『
山
梨
県
立
都
留
高
等
学
校
史　

百
年
の
階
』（
二
〇
〇
〇
年
）が
あ
る
が
、『
韮
崎
の
石
造
物
』

に
は
翻
刻
の
掲
載
が
な
い
の
で
本
稿
に
掲
載
し
た
。
な
お
、
高
森
山
の
「
皇
太
子
嘉
仁
親
王
駐
駕
之
処
」

は
、
佐
藤
八
郎
『
山
梨
県
の
漢
字
碑
』（
一
九
九
八
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
誤
植
等
が
あ
る
た
め

本
稿
で
掲
載
し
た
。

（
40
） 

当
初
の
皇
太
子
の
地
方
行
啓
は
、
東
宮
輔
導
で
あ
っ
た
有
栖
川
威
仁
親
王
が
皇
太
子
の
地
理
歴
史
実
地

見
学
と
健
康
増
進
の
た
め
に
企
図
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
前
掲
註（
1
）原
武
史
『
大
正
天
皇
』
に

詳
し
い
。

（
41
） 
前
掲
註（
1
）デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
『
大
正
天
皇　

一
躍
五
大
洲
を
雄
飛
す
』
六
九
頁

　
（
山
梨
県
立
博
物
館
）
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四　

本
稿
に
お
け
る
総
括

　

紙
面
の
都
合
に
よ
り
学
校
へ
の
行
啓
、
行
啓
期
間
中
開
催
さ
れ
た
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
、
献
上
も

し
く
は
購
入
し
た
物
産
や
観
覧
し
た
文
化
財
、
行
啓
後
に
県
内
各
市
町
村
で
行
わ
れ
た
記
念
事
業

等
に
つ
い
て
は
、
次
稿
に
て
紹
介
す
る
。

　

本
稿
で
は
、「
行
啓
写
真
」
の
う
ち
、
市
街
地
や
演
習
地
で
あ
る
郊
外
な
ど
の
風
景
写
真
を
中

心
に
、
皇
太
子
行
啓
を
見
て
き
た
が
、
高
精
細
な
写
真
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
行
啓
や
当
時
の
山
梨

県
の
様
子
な
ど
、
多
く
の
情
報
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
、
行
啓
以
外
の
資
料
と
し
て
も
有
用
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

最
後
に
こ
こ
ま
で
の
皇
太
子
山
梨
行
啓
の
考
察
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
整
理
し
た
い
。

　
　

①
皇
太
子
は
九
日
間
の
日
程
で
身
体
的
な
変
調
を
き
た
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
　

②
皇
太
子
の
思
い
つ
き
な
ど
に
よ
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
変
更
は
起
き
な
か
っ
た
。

　
　

③
様
々
な
も
の
に
興
味
関
心
を
持
ち
、
肉
体
的
だ
け
で
な
く
精
神
的
な
活
動
も
活
発
に
過
ご

し
た
。

　

①
に
つ
い
て
は
、
特
に
変
調
の
記
録
や
報
道
は
な
く
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
変
更
も
な
か
っ
た
こ

と
か
ら
、
肉
体
的
不
調
は
生
じ
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
②
に
つ
い
て
は
、
宮
内
省
か
ら
事
前

に
通
知
さ
れ
た
行
啓
日
程
と
実
際
の
タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
と
実
際
の
日
程
消
化
が
ほ
ぼ
変
更
が

無
か
っ
た
こ
と
か
ら
指
摘
で
き
る
。
③
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
も
山
梨
県
の
景
色
や
工
場
に
興
味

を
深
く
示
す
皇
太
子
を
紹
介
し
た
が
、
次
稿
に
て
学
校
等
へ
の
行
啓
で
皇
太
子
が
示
し
た
関
心
な

ど
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
皇
太
子
（
大
正
天
皇
）
は
熱
心
に
見
学
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
初
期
の
地

方
行
啓
の
よ
う
に
行
程
を
逸
脱
す
る
こ
と
な
ど
は
な
く
、
健
康
に
日
程
を
消
化
し
た
こ
と
が
う
か

が
え
る

）
（（
（

。
そ
の
点
で
は
皇
太
子
時
代
最
後
の
地
方
行
啓
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
行
啓
の
シ
ス
テ
ム
が

ほ
ぼ
完
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
、皇
太
子
自
身
の
馴
れ
や
成
長
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、

デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に

）
（（
（

、
鉄
道
や
人
力
車
と
い
う
大
衆
の
目
に
触
れ
や
す
い
移

動
手
段
を
用
い
て
い
る
こ
と
が
、
山
梨
県
民
に
と
っ
て
皇
太
子
を
よ
り
近
い
存
在
に
感
じ
さ
せ
た

で
あ
ろ
う
こ
と
も
、「
行
啓
写
真
」
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
稿
で
は
、
行
啓
の
実
態

を
よ
り
広
く
考
察
し
、
山
梨
県
に
と
っ
て
の
皇
太
子
行
啓
の
歴
史
的
な
位
置
づ
け
を
更
に
明
ら
か

に
し
て
い
き
た
い
。

註（
1
） 

近
年
の
大
正
天
皇
研
究
を
扱
っ
た
も
の
と
し
て
、
原
武
史
『
大
正
天
皇
』（
朝
日
新
聞
出
版　

二
〇
〇
〇

年
）、
同
『
可
視
化
さ
れ
た
帝
国
｜
近
代
日
本
の
行
幸
啓
｜
』（
み
す
ず
書
房　

二
〇
〇
一
年
）、
古
川
隆

久
『
大
正
天
皇
』（
吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
七
年
）、
フ
レ
ド
リ
ッ
ク
・
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
『
大
正
天
皇　

一
躍
五
大
洲
を
雄
飛
す
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房　

二
〇
〇
九
年
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
2
） 

前
掲
註（
1
）原
『
大
正
天
皇
』、『
可
視
化
さ
れ
た
帝
国
｜
近
代
日
本
の
行
幸
啓
｜
』

（
3
） 

原
は
前
掲
註（
1
）『
大
正
天
皇
』
の
注
で
「
天
皇
制
」
の
語
が
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
制
作
に
よ
る
も
の
と

の
坂
本
多
加
雄
の
指
摘
を
ひ
き
つ
つ
、
同
書
で
は
「
近
代
日
本
の
天
皇
を
君
主
と
す
る
政
治
体
制
を
意

味
す
る
用
語
」
と
し
て
「
近
代
天
皇
制
」
を
用
い
る
と
説
明
し
て
い
る
。

（
4
） 

前
掲
註（
1
）原
『
可
視
化
さ
れ
た
帝
国
｜
近
代
日
本
の
行
幸
啓
｜
』
に
よ
れ
ば
、
明
治
三
十
三
年

（
一
九
〇
〇
）
に
節
子
妃
（
貞
明
皇
后
）
を
伴
っ
て
伊
勢
神
宮
等
を
公
式
訪
問
し
て
以
来
、
日
露
戦
争
を

挟
ん
で
日
本
全
国
に
軍
事
演
習
視
察
を
含
め
る
と
二
十
三
回
の
行
啓
を
実
施
し
て
い
る
（
地
方
見
学
が

目
的
に
含
ま
れ
る
の
は
十
四
回
）。
公
式
行
事
と
し
て
行
わ
れ
た
の
は
、
伊
勢
行
啓
の
ほ
か
、
明
治
四
十

年
の
山
陰
（
京
都
・
鳥
取
・
島
根
）、
同
四
十
四
年
の
北
海
道
の
み
で
、
あ
と
は
す
べ
て
微
行
で
実
施
さ

れ
て
い
る
。
な
お
、
山
陰
と
北
海
道
は
知
事
・
長
官
・
議
会
等
の
行
啓
招
請
が
あ
っ
た
が
、
山
梨
県
に

つ
い
て
は
、
皇
太
子
の
行
啓
を
招
請
し
て
い
る
形
跡
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
確
認
で
き
な
い
。

（
5
） 

昭
和
三
十
四
年
刊
行
の
『
日
川
村
誌
』
が
日
川
中
学
校
へ
の
行
啓
と
村
内
か
ら
の
献
上
品
を
掲
載
し
て

い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
関
連
自
治
体
史
で
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
自
治
体
史
以
外
で
は
、
山

梨
県
立
都
留
高
等
学
校
史
『
百
年
の
階
』
編
纂
委
員
会
『
山
梨
県
立
都
留
高
等
学
校
史　

百
年
の
階
』

（
二
〇
〇
〇
年
）
が
都
留
中
学
校
へ
の
行
啓
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
る
。

（
6
） 

演
習
見
学
を
含
め
る
と
、
山
梨
行
啓
直
後
の
明
治
四
十
五
年
（
一
九
一
二
）
四
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
、

滋
賀
お
よ
び
三
重
県
に
行
啓
し
て
い
る
。
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県
の
な
か
で
も
あ
る
程
度
の
理
解
が
あ
っ
た
こ
と
が
い
く
つ
か
の
新
聞
報
道
か
ら
も
う
か
が
わ
れ

る
。
行
啓
前
の
行
き
先
が
未
決
定
の
段
階
で
、
皇
太
子
が
御
嶽
昇
仙
峡
へ
の
行
啓
を
望
ん
で
い
た

と
い
う
風
聞
は
根
拠
が
な
か
っ
た
と
す
る
一
方
で
、「
雖

し
か
り
と
い
え
ど
も

然
殿
下
お
気
軽
に
亘わ

た
ら
せ
給
へ
ば
御

逗
留
中
不
時
に
遊
覧
の
御
沙
汰
出
ず
と
も
限
れ
ず

）
（（
（

」
と
、
皇
太
子
が
こ
れ
ま
で
の
地
方
行
啓
で
示

し
て
き
た
急
遽
の
予
定
変
更

）
（（
（

を
示し

さ唆
す
る
か
の
よ
う
な
記
事
を
掲
載
し
て
い
る
。

　

そ
の
ほ
か
に
も
東
八
代
郡
長
が
長
野
県
警
在
職
中
に
行
啓
行
列
の
先
駆
を
し
て
い
た
折

）
（（
（

に
、
後

続
し
て
い
る
は
ず
の
皇
太
子
の
人
力
車
が
別
の
道
に
そ
れ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド

）
（（
（

や
、

「
御
滞
泊
中
は
其
地
発
行
の
新
聞
を
臠

み
そ
な
わし

給
ふ
を
例
と
す
、我
同
業
者
慎
重
執
筆
を
要
す
」
と
い
っ

た
、
皇
太
子
が
行
啓
を
報
じ
る
新
聞
を
入
手
し
た
が
る
こ
と

）
（（
（

な
ど
が
報
道
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し

た
皇
太
子
の
性
向
は
、
一
般
に
膾か

い
し
ゃ炙

し
つ
つ
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

②
記
念
碑

　

山
梨
県
内
に
は
、
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
九
か
所
の
行
啓
記
念
碑
が
存
在
す
る
。
そ
の

九
か
所
に
つ
い
て
、
図
23
に
既
存
の
刊
行
物
に
掲
載
の
あ
る
も
の
は
そ
の
刊
行
物
名

）
（（
（

を
添
え
、
刊

行
物
に
碑
文
の
掲
載
が
無
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
翻
刻
を
加
え
た
。

　

記
念
碑
は
行
啓
直
後
に
建
て
ら
れ
た
も
の
と
、
三
年
後
の
即
位
の
年
の
建
碑
の
他
に
、
昭
和

十
一
年
（
一
九
三
六
）
十
一
月
建
碑
の
旧
甲
府
商
業
学
校
「
東
宮
台
臨
之
処
」
の
よ
う
に
、
崩
御

後
の
昭
和
に
な
っ
て
か
ら
建
て
ら
れ
た
も
の
に
分
か
れ
る
。
こ
れ
ら
の
碑
に
「
記
念
」
す
べ
き
事

柄
で
あ
っ
た
行
啓
の
事
績
を
刻
み
付
け
た
山
梨
県
民
は
、
大
正
天
皇
と
い
う
存
在
へ
の
視
線
や
意

識
を
、
身
近
な
君
主
像
を
印
象
づ
け
た
こ
の
行
啓
か
ら
即
位
後
、
そ
し
て
崩
御
の
後
に
ど
の
よ
う

に
変
化
さ
せ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
山
梨
県
に
お
い
て
は
、
大
正
時
代
の
皇
室
関
連
の
動
き
と

し
て
、
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
に
明
治
天
皇
の
「
聖
恩
」
で
あ
る
恩
賜
林
「
謝
恩
碑
」
が
完
成

し
、
摂
政
（
昭
和
天
皇
）
の
行
啓
が
大
正
十
一
年
に
行
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
流
れ
の
な
か
で
、
山

梨
県
民
の
皇
室
イ
メ
ー
ジ
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
く
か
を
、
ま
た
稿
を
改
め
て
検
証
し
て
い

き
た
い
。

図23  皇太子（大正天皇）行啓関連記念碑位置図
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こ
と
は
少
な
い
が
、
盆
栽
を
好
ん
だ
皇
太
子
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
神
社
境
内
の
松
な
ど
の
大
木
・

古
木
に
関
心
を
示
し
た
と
思
わ
れ
る
点
と
、龍
岡
か
ら
の
富
士
山
や
英
か
ら
の
南
ア
ル
プ
ス
な
ど
、

残
雪
を
冠
す
る
山
岳
の
写
真
を
好
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

②
皇
太
子
の
興
味
と
言
動

　

景
色
に
も
強
い
関
心
を
示
し
た
皇
太
子
は
、
行
啓
先
で
様
々
な
も
の
に
興
味
を
示
し
、
そ
の
興

味
か
ら
発
せ
ら
れ
た
言
葉
が
い
く
つ
か
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　

三
月
二
十
八
日
の
韮
崎
方
面
の
演
習
視
察
で
は
、
立
ち
寄
っ
た
高
森
山
の
所
有
者
で
あ
る
千
野

家
と
侍
医
の
土
屋
岩
保

）
（（
（

が
縁
戚
関
係
に
あ
る
と
知
り
、
土
屋
に
対
し
て
「
久
シ
ブ
リ
ナ
ル
ベ
シ
会

フ
テ
コ
イ
」
と
、
暫
時
暇
を
与
え
た

）
（（
（

。
土
屋
侍
医
が
千
野
家
に
赴
く
と
、
当
家
か
ら
養
子
に
出
た

成
島
治
平

）
（（
（

が
行
啓
に
つ
い
て
詠
ん
だ
歌
を
作
っ
て
い
た
の
で
、
戻
っ
た
土
屋
侍
医
は
そ
の
旨
を
皇

太
子
に
伝
え
る
と
、「
成
嶋
治
平
ハ
何
処
ノ
者
カ
」
と
問
い
、「
昨
日
作
リ
タ
ル
同
人
ノ
詩
ヲ
推す

い
こ
う敲

セ
ズ
草
稿
ノ
侭ま

ま

差
シ
出
ス
様
申
聞
ケ
ヨ
」
と
伝
え
た
。
成
島
は
甲
府
で
の
炬き

ょ
か火

行
列
準
備
の
た
め

に
不
在
で
提
出
が
遅
れ
、
皇
太
子
は
「
成
嶋
ノ
詩
ハ
マ
ダ
届
カ
ヌ
カ
」
と
問
い
、
ま
た
浄
書
す
べ

き
か
と
の
奉ほ

う
し伺

に
対
し
て
「
本
人
自
筆
ノ
侭
ニ
テ
苦
シ
カ
ラ
ズ
」
と
答
え
た
。
皇
太
子
の
周
囲
へ

の
気
安
さ
や
文
芸
へ
の
関
心
を
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
が
、
こ
う
し
た
経
緯
も
あ
り
、
龍
岡
村
の
高

森
山
に
は
、
後
述
の
記
念
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。

　

三
月
三
十
日
午
後
の
甲
府
城
二
の
丸
で
の
武
術
仕
合
台
覧
で
は
、
皇
太
子
の
疲
れ
を
慮

お
も
ん
ぱ
かっ

て
急

い
で
競
技
を
進
め
よ
う
と
す
る
係
り
の
姿
を
見
て
、
侍
従
に
「
非
常
に
面
白
い
か
ら
緩ゆ

っ
く
り
や
つ

て
見
せ
よ
」
と
伝
え
、
剣
道
・
柔
道
・
銃
剣
道
の
試
合
を
熱
心
に
観
戦
し
て
い
る

）
（（
（

。

　

四
月
一
日
の
甲
府
城
内
で
の
運
動
会
の
台
覧
で
は
、「
殿
下
御
一
言
に
『
ウ
マ
シ
』
と
の
御ご

じ
ょ
う諚

あ
り
た
る
や
に
拝
承
せ
り
」
と
さ
れ
、
生
徒
た
ち
が
手
に
す
る
旗
の
う
ち
、
甲
府
市
旗
に
つ
い
て

「
児
童
が
携

た
ず
さふ

る
国
旗
の
他
の
旗
は
何
旗
な
り
や
」
と
の
質
問
を
発
し
て
い
る

）
（（
（

。

　

四
月
二
日
の
矢
嶋
製
糸
場
で
は
、
工
女
に
対
し
て
繭
糸
を
取
り
終
わ
っ
た
あ
と
の
「
其
蛹さ

な
ぎは

何
に
す
る
か
」
と
下
問
し
た
と
こ
ろ
、
工
女
は
恐き

ょ
う
く懼

し
な
が
ら
も
「
鯉
の
餌
に
致
し
ま
す
」
と
答

え
、
直
々
の
言
上
も
咎と

が
め
ず
晴
れ
や
か
に
笑
っ
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る

）
（（
（

。

　

そ
の
他
、
行
啓
し
た
各
学
校
で
も
皇
太
子
は
数
多
く
の
言
動
を
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い

る
が
、
紙
面
の
都
合
も
あ
る
の
で
次
稿
に
譲
る
が
、
こ
れ
ら
の
言
動
を
見
て
も
、
感
想
や
興
味
を

持
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
質
問
者
と
の
立
場
や
関
係
、
質
問
内
容
の
必
然
性
を
顧
慮
せ
ず
に
、
す

ぐ
言
葉
を
発
し
て
し
ま
う
点
か
ら
は
、
原
武
史
が
指
摘
し
て
い
る
皇
太
子
の
思
っ
た
こ
と
を
そ
の

ま
ま
口
に
し
て
し
ま
う
性
向
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
一
方
で
、
詩
歌
へ
の
非
常
な
関

心
の
高
さ

）
（（
（

や
、
柔
道
な
ど
の
競
技
、
製
糸
業
な
ど
の
産
業
技
術
的
な
も
の
へ
の
関
心
や
、
成
島
や

矢
島
製
糸
場
の
工
女
に
対
し
て
見
せ
た
言
動
な
ど
か
ら
は
、
同
時
代
の
山
梨
県
の
人
々
に
、
雲
の

上
に
君
臨
す
る
明
治
天
皇
の
抽
象
的
な
君
主
像
と
は
違
っ
た
、
身
近
な
大
正
天
皇
の
人
間
像
を
印

象
付
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
３
）
皇
太
子
行
啓
が
山
梨
県
に
も
た
ら
し
た
も
の

①
県
民
の
皇
太
子
イ
メ
ー
ジ

　

前
項
で
触
れ
た
「
身
近
な
大
正
天
皇
」
像
で
あ
る
が
、
皇
太
子
の
山
梨
行
啓
以
前
か
ら
、
山
梨

図21　35 御台覧の舞鶴城二の丸における学生武術仕合

図22　48 御台覧の機山館前にての小学校生徒の運動 その六
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写
し
て
い
る
一
面
も
指
摘
で
き
る
。

（
２
）
行
啓
地
で
の
皇
太
子
の
言
動
と
行
動

①
山
梨
の
景
色
を
楽
し
む
皇
太
子

　
「
行
啓
写
真
」
に
は
、
皇
太
子
が
見
た
も
の
の
写
真
、
皇
太
子
自
身
の
写
真
の
ほ
か
に
、
皇
太

子
が
撮
影
を
依
頼
し
た
写
真
が
数
点
あ
る
。
こ
う
し
た
写
真
に
は
、
ガ
ラ
ス
乾
板
の
キ
ャ
プ
シ
ョ

ン
に
「
御
思
召
ニ
ヨ
ル
」
と
補
記
さ
れ
て
い
る
。

　

三
月
二
十
八
日
の
陸
軍
演
習
視
察
の
た
め
に
向
か
っ
た
龍た

つ
お
か岡

村
（
韮
崎
市
龍
岡
町
）
で
は
、
眺

望
の
良
い
高
台
（
高
森
山
）
の
上
に
野
立
所
が
あ
っ
た
の
で
、
皇
太
子
は
そ
の
景
色
を
喜
び
、
甲

府
商
業
会
議
所
の
カ
メ
ラ
マ
ン
に
富
士
山
な
ど
の
眺
望
や
麓
の
唐と

う
と土

神
社
の
撮
影
を
依
頼
し
た
こ

と
が
、
山
梨
日
日
新
聞
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

廿
（
二
十
八
）八

日
東
宮
殿
下
御み

だ
い

勅
使
磧

か
わ
ら

行
啓
の
際
の
御
野
立
所
が
風
景
に
富
ん
で
居
た
こ
と
は
昨
紙

に
記
し
て
あ
る
が
、
殿
下
に
も
大
に
此
風
景
を
愛
で
さ
せ
ら
れ
、
御
側
に
立
つ
た
侍
従
に
対

し
附
近
の
写
真
を
撮
る
様
に
と
の
御
下
命
が
あ
つ
た
の
で
、
侍
従
は
早
速
甲
府
商
業
会
議
所

の
写
真
隊
に
之こ

れ
を
依
頼
し
同
隊
は
非
常
な
光
栄
と
し
て
御
引
受
け
し
た
。
写
真
の
種
類
は
唐

土
神
社
前
面
よ
り
高
森
丘
御
野
立
所
観
望
、
御
昼
餐
所
、
御
野
立
所
、
御
野
立
所
よ
り
八
ヶ

岳
観
望
、
御
野
立
所
よ
り
富
士
山
観
望
及
び
唐
土
神
社
側
面
全
景
等
で
あ
る
さ
う
な）

（（
（

　　

な
お
、
高
森
山
の
頂
上
に
は
後
述
す
る
成な

る
し
ま
じ
へ
い

島
治
平
の
書
お
よ
び
撰
の
記
念
碑
が
あ
り
、
皇
太
子

の
駐
駕
の
地
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

　

そ
の
他
、三
月
二
十
九
日
に
訪
れ
た
上
野
村
（
市
川
三
郷
町
上
野
）
と
三
十
一
日
の
英

は
な
ぶ
さ

村
（
笛

吹
市
石
和
町
中
川
ほ
か
）
に
お
い
て
も
、
撮
影
を
希
望
し
た
模
様
で
、
い
ず
れ
の
地
に
も
行
啓
記

念
碑
が
た
て
ら
れ
て
い
る
（
後
述
）。

　

皇
太
子
の
リ
ク
エ
ス
ト
で
撮
影
さ
れ
た
写
真
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
こ
と
か
ら
、
指
摘
で
き
る

図17  9 龍岡村唐土神社側面全景（思し召しにより）

図19  16 上野村蹴裂神社一城林御昼餐所（思し召しにより）

図18  14 上野村蹴裂神社一城林から大塚村を望む（思し召しにより）

図20　41 英学校より西方の白嶺を望む（思し召しにより）
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③ 

そ
の
他

　

そ
の
他
、皇
太
子
を
写
し
た
も
の
の
う
ち
、「
71 

桜
町
四
丁
目
を
通
過
す
る
東
宮
（
大
正
天
皇
）」

は
、
こ
れ
ま
で
紹
介
し
た
も
の
と
異
な
り
、
行
啓
に
伴
う
奉
送
等
の
動
員
の
な
い
、
街
中
を
通
行

す
る
様
子
を
収
め
た
も
の
で
あ
る
。
ガ
ラ
ス
乾
板
に
記
さ
れ
た
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
は
「
四
月
三
日 

桜
町
四
丁
目
御
通
過
ノ
光
景
」
と
あ
り
、進
行
方
向
は
商
家
の
並
び
か
ら
北
方
向
と
分
か
る
の
で
、

竜
王
村
方
面
に
陸
軍
の
演
習
視
察
と
農
林
学
校
を
訪
れ
た
帰
り
と
考
え
ら
れ
る
。
撮
影
地
点
は
、

写
真
の
表
題
に
も
あ
る
と
お
り
甲
府
市
桜
町
四
丁
目
で
、
精
美
堂
・
松
林
軒
豊
嶋
・
印
伝
屋
・
早

川
道
具
店
な
ど
が
軒
を
連
ね
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
こ
と
か
ら
、
四
丁
目
の
北
端
か
ら
南
西

方
向
を
見
た
構
図
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
現
在
の
甲
府
市
中
央
一
・
四
丁
目
、
ホ
テ
ル
・
ド
ー
ミ
ー

イ
ン
附
近
）。
皇
太
子
自
身
の
様
子
は
、
走
行
中
で
あ
る
た
め
か
ブ
レ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
進
行

方
向
で
は
な
く
、
斜
め
横
に
視
線
を
向
け
て
街
並
み
を
眺
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
程
度
し

か
確
認
で
き
な
い
。
沿
道
の
様
子
に
つ
い
て
は
、
学
校
生
徒
な
ど
奉
送
者
の
動
員
の
な
い
場
合
に

は
、
そ
れ
ほ
ど
の
観
衆
が
集
ま
っ
た
訳
で
は

な
い
こ
と
が
分
か
る
。
写
真
に
写
っ
て
い
る

範
囲
で
は
、精
美
堂
前
に
は
「
輿
石
水
晶
店
」

の
袢は

ん
て
ん纏

を
着
た
者
を
は
じ
め
と
し
た
店
員
が

揃
っ
て
奉
送
し
て
い
る
一
方
で
、
印
伝
屋
と

松
林
軒
な
ど
で
は
、
そ
う
し
た
態
勢
を
と
っ

て
い
な
い
。

　
「
83 

駒
橋
発
電
所
よ
り
東
宮
還
御
の
光

景
」
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
走
行
中
で
あ
る

た
め
、
皇
太
子
の
様
子
は
よ
く
読
み
取
れ
な

い
。
ま
た
、
発
電
所
構
内
か
ら
出
た
ば
か
り

で
あ
る
た
め
か
、
沿
道
の
奉
送
者
も
そ
れ
ほ

ど
多
く
は
写
さ
れ
て
い
な
い
。
皇
太
子
ら
の

車
列
の
背
景
に
、
岩
殿
山
と
発
電
所
に
建
て
ら
れ
た
緑
門
が
写
っ
て
い
る
程
度
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
皇
太
子
の
写
真
を
見
る
と
、
人
力
車
上
の
皇
太
子
自
身
に
つ
い
て
は
、
新
聞
等
の
報

道
に
も
あ
る
と
お
り
、
奉
送
す
る
人
々
や
街
並
み
に
対
し
て
関
心
や
視
線
を
寄
せ
た
り
会
釈
を
し

た
り
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
天
候
も
不
順
で
余
寒
の
あ
る
な
か
、
足
元
に
毛
布
を
巻
き
つ
つ
も

幌ほ
ろ

で
覆
わ
れ
ず
に
顔
を
露
わ
に
沿
道
の
人
々
の
中
を
進
む
様
子
か
ら
、
山
梨
県
行
啓
時
点
で
の
健

康
状
態
に
は
問
題
が
な
く
、
ま
た
、
多
く
の
山
梨
県
民
に
次
の
天
皇
で
あ
る
皇
太
子
の
顔
と
姿
を

印
象
づ
け
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
指
摘
で
き
よ
う
。
一
方
で
、
奉
送
す
る
人
々
に
つ
い
て
は
、

県
庁
な
ど
か
ら
の
指
示
等
が
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
規
律
の
と
れ
た
奉
送
を
し
て
い
る
よ
う

に
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
今
回
の
行
啓
は
微
行
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
学
校
等
の
行
啓
先
に
は
、

前
述
の
「
殿
下
奉
迎
送
ニ
関
ス
ル
事
項
」
等
の
規
制
が
設
け
ら
れ
「
整
え
ら
れ
た
」
奉
送
迎
が
準

備
さ
れ
る
一
方
で
、
皇
太
子
が
移
動
す
る
沿
道
に
は
そ
れ
ほ
ど
整
然
と
し
た
観
衆
が
居
る
わ
け
で

も
な
い
こ
と
が
見
て
取
れ
、「
行
啓
写
真
」
は
そ
う
し
た
生
の
山
梨
県
民
の
皇
太
子
へ
の
視
線
を

図16-1　71 桜町四丁目を通過する東宮（大正天皇）

図16-2　83 駒橋発電所より東宮還御の光景

図16-3　現在の桜町四丁目附近
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御
下
問
あ
り
」
と
伝
え
る
ほ
か
、
次
の
よ

う
に
記
し
て
い
る
。

そ
れ
よ
り
工
場
内
に
て
い
と
御
熱
心

に
千
四
百
名
の
工
女
が
線
手
を
動
か

し
つ
ゝ
繰
糸
を
な
す
を
御
覧
あ
ら
せ
ら

れ
、
ケ
ン
ネ
ル
器
の
糸
の
掛
方
及
び
工

女
の
数
等
に
つ
き
御
下
問
あ
り
。
糸
の

掛
方
に
つ
い
て
は
橋
本
技
師
よ
り
詳
細

に
御
奉
答
申
し
上
げ
、
工
女
の
数
に
就

て
は
熊
谷
知
事
よ
り
千
四
百
八
十
余
名

と
言
上
し
た
る
に
、
畏

か
し
こく

も
殿
下
に
は

一
々
御
う
な
づ
か
せ
給
ひ
つ
ゝ
、
そ
れ

よ
り
デ
ニ
ー
ル
検
定
器
に
て
少
女
が
生

糸
の
繊せ

ん
ど度

の
調
査
を
な
し
つ
ゝ
あ
る
を
御
巡
覧
あ
ら
せ
ら
れ
御
下
問
を
賜
は
り
た
る
に
よ
り
、

橋
本
技
師
よ
り
奉
答
し
束
糸
部
に
つ
い
て
も
種
々
御
下
問
あ
り
。
橋
本
技
師
一
々
奉
答
申
し

上
げ
、
畏
く
も
束
ね
ら
れ
た
る
生
糸
を
親
し
く
御
手
に
執
り
給
ひ
御
覧
あ
ら
せ
ら
れ
た
り
。

　

こ
の
よ
う
に
新
聞
に
伝
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
皇
太
子
は
熱
心
に
工
場
内
を
見
学
し
、
実
際
に
生

産
さ
れ
た
生
糸
を
手
に
取
っ
た
り
、
技
術
的
な
事
柄
に
つ
い
て
質
問
を
す
る
な
ど
の
強
い
関
心
を

寄
せ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

②
甲
府
城
（
機
山
館
、
甲
府
中
学
校
）

　

甲
府
城
を
出
入
り
す
る
姿
を
収
め
て
い
る
の
は
、「
34 

甲
府
中
学
校
よ
り
東
宮
還
御
の
光
景
」

「
52 

機
山
館
を
出
発
す
る
東
宮
（
大
正
天
皇
）」
の
二
点
。
前
者
は
三
月
三
十
日
午
後
に
訪
れ
た

当
時
城
内
楽
屋
曲
輪
に
あ
っ
た
甲
府
中
学
校
（
現
在
の
山
梨
県
立
甲
府
第
一
高
等
学
校
）
か
ら
出

発
し
て
い
る
風
景
で
あ
る
が
、
白
い
笠
の
車
夫
に
引
か
れ
た
皇
太
子
の
人
力
車
を
含
め
、
車
の
ス

ピ
ー
ド
を
上
げ
て
い
る
た
め
か
、ぶ
れ
て
い
る
た
め
に
そ
の
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
の
一
方
で
、
奉
送
す
る
甲
府
中
学
校
生
徒
を
は
じ
め
と
す
る
数
多
く
の
人
々
の
様
子
は
割
合
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
、
門
前
の
生
徒
達
は
腰
を
曲
げ
て
礼
は
し
つ
つ
も
、
そ
の
多
く
は
頭
を
垂
れ

ず
に
お
り
、
皇
太
子
ら
の
姿
を
目
に
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
、
内
堀
を
挟
ん
で
待
ち
構
え
る

人
々
は
、
お
辞
儀
も
せ
ず
に
そ
の
姿
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
様
子
が
見
て
取
れ
る
。

　
「
52 

機
山
館
を
出
発
す
る
東
宮
（
大
正
天
皇
）」
は
、
ガ
ラ
ス
乾
板
へ
の
記
載
に
は
「
四
月
二

日 

殿
下
御
出
門
ノ
光
景
」
と
あ
り
、
こ
の
日
の
昼

ち
ゅ
う
さ
ん

餐
は
連
隊
で
食
べ
て
い
る
の
で
、
同
日
朝
八

時
二
十
分
の
出
門
直
後
の
様
子
で
、
甲
府
駅
か
ら
列
車
に
乗
り
、
日
川
中
学
校
へ
向
か
う
際
の
様

子
で
あ
る
。
こ
ち
ら
の
写
真
で
も
奉
送
す
る
小
学
校
生
徒
は
、
深
く
礼
を
す
る
と
い
う
よ
り
は
、

皇
太
子
や
そ
の
一
行
に
視
線
を
注
い
で
い
る
と
い
っ
た
様
子
で
あ
り
、
皇
太
子
自
身
は
生
気
の
あ

る
表
情
に
は
見
え
な
い
も
の
の
、
小
学
校
生
徒
の
堵と

れ
つ列

に
視
線
を
向
け
、
左
手
は
心
持
ち
上
げ
て

会
釈
を
与
え
よ
う
と
す
る
か
に
見
え
る
。

図15-1　34 甲府中学校より東宮還御の光景

図15-2　52 機山館を出発する東宮（大正天皇）

図14- ３　「草薙合資会社ノ図其ノ一」（「東宮殿下奉迎送に関する書類」（若尾資料）部分）
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「

102 

春
日
尋
常
小
学
校
生
徒
の
旗
行
列
」
に
は
、
桜
町
と
春
日
町
の
横
丁
に
整
列
す
る
春
日
尋

常
小
学
校
の
生
徒
た
ち
の
姿
が
写
さ
れ
て
い
る
。
写
真
の
通
り
最
奥
部
突
き
当
り
に
は
甲
府
館
と

思
わ
れ
る
建
築
が
あ
り
、
甲
府
館
直
前
の
電
柱
に
「
春
日
町
」
の
標
記
が
あ
り
、
写
真
右
側
に
は
、

「
国
産　

月
の
雫
」・「
仁
丹
」
と
い
っ
た
商
品
名
の
看
板
と
共
に
、
高
岡
屋
、
二
文
字
屋
、
澤
田
屋
、

む
さ
し
や
と
い
っ
た
商
家
が
立
ち
並
ぶ
様
子
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
行
啓
写
真
」
か
ら
は
、
そ
の
高
精
細
ゆ
え
に
各
町
の
景
観
の
細
部
ま
で
判
然

と
し
、
皇
太
子
行
啓
奉
迎
の
状
況
と
と
も
に
、
明
治
末
期
の
甲
府
の
町
や
人
々
の
姿
を
詳
細
に
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
は
、
電
柱
、
馬
車
鉄
道
、
洋
風
建
築
な
ど
、
市
街
が
近
代
化
を
し
て

い
る
様
子
を
見
せ
つ
つ
も
、
江
戸
時
代
以
来
の
街
並
み
や
、
町
ご
と
の
個
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
、

ま
た
、
緑
門
や
提
灯
な
ど
の
装
飾
な
ど
か
ら
も
、
皇
太
子
行
啓
に
沸
く
活
気
の
あ
る
甲
府
の
街
の

姿
を
感
じ
さ
せ
る
。
そ
う
し
た
設
営
の
程
度
や
、
奉
迎
の
人
々
や
様
相
な
ど
か
ら
も
、
当
時
の
甲

府
市
近
辺
の
経
済
的
な
景
況
や
、
行
啓
に
お
け
る
市
民
の
温
度
な
ど
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

な
お
、
皇
太
子
（
大
正
天
皇
）
は
、
基
本
的
に
腕わ

ん
し
ゃ車

（
人
力
車
）
で
移
動
し
て
お
り
、
皇
太
子

は
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
甲
府
の
街
の
姿
を
肌
で
感
じ
、
ま
た
甲
府
の
人
々
も
、
相
当
数
が
皇
太
子

の
姿
を
目
撃
し
て
い
る
に
違
い
な
い
と
言
え
る
。
次
章
か
ら
次
稿
に
か
け
て
は
、
こ
う
し
た
甲
府

市
内
の
景
観
か
ら
だ
け
で
な
く
、
学
校
・
工
場
・
連
隊
な
ど
へ
の
行
啓
、
奉
迎
の
た
め
の
イ
ベ
ン

ト
等
を
通
じ
て
、
皇
太
子
の
関
心
の
向
か
う
先
を
明
ら
か
に
し
、
一
方
で
、
山
梨
県
民
に
と
っ
て

の
皇
太
子
イ
メ
ー
ジ
や
皇
室
観
の
形
成
に
つ
い
て
論
じ
て
い
き
た
い
。

三　

山
梨
県
に
お
け
る
大
正
天
皇
の
動
向
と
県
民
の
反
応

（
１
）
写
真
の
な
か
の
皇
太
子
（
大
正
天
皇
）

①
草く

さ
な
ぎ薙

製
糸
場

　
「
行
啓
写
真
」
に
は
、
肖
像
写
真
の
ほ
か
に
、
宿
舎
・
機
山
館
や
行
啓
先
の
出
入
り
シ
ー
ン
な
ど
、

皇
太
子
が
被
写
体
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
六
点
あ
る
。
ま
ず
は
三
月
三
十
日
の
午
前
中
に
訪
れ
た

甲
府
市
太
田
町
の
草
薙
製
糸
場
に
関
わ
る
二
点
を
見
て
み
る
。

　

い
ず
れ
の
画
面
上
も
、
白
い
笠
を
か

ぶ
っ
た
車
夫
に
引
か
れ
て
い
る
人
力
車
に

乗
車
し
て
い
る
の
が
皇
太
子
で
あ
ろ
う
と

思
わ
れ
、
人
力
車
の
幌
の
覆
い
は
畳
ま
れ

た
ま
ま
で
あ
り
、
そ
の
姿
を
さ
ら
し
た
ま

ま
奉
送
を
受
け
て
い
る
様
子
が
見
て
取
れ

る
。「
30 

草
薙
社
よ
り
東
宮
還
御
の
光
景
」

は
、
日
章
旗
を
交
叉
し
て
掲
げ
た
草
薙
製

糸
場
の
玄
関
（
図
面
「
草
薙
合
資
会
社
ノ

図
其
ノ
一
」
を
見
る
と
御
座
所
に
設
定
さ

れ
た
建
物
）
か
ら
、
帝
国
陸
軍
の
軍
装
に

菊
花
大
綬
章
と
思
し
き
勲
章
を
帯
び
、
膝

に
毛
布
を
掛
け
た
皇
太
子
が
出
発
す
る
様

子
を
写
し
て
い
る
。「
31 

草
薙
合
資
会
社

製
糸
工
場
か
ら
東
宮
還
御
の
光
景
」
は
別

ア
ン
グ
ル
か
ら
の
出
発
の
様
子
。
同
じ
く

白
笠
の
車
夫
の
人
力
車
に
乗
車
し
た
皇
太

子
が
、
や
や
不
鮮
明
な
が
ら
も
、
挙
手
の

会
釈
を
見
送
る
人
々
に
向
け
て
い
る
様
子

が
見
て
取
れ
る
。
同
写
真
画
面
の
右
側
に

は
、
供
奉
員
ら
が
乗
車
す
る
人
力
車
が
控

え
て
お
り
、「
宮
」「
県
」
の
小
旗
が
取
り
付
け
ら
れ
、
東
宮
職
関
係
者
と
山
梨
県
庁
関
係
者
の
乗

車
が
区
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

こ
の
草
薙
製
糸
場
行
啓
の
折
の
様
子
に
つ
い
て
は
、
山
梨
日
日
新
聞
が
奉
送
迎
や
工
場
内
で
の

皇
太
子
の
様
子
を
「
社
長
の
御
案
内
知
事
及
び
橋
本
技
師
の
御
附
添
に
て
工
場
を
台
覧
其
際
種
々

図14-1　30 草薙社より東宮還御の光景図14-2　31 草薙合資会社製糸工場から東宮還御の光景
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か
に
緑
町
の
末
を
望
め
ば
、
混
雑
せ
る
人
の
波
と
軒
頭
の
日
章
旗
と
其
下
に
並
べ
る
提
灯
と
に
目

も
眩
き
心
地
す
。
特
に
井
筒
商
店
の
盛
装
し
て
ウ
エ
ル
カ
ム
の
金
文
字
耀
き
出
で
た
る
は
異
彩
を

放
て
り
。」
と
記
さ
れ
て
い
る

）
（（
（

。

（上）図13-1　102 春日尋常小学校生徒の旗行列
（左）図13-2　春日町の標記
（右）図13-3　現在の桜町横丁

（上）図12-1　36 甲府柳町通りの町内装飾
（左）図12-2　現在の柳町附近（遊亀通り）
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こ
う
側
に
は
南
ア
ル
プ
ス
が
聳そ

び
え
、
道
路
に
は
馬
車
鉄
道
の
線
路
、
両
側
の
軒
に
は
「
常
」「
盤
」

の
町
名
を
あ
し
ら
っ
た
提
灯
が
つ
る
さ
れ
て
お
り
、
右
側
に
は
「
水
晶
」
の
看
板
や
「
皇
太
子
行

啓
紀
念
絵
葉
書
取
扱
店
」
な
ど
の
表
記
が
見
え
る
も
の
の
、
店
名
な
ど
は
判
然
と
し
な
い
。

③
甲
府
市
内
各
町
の
景
観
（
写
真
４
、５
、
17
、
36
、
69
、
74
、

102
、

112
）

　
「
行
啓
写
真
」
に
は
、
緑
門
の
設
置
個
所
近
辺
以
外
に
も
、
皇
太
子
行
啓
に
飾
り
立
て
ら
れ
奉

迎
の
人
々
で
賑
わ
う
市
街
地
の
様
子
も
数
多
く
写
さ
れ
て
い
る
。

　
「
36 

甲
府
柳
町
通
り
の
町
内
装
飾
」
に
は
、
甲
府
市
柳
町
二
丁
目
が
数
多
く
の
人
々
で
賑
わ
う

様
子
が
写
さ
れ
て
お
り
、
画
面
左
の
電
柱
に
は
「
柳
町
弐
丁
目
」
の
町
名
標
記
が
あ
り
、
道
路
上

に
は
馬
車
鉄
道
の
レ
ー
ル
、
道
路
右
奥
に
は
有
信
銀
行
の
ド
ー
ム
型
屋
根
を
望
む
こ
と
が
出
来
、

柳
町
二
丁
目
の
北
東
端
か
ら
南
向
き
に
撮
影
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
道
路
左
の
商

家
手
前
に
は
井
上
文
房
堂
の
、右
手
前
に
は
浅
川
紙
店
の
も
の
と
思
わ
れ
る
看
板
も
写
っ
て
お
り
、

道
路
右
の
商
家
の
並
び
に
は
、
一
際
目
立
つ
緑
門
を
模
し
た
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
を
施
し
た
「
井
筒
商

店
」
の
姿
も
あ
り
、
そ
の
様
子
は
新
聞
に
も
「
柳
の
糸
の
長
く
続
け
る
柳
町
の
街
頭
に
立
ち
て
遥

（上）図11-1　101 甲府常盤町の奉迎緑門
（下）図11-2　現在の常盤町（城東通り）

（上）図９-1　99 甲府魚町の奉迎緑門
（右）図９-2　現在の魚町通り
（左）図９-3　魚町二丁目の標記

（上）図10-1　100 甲府八日町の奉迎緑門
（右）図10-2　現在の八日町附近（城東通り）
（左）図10-3　八日町二丁目の標記と奥村旅館の看板
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角
で
其
れ
へ
ま
た
九
尺
宛ず

つ
の
袖
が
附
い
て
、
其
幅
の
全
長
十
五
間
余
。
是
れ
が
出
来
上
つ
て

イ
ル
ミ
子

（
ネ
）ー

シ
ョ
ン
を
装
置
し
た
ら
停
車
場
内
の
一
奇
観
で
あ
ら
う

）
（（
（

。

　

各
町
の
緑
門
設
置
状
況
に
つ
い
て
も
、
そ
の
新
聞
報
道
に
町
内
の
情
景
を
見
て
み
る
と
、
桜
町

は
「
桜
町
の
装
ひ
」
と
題
し
て
、
桜
座
前
に
緑
門
が
建
て
ら
れ
、「
戸
毎
に
日
章
旗
を
掲
げ
た
る
が

陽
気
な
街
を
吹
く
春
風
に
チ
ラ
チ
ラ
と
し
て
美
く
し
」
い
様
を
描
写
し
て
い
る

）
（（
（

。

　

写
真
か
ら
は
、「
奉
迎
」
の
扁
額
に
は
「
桜
三
四
」
と
付
さ
れ
て
お
り
、
右
側
に
は
「
さ
く
ら

町
四
丁
目　

お
と
ま
り
宿　

ふ
じ
や
」
と
い
う
看
板
、
向
か
っ
て
左
の
門
柱
の
影
に
は
桜
座
と
思

わ
れ
る
幟

の
ぼ
りが

数
多
く
見
え
る
こ
と
か
ら
、
設
置
位
置
を
特
定
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

　

魚
町
で
は
、
写
真
に
も
見
え
る
と
お
り
、
ふ
た
つ
の
緑
門
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
、
新
聞
に
は
「
何
事
に
就
て
も
人
後
に
列
す
る
を
厭
ふ
気
負
性
質
の
魚
町
連
は
上
下
二
箇

所
に
緑
門
を
樹
て
た
り
」
と
い
っ
た
市
場
町
の
気
風
ゆ
え
の
こ
と
と
記
し
て
い
る

）
（（
（

。

　

画
面
中
央
や
や
左
下
に
見
え
る
電
柱
の
町
名
標
記
に
は
「
魚
町
二
丁
目
」
の
記
載
が
確
認
で
き
、

通
り
の
両
側
に
「
氷
」
の
看
板
が
見
え
る
な
ど
、
魚
市
場
近
辺
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
写
真

で
あ
る
。

　

八
日
町
に
つ
い
て
は
「
華
や
か
な
八
日
町
」
と
題
し
て
、「
軒
頭
翩へ

ん
ぺ
ん々

た
る
日
章
旗
を
掲
げ
其

の
下
に
桜
花
模
様
の
提
灯
を
下
げ
町
の
中
央
に
は
意
匠
を
凝
ら
し
た
る
緑
門
厳
然
と
し
て
樹
立
し

奉
迎
の
二
文
字
墨
痕
鮮
か
に
印
さ
れ
た
る
扁へ

ん
が
く額

あ
り
」
と
記
し
て
い
る

）
（（
（

。

　

門
口
中
央
に
は
、
冠
雪
し
た
南
ア
ル
プ
ス
を
見
る
こ
と
で
き
、
門
口
右
手
に
特
徴
的
な
尖と

が

っ
た

屋
根
の
若
尾
銀
行
、
画
面
下
の
路
面
に
は
馬
車
鉄
道
の
線
路
が
あ
り
、
画
面
左
に
は
奥
村
旅
館
の

看
板
と
「
八
日
町
二
丁
目
」
の
町
名
標
記
が
確
認
で
き
る
。

　

常
盤
町
に
つ
い
て
は
、「
常
盤
町
の
緑
門
」
と
題
し
て
「
拝
観
者
の
寄
せ
て
は
返
す
人
波
は
皆

一
度
常
盤
町
の
緑
門
を
潜
ら
ざ
る
可
か
ら
ず
緑
門
の
上
に
は
日
章
旗
高
く
翻
る
」
と
あ
り
、
そ
の

混
雑
ぶ
り
を
指
摘
し
て
い
る
も
の
の
、
特
に
緑
門
の
意
匠
に
つ
い
て
の
解
説
は
な
い
。
緑
門
の
向

図７-1　３ 甲府駅前の奉迎大緑門

図７-2　現在の甲府駅南口

（上）図８-1　98 甲府桜町の奉迎緑門
（右）図８-2　現在の桜町通り
（左）図８-3　ふじやの看板
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府
城
内
堀
の
様
子
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。「
73 

舞
鶴
公
園
遊ゆ

う
き亀

橋
付
近
で
帰
京
の
東
宮
を
奉
送

す
る
群
集
」
は
、
城
内
か
ら
遊
亀
橋
を
挟
ん
で
桜
町
方
面
を
望
む
構
図
と
な
っ
て
い
る
。
機
山
館

を
宿
舎
と
し
た
皇
太
子
は
、
朝
宿
舎
を
出
る
と
舞
鶴
橋
を
渡
っ
て
旧
甲
府
税
務
署
南
東
角
を
東
へ

曲
が
り
、
現
在
の
東
横
イ
ン
北
東
角
を
南
へ
桜
町
通
り
を
進
ん
で
、
紅
梅
町
を
経
由
し
て
、
甲
府

駅
や
錦
町
の
山
梨
県
庁
に
向
か
っ
た
（
巻
頭
図
版
7
）。
紅
梅
町
よ
り
も
甲
府
城
寄
り
に
東
西
の

桜
町
一
丁
目
の
通
り
（
現
在
の
東
京
電
力
甲
府
支
店
等
の
あ
る
通
り
）
が
あ
る
の
に
遠
回
り
し
た

の
は
、
日
程
に
県
庁
へ
の
行
啓
が
あ
っ
た
の
で
、
県
庁
に
立
ち
寄
る
ル
ー
ト
が
定
例
の
通
行
ル
ー

ト
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

②
甲
府
市
内
各
町
の
緑
門
（
写
真
３
、
98
、
99
、

100
、

101
）

　

奉
迎
に
あ
た
っ
て
の
緑
門
は
、
甲
府
駅
前
と
機
山
館
前
の
ほ
か
、
各
町
内
に
も
設
け
ら
れ
、
そ

の
様
子
が
新
聞
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

緑
門
を
設

し
つ
らへ

た
る
は
、
常
盤
町
郡
役
所
前
八
日
町
二
丁
目
桜
町
三
丁
目
四
丁
目
魚
町
二
丁
目

三
丁
目
若
松
町
及
び
舞
鶴
公
園
入
口
等
に
し
て
、
各
町
戸
毎
の
国
旗
掲
揚
と
提
灯
を
懸
け
連

ね
た
る
大
国
旗
を
交こ

う
さ叉

し
た
る
は
同
じ
事
な
が
ら
、
更
に
太
田
町
に
て
提
灯
の
上
に
短
冊
つ

け
た
る
花
傘
を
立
て
た
る
は
美
し
。
或
は
近
習
町
に
て
桜
の
造
り
花
挿さ

し
は
さ挟

み
た
る
桜
町
連
雀

町
魚
町
等
に
て
、
紫
や
赤
き
小
旗
を
挿
し
た
る
等
亦ま

た

華
や
か
な
り

）
（（
（

。

　

甲
府
駅
前
に
は
、
高
さ
一
六
メ
ー
ト
ル
、
直
径
一
・
八
メ
ー
ト
ル
の
菊
花
紋
を
あ
し
ら
っ
た
緑

門
が
三
月
二
十
五
日
頃
ま
で
に
建
設
さ
れ
、
新
聞
に
は
左
記
の
よ
う
な
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
。

　
　

□
甲
府
停
車
場
の
大
緑
門

　
　

東
宮
殿
下
御
入
峡
に
付
い
て
甲
府
停
車
場
前
に
建
て
ら
れ
る
緑
門
は
高
大
の
も
の
で
あ
る
。

一
番
高
い
処
が
五
丈
四
尺
、
其
れ
に
取
付
け
る
菊
の
御
紋
は
径
六
尺
、
其
下
に
高
さ
三
尺
五

寸
長
さ
一
丈
の
奉
迎
と
書
し
た
大
額
面
を
懸
け
、
其
額
下
が
二
丈
二
尺
、
緑
柱
は
六
尺
五
寸

図５-1　33 甲府中学校全景

図６-1　73 舞鶴公園遊亀橋付近で帰京の東宮を奉送する群集図６-2　現在の遊亀橋附近

図５-2　現在の旧甲府城大手門附近
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（
３
）「
行
啓
写
真
」
に
見
る
甲
府
市
内

　

前
項
で
触
れ
た
よ
う
に
、「
行
啓
写
真
」
は
高
精
細
の
画
像
資
料
で
あ
り
、
詳
細
な
画
像
情
報

を
得
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
、
ガ
ラ
ス
乾
板
に
記
さ
れ
た
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
の
情
報
と
勘
案
す
る

こ
と
で
、
撮
影
箇
所
を
あ
る
程
度
特
定
す
る
こ
と
も
出
来
る
。

　

図
３
は
、
大
正
時
代
の
甲
府
市
街
の
地
図

）
（（
（

に
、
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
な
る
建
築
等
の
名
称
、
関
連

す
る
町
名
を
補
足
し
、
撮
影
地
点
を
特
定
し
た
写
真
の
番
号
と
カ
メ
ラ
ア
ン
グ
ル
の
方
向
を
付
し

た
も
の
で
あ
る
。

① 

甲
府
城
・
機
山
館
（
写
真
６
・
33
・
73
）　

　

甲
府
城
と
そ
の
郭
内
の
機
山
館
を
写
し
た
写
真
は
三
点
（
被
写
体
に
大
正
天
皇
が
含
ま
れ
る
も

の
に
つ
い
て
は
後
述
）。
そ
れ
ぞ
れ
、
同
じ
地
点
の
現
在
の
状
況
写
真
を
付
し
た
。
宿
舎
と
な
っ

た
機
山
館
の
姿
を
城
内
広
場
（
鍛か

じ
ぐ
る
わ

冶
曲
輪
）
か
ら
収
め
た
「
6 

機
山
館
全
景
」
は
、
焼
失
し
て

現
存
し
な
い
建
築
の
意
匠
や
近
く
に
建
て
ら
れ
た
あ
ず
ま
や
を
確
認
で
き
る
。「
33 

甲
府
中
学
校

全
景
」
は
、
甲
府
城
楽
屋
曲
輪
南
東
角
に
あ
っ
た
追
手
門
附
近
の
様
子
を
写
し
て
お
り
、
昭
和
初

期
の
県
会
議
事
堂
並
び
に
県
庁
の
旧
甲
府
中
学
校
跡
地
へ
の
移
転
に
伴
っ
て
埋
め
立
て
ら
れ
る
甲

図３　「行啓写真」撮影地点位置図

図４-1　６ 機山館全景

図４-2　現在の甲府城
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番号 写真名称 法量 ガラスキャプション 写真集１ 写真集2

1 東宮（大正天皇）肖像写真 164×215 （表記なし：東宮（大正天皇）肖像写真） ○

2 閑院宮載仁親王肖像写真 164×214 （表記なし：閑院宮肖像写真） ○

3 甲府駅前の奉迎大緑門 163×214 甲府停車場前ノ大緑門 ○

4 小学生が奉迎の列をなす甲府紅梅町通り 151×200 三月二十七日	殿下御着前小学生徒ノ端列	紅梅町通リ ○

5 小学生が奉迎の列をなす甲府桜町通り 153×213 三月二十七日	御着前桜町通リ奉迎ノ小学校生徒 ○

6 機山館全景 152×214 三月二十七日	機山館全景 ○

7 韮崎駅前の奉迎緑門 163×215 三月二十八日	韮崎停車場前ノ緑門 ○

8 龍岡村唐土神社境内御昼餐所 163×215 三月二十八日	北巨摩郡龍岡村御昼餐所正面 ○

9 龍岡村唐土神社側面全景（思し召しにより） 164×214 三月二十八日	北巨摩郡龍岡村唐土神社側面全景（御思召ニヨル） ○

10 龍岡村高森丘御野立所の遠望 164×215 三月二十八日	北巨摩郡龍岡村高森岡演習御野立所ノ遠望 ○

11 龍岡村唐土神社御昼餐所より高森丘御野立所を望む 163×214 三月二十八日	北巨摩郡竜岡村唐土神社ヨリ高森丘御野立所ヲ望ム ○

12 押原村押越の演習御野立所付近 164×215 三月二十九日	中巨摩郡押原村字押越演習御野立所附近 ○

13 上野村蹴裂神社一城林御昼餐所御座所正面全景 164×215 三月二十九日	西八代郡上野村一城林御昼餐所御座所ノ正面全景 ○

14 上野村蹴裂神社一城林から大塚村を望む（思し召しにより） 164×214 三月二十九日	上の村一城林ヨリ大塚村ヲ望ム（御思召ニヨル） ○

15 上野村蹴裂神社一城林御昼餐所御座所 164×215 三月二十九日	西八代郡上野村一城林蹴裂神社御昼餐所	右方ヨリ ○

16 上野村蹴裂神社一城林御昼餐所（思し召しにより） 164×214 三月二十九日	上の村一城林御昼餐所	右方ヨリ見テ（御思召ニヨル）

17 甲府常盤町通りの夜間の雑踏 164×215 三月二十九日	（常盤）町通リ夜間ノ雑踏 ○

18 甲府太田町公園における炬火行列 152×211 四月二日	炬火行列太田町公園集合ノ光景	其ノ一 ○ ○

19 山梨県庁 154×217 山梨県庁 ○

20 山梨県庁内御座所 164×215 三月三十日	山梨県庁内御座所 ○

21 台覧に向け山梨県庁内に陳列の古器物古書 164×213 三月三十日	県庁内古器物古書ノ陳列	其四 ○

22 台覧に向け山梨県庁内に陳列の加賀美光章書 163×214 三月三十日	県庁内古器物ノ陳列	其二 ○

23 台覧に向け山梨県庁内に陳列の献納品　その一 163×215 三月三十日	県庁内献納品陳列	其一 ○

24 台覧に向け山梨県庁内に陳列の献納品　その二 164×215 三月三十日	県庁内献納品陳列	其二 ○

25 台覧に向け山梨県庁内に陳列の国産品	その一 164×214 三月三十日	県庁内国産品ノ陳列	其ノ一 ○ ○

26 台覧に向け山梨県庁内に陳列の国産品	その二 164×215 三月三十日	県庁内国産品ノ陳列	其二 ○

27 山梨県庁内に陳列の東宮（大正天皇）御買上品 164×215 県庁内殿下御買上品 ○

28 草薙製糸の繭の富士山 120×164 （表記なし：草薙製糸繭の富士山） ○

29 草薙製糸のデニール検査 120×164 （表記なし：草薙製糸デニール検査） ○

30 草薙社より東宮還御の光景 163×214 草薙社還御ノ光景 ○

31 草薙合資会社製糸工場から東宮還御の光景 164×214 四月（ママ）三十日	草薙合資会社ヨリ殿下還御ノ光景 ○

32 甲府商業学校前の奉迎者の行列 164×214 三月三十日甲府商業学校前奉迎者ノ行列

33 甲府中学校全景 153×213 三月三十日	甲府中学校全景

34 甲府中学校より東宮還御の光景 163×214 四月（ママ）三十日	中学校ヨリ殿下還御ノ光景 ○

35 御台覧の舞鶴城二の丸における学生武術仕合 164×215 四月（ママ）三十日	舞鶴公園内武術御台覧ノ光景 ○

36 甲府柳町通りの町内装飾 153×215 柳町通リノ町内装飾	三月三十一日 ○

37 英高等尋常小学校御昼餐所全景 152×214 三月三十一日	英学校内御昼餐所全景 ○

38 英高等尋常小学校にて台覧の盆栽 151×215 三月三十一日	英学校内御台覧ノ盆栽 ○

39 英高等尋常小学校御野立所を後方より望む 150×215 三月三十一日	英小学校附近演習御見学御野立所	後面 ○

40 英高等尋常小学校御昼餐所から演習地へ出発の光景 156×215 三月三十一日	英学校ヨリ演習地ヘ行啓ノ光景 ○

41 英学校より西方の白嶺を望む（思し召しにより） 150×214 三月三十一日	英学校ヨリ西方白嶺ヲ望ム（御思召ニヨル）

42 英高等尋常小学校付近の奉迎の群集 153×215 三月三十一日	英学校前ノ奉迎ノ群集	其二 ○

43 誓願寺境内演習御野立所 152×215 四月一日	誓願寺境内演習御野立所

44 甲府商業学校御野立所 150×214 四月一日	商業学校内演習御野立所ニ仮用ノ一棟 ○

45 御台覧の機山館前にての小学校生徒の運動	その一 164×214 四月一日	機山館前庭御台覧小学校生徒ノ体操	其ノ一 ○

46 御台覧の機山館前にての小学校生徒の運動	その四 150×214 四月一日	機山館前庭小学校生徒御台覧	其四 ○

47 御台覧の機山館前にての小学校生徒の運動	その五 164×214 機山館前庭小学校生徒御台覧	其五

48 御台覧の機山館前にての小学校生徒の運動	その六 154×214 四月一日	機山館前小学校生徒ノ運動御台覧	其六 ○

49 御台覧の機山館前にての小学校生徒の運動	その八 153×214 四月一日	機山館前小学校生徒体操御台覧	其八

50 御台覧の機山館前にての小学校生徒の運動	その九 152×214 四月一日	機山館前小学校生徒体操御台覧	其九 ○

51 御台覧の機山館前にての小学校生徒の運動	その十 149×215 四月一日	機山館前小学校生徒運動御台覧	其十 ○

52 機山館を出発する東宮（大正天皇） 163×214 四月二日	殿下御出門ノ光景 ○ ○

53 御召列車の外部 163×214 四月二日	御召宮庭（ママ）列車ノ外部 ○ ○

54 御召列車の内部（御座所） 163×214 四月二日	御召列車ノ内部御座所 ○

55 御召列車の内部 163×215 四月二日	御召列車内部

56 日下部駅前の奉迎緑門 164×214 四月二日	日下部駅前ノ奉迎緑門 ○ ○

57 日川中学校にての奉迎者の群集 164×214 四月二日	日川中学校奉迎者ノ群集 ○

58 日川中学校正門付近 164×214 四月二日	日川中学校●●●

59 甲府連隊兵士の奉迎 163×215 四月二日	連隊兵士ノ奉迎 ○

60 甲府連隊将校の奉迎 163×215 四月二日	四十九連隊門前将校ノ奉迎 ○

61 連隊練兵場内御野立所 163×214 四月二日	連隊練兵場内御野立所

62 御台覧の甲府連隊による器械体操	その一 163×214 四月二日	連隊内器械体操御台覧	其ノ一 ○ ○

63 御台覧の甲府連隊による器械体操	その二 164×215 四月二日	連隊内器械体操御台覧	其二 ○ ○

64 御台覧の甲府連隊による器械体操	その三 163×214 四月二日	連隊兵士器械御台覧	其三 ○

65 師範学校内の御座所 164×215 四月二日	師範学校御座所

66 山梨県師範学校生徒製作品 164×214 師範学校 ○ ○

67 御台覧の師範学校生徒による運動 163×214 四月二日	師範学校生徒運動御台覧 ○ ○

68 武田氏館跡内御野立所 164×214 四月二日	古城趾内御野立所 ○ ○

69 甲府元城屋町通りの奉迎者 164×215 四月二日	元城屋町殿下御通過前ノ奉迎者 ○

70 炬火行列が通過する甲府桜町通り 164×215 四月二日	炬火行列桜町通過ノ光景

71 桜町四丁目を通過する東宮（大正天皇） 159×218 四月三日	桜町四丁目御通過ノ光景

72 山梨県立農林学校内の御座所 153×214 四月三日	農林学校御座所

73 舞鶴公園遊亀橋付近で帰京の東宮を奉送する群集 152×217 四月四日	舞鶴公園内ヨリ殿下御帰京ノ奉送者群集 ○

74 東宮帰京のために橘町濠端通りを甲府駅に向かう光景 153×208 四月四（五）日	殿下御帰京ノ光景

75 談露館前にて記念撮影の閑院宮随員武官 153×212 四月四日	談露館前	閑院宮殿下随員 ○

76 猿橋駅前の奉迎の群集 150×215 四月四日	猿橋停車場前奉迎ノ群集

77 駒橋発電所前の奉迎緑門 150×217 四月四日	発電所前ノ奉迎緑門 ○

78 東京電燈駒橋発電所事務所正面 152×215 四月四日	発電所正面 ○

79 東京電燈駒橋発電所 163×215 （表記なし：駒橋発電所） ○

80 駒橋発電所内御座所 149×215 四月四日	発電所御座所 ○

81 東京電燈駒橋事務所で台覧の盆栽 164×214 四月四日 ○

82 駒橋発電所貯水池から見下ろした光景 153×217 四月四日	発電所 ○

83 駒橋発電所より東宮還御の光景 153×217 四月四日	発電所ヨリ殿下御還御ノ光景 ○ ○

84 台ヶ原旧行在所（菅原村北原家）表門 164×215 三月三十日	台ヶ原北原方旧行在所ノ門前 ○

85 台ヶ原旧行在所（菅原村北原家）庭園 164×214 三月三十日	台ヶ原旧行在所ノ庭園 ○

86 台ヶ原旧行在所の応接間 163×214 三月三十日	台ヶ原旧行在所●●間

87 円野村内藤家座敷 164×214 三月三十日	円野村遠来旧御小休所	御居間 ○

88 田内侍従が差し遣わされた山梨県病院 164×215 四月二日	県病院ヘ田内侍従御差遣御還リノ光景

89 一宮（浅間神社付近か）にて侍従奉迎の小学校生徒 164×214 四月二日	一ノ宮侍従奉迎ノ光景 ○

90 浅間神社田内侍従参拝の光景 164×214 四月二日	一ノ宮国幣社ヘ侍保（ママ）参拝ノ光景 ○

91 県病院内の侍従休息所 164×214 四月二日県病院内侍従休息所

92 上野原旧行在所（上野原町藤田家）庭園 163×214 四月五日	行在所ノ（上野原）庭園 ○

93 笹子旧行在所（笹子村天野家）座敷 153×212 四月五日	上の原旧行在所ノ御座所 ○

94 機山館庭園内に御手植の扁柏 120×164 （表記なし：機山館庭園内に御手植えの扁柏） ○

95 甲府連隊構内に御手植の松 120×163 （表記なし：甲府連隊構内松） ○

96 山梨県庁構内にお手植の広葉杉 120×164 （表記なし：山梨県庁構内広葉杉） ○

97 甲府電力会社の菊花イルミネーション 150×215 電力会社ノイルミネーション ○

98 甲府桜町の奉迎緑門 120×165 桜町ノ緑門 ○

99 甲府魚町の奉迎緑門 120×164 魚市場ノ緑門 ○

100 甲府八日町の奉迎緑門 120×164 八日町ノ緑門 ○

101 甲府常盤町の奉迎緑門 120×164 常盤町通リノ緑門 ○

102 春日尋常小学校生徒の旗行列 120×164 春日小学校生徒ノ旗行列 ○

103 御料牛乳提供の乳牛敷島号 152×218 御料牛乳搾取ノ牛 ○

104 東宮（大正天皇）の愛馬	藤園 164×214 殿下御愛馬	藤園 ○ ○

105 東宮（大正天皇）肖像の絵はがき類 151×217 （表記なし：東宮肖像の絵はがき類） ○

106 甲府市各町の奉迎提灯 155×214 （表記なし：奉迎の提灯）

107 徽章・門鑑類 153×217 （表記なし：徽章）

108 御下賜の菊花紋章付花瓶 120×164 （表記なし：御下賜の御紋章付銀花瓶） ○

109 記念写真（県庁内か） 163×215 （表記なし：県庁構内か）

110 若尾家本邸	その一 120×163 若尾本邸

111 若尾家本邸	その二 120×164 若尾本邸

112 甲府八日町通り 120×163 八日町通り

113 甲府城本丸付近から愛宕山を望む 116×164 愛宕山

114 三条夫人の位牌 120×164 三條夫人ノ位牌

115 三条夫人墓所（円光院） 120×164 三条夫人ノ墓

116 武田義信墓所（東光寺） 120×164 太郎義信墓

117 加々美桜塢（加賀美光章）墓所 120×164 加々美桜塢ノ墓

118 武田勝頼墓所（法泉寺） 120×163 勝頼公ノ墓

119 東光寺仏殿（薬師堂） 120×164 東光寺境内	薬師堂

120 住吉神社（甲府市） 120×164 住吉神社

121 玉諸神社（甲府市） 120×163 国玉神社

122 ●尾塚（仮） 120×163	 ●尾塚（割損）

123 庄塚の碑（甲府市） 120×164 庄塚ノ碑

124 信立寺（甲府市）の梅 120×163 信立寺ノ倒梅

125 恵雲院の信玄手植の梅（甲府市） 120×164 恵雲院信玄手植ﾉﾉ梅

126 一蓮寺（甲府市） 120×164 一蓮寺

127 渡唐天神像（一蓮寺蔵） 120×164 渡唐天神

表３　行啓写真リスト

※判読不能な文字は●とした。　※写真集１は『東宮殿下行啓紀念写真集』、写真集２は「行啓写真アルバム」
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皇
太
子
自
身
も
被
写
体
と
な
っ
て
い
る
）

の
ほ
か
、
侍
従
を
差さ

け
ん遣

し
た
明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）
の
明
治
天
皇
巡
幸
ゆ
か
り
の
地
、
甲
府

近
辺
の
寺
社
旧
跡
、
御
手
植
の
樹
木
や
御
料
牛
乳
用
の
乳
牛
や
愛
馬
な
ど
と
多
彩
な
も
の
と
な
っ

て
い
る
。

（
２
）『
東
宮
殿
下
行
啓
紀
念
写
真
集
』
な
ど
刊
行
物
と
の
関
連

　

皇
太
子
行
啓
に
関
す
る
写
真
資
料
に
つ
い
て
は
、
甲
府
商
業
会
議
所
が
刊
行
し
た
『
東
宮
殿
下

行
啓
紀
念
写
真
集
』
の
ほ
か
、
記
念
絵
は
が
き

）
（（
（

（
巻
頭
図
版
6
）
が
残
っ
て
お
り
、
皇
太
子
の
肖

像
写
真
や
東
宮
新
御
所
、
宿
舎
の
機
山
館
、
緑
門
や
来
訪
先
の
学
校
等
が
写
っ
て
い
る
が
、
今
回

の
「
行
啓
写
真
」
と
の
関
連
性
は
な
い
。

　
『
東
宮
殿
下
行
啓
紀
念
写
真
集
』
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
の
写
真
が
「
行
啓
写
真
」
に
含
ま

れ
る
も
の
の
、「
行
啓
写
真
」
に
な
い
写
真
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
東
宮
殿
下
行
啓
紀
念

写
真
集
』
の
概
略
版
と
も
言
う
べ
き
行
啓
写
真
ア
ル
バ
ム
（
以
下
「
行
啓
写
真
ア
ル
バ
ム
」）
が

平
成
二
十
五
年
度
に
個
人
宅
か
ら
発
見
さ
れ
た
。
表
3
行
啓
写
真
リ
ス
ト
に
示
す
よ
う
に
、
こ
れ

ら
の
資
料
と
の
比
較
に
よ
り
、「
行
啓
写
真
」
は
『
東
宮
殿
下
行
啓
紀
念
写
真
集
』
の
原
本
で
は

あ
る
も
の
の
、
そ
の
す
べ
て
が
残
存
し
て
い
る
わ
け
で
な
い
が
、
写
真
集
に
使
用
さ
れ
な
か
っ
た

写
真
も
含
ま
れ
て
お
り
、
後
述
す
る
画
質
の
高
さ
か
ら
も
、
明
治
末
期
の
画
像
資
料
と
し
て
も
非

常
に
重
要
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

図２　行啓地地図

3月27日（水）　
臨時列車で甲府駅に到着

4月2日（火）　
日川中学校・甲府市北部行啓

都留中学校・駒橋発電所行啓
4月4日（木）　

3月28日（木）　
演習地（龍岡村）視察

3月29日（金）　
演習地（上野村）視察

3月30日（土）　
県庁ほか甲府市内行啓

3月31日（日）　
演習地（英村）視察

4月1日（月）　
演習地（里垣村）視察

至
塩
尻

至
塩
尻

韮
崎
韮
崎

甲
府
甲
府

日
下
部

日
下
部

大
月
大
月
猿
橋
猿
橋

至
新
宿

至
新
宿

4月3日（水）　
農林学校・演習地（竜王村）視察
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れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
費
用
に
つ
い
て
は
、
若
尾
財
閥
二
代
目
の
若わ

か
お
た
み
ぞ
う

尾
民
造
が
負
担
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。
あ
わ
せ
て
、
有
事
の
際
の
予
備
宿
舎
に
は
、
八
日
町
（
現
在
の
甲
府
市
中
央
二
丁
目

附
近
）
の
若
尾
銀
行
が
充
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

東
宮
職
の
下
検
分
は
、
二
月
二
十
三
日
に
原は

ら
つ
ね
た
ろ
う

恒
太
郎
式
部
官
が
来
県
し
、
二
十
八
日
ま
で
山
梨

県
に
滞
在
し
て
、県
庁
と
の
打
ち
合
わ
せ
や
台た

い
り
ん臨

予
定
の
各
学
校
や
製
糸
工
場
を
視
察
し
て
い
る
。

　

献
上
品
に
つ
い
て
は
、
二
月
二
十
七
日
に
内
務
部
長
か
ら
各
郡
市
に
「
献
上
品
ニ
関
ス
ル
件

）
（（
（

」

が
通

つ
う
ち
ょ
う

牒
さ
れ
、「
八
十
歳
以
上
ノ
者
ノ
自
製
品
」
と
「
公
共
団
体
ヨ
リ
献
上
ノ
物
品
」
を
郡
市
ご

と
に
と
り
ま
と
め
受
け
付
け
る
こ
と
と
し
て
、献
上
品
台
帳

）
（（
（

に
よ
れ
ば
総
計
三
一
四
点
に
達
し
た
。

　

こ
の
ほ
か
、
道
路
や
施
設
の
改
修
、
清
掃
・
台
覧
予
定
地
の
消
毒
・
健
康
診
断
、
当
該
期
間

の
天
気
予
報
、
御
召
列
車
の
試
運
転
、
警
備
体
制
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
準
備
が
進
め
ら
れ
る
な

か
、
三
月
十
四
日
に
東
宮
職
か
ら
知
事
宛
て
に
日
程
が
、「
追
テ
右
ハ
未
タ
公
表
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ

無
之
候
条
、
秘
密
ニ
御
取
扱
相
成
度
添
テ
申
入
候
也
」
と
い
う
注
意
書
き
付
き
で
通
牒
さ
れ

）
（（
（

、

二
十
三
日
に
そ
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
正
式
に
通
牒
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

（
３
）
行
啓
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

　

十
四
日
に
東
宮
職
か
ら
山
梨
県
庁
側
に
告
げ
ら
れ
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
表
2
の
よ
う
に
発
着

時
間
や
移
動
手
段
を
含
め
て
伝
え
ら
れ
た
。

　

こ
の
「
御
日
程
」
表
に
は
、
汽
車
や
乗
馬
な
ど
、
移
動
手
段
や
そ
の
距
離
・
所
要
時
間
な
ど
も

記
さ
れ
、
皇
太
子
の
体
調
や
、
奉
迎
準
備
に
対
し
て
の
配
慮
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
乗
馬
や
汽

車
以
外
の
場
合
は
、
ほ
ぼ
御
用
人
力
車
で
移
動
し
て
い
る
（
一
部
徒
歩
）。

　
「
御
日
程
」
と
実
際
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
進
行
を
比
較
し
て
も
、
天
候
等
に
よ
る
微
細
な
変
更
は

日付　　時　刻	 場所	 	 出入り	 距離・滞在時間	移動手段	 欄　外
	 	 	 	 	 	 	
御日程	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
三月二十七日（水）	 第一日	 	 	 	 	
	 午前　十時五十分	 東宮御所	 	 御出門	 	 	
	 同　十一時十五分	 新宿停車場	 	 御発車	 	 臨時汽車	
	 午後　四時十五分	 甲府停車場	 	 御著車	 	 	
	 御泊	 甲府市舞鶴城公園内　機山館		 十丁	 	
	 	 	 	 	 	 	
三月二十八日（木）	 第二日	 	 	 	 	
	 	 演習御覧　龍岡方面	 	 	 甲府龍岡間　四里、
	 	 	 	 	 	 韮崎迄汽車　八哩、
	 	 	 	 	 	 韮崎龍岡間御乗馬
	 	 	 	 	 	 ー里余
三月二十九日（金）	 第三日	 	 	 	 	
	 		 演習御覧　市川大門方面	 	 	 甲府市川大門間
	 	 	 	 	 	 三里半、押原村東
	 	 	 	 	 	 北端迄御人力車其
	 	 	 	 	 	 先御乗馬
三月三十日（土）	 第四日	 	 	 	 	
	 午前　八時三十分	 御旅館	 	 御出門	 	 	 体操御覧
	 同　八時三十五分	 山梨県庁	 	 御着	 八丁	 	
	 同　十時	 県庁	 	 御発	 一時二十五分間	
	 同　十時五分	 県立高等女学校	 	 御着	 八丁	 	
	 同　十一時	 女学校	 	 御発	 五十五分間		
	 同　十一時五分	 草薙合資会社	 	 御立寄	 六丁	 	
	 同　十一時十五分	 合資会社	 	 御発	 十分間	 	
	 同　十一時三十分	 還御	 	 	 十四丁	 	
	 　　	 御昼餐	 	 	 	 	
	 午後　一時	 御旅館	 	 御出門	 	 	
	 同　一時十五分	 市立甲府商業学校	 	 御著	 十七丁	 	
	 同　一時四十五分	 商業学校	 	 御発	 三十分間	 	
	 同　二時	 県立甲府中学校	 	 御著	 七丁余	 	
	 同　二時三十分	 中学校	 	 御発	 	 	
	 同　二時四十分	 還御	 	 	 	 	
	 ○還御後御旅館接続地ニ於テ武術試合御覧
	 	 	 	 	
三月三十一日（日）	 第五日	 	 	 	 	
	 	 演習御覧　上黒駒　英村間	 御乗馬	
	 	 	 	 	 	 	
四月一日（月）	 第六日	 	 	 	 	
	 		 演習御覧　甲府東南端	 御乗馬	
	 	 	 	 	 	 	
四月二日	 第七日	 	 	 	 	
	 午前八時二十分	 御旅館	 	 御出門	 	 	
	 同　八時三十分	 甲府停車場	 	 御発車	 	 臨時汽車	
	 同　八時五十三分	 日下部停車場	 	 御著車	 七哩四	 	
	 同　九時二十分	 県立日川中学校	 	 御著	 二十八丁	 	 国幣中社浅間神社
	 	 	 	 	 	 	 御使ノ事
	 同　九時五十分	 中学校	 	 御発	 三十分間	 	
	 同　十時十五分	 日下部停車場	 	 御発車	 	 臨時汽車	
	 同　十時三十五分	 甲府停車場	 	 御着車	 	 	
	 同　十時四十五分	 矢島製糸工場	 	 御立寄	 七丁	 	
	 同　十一時	 製糸工場	 	 御発	 十五分間	 	
	 同　十一時十分	 歩兵第四十九連隊	 	 御著	 八丁	 	
	 　　	 御昼餐	 	 	 三時四十分間	 	
	 午後三時	 連隊	 	 御発	 	 	
	 同　三時十分	 師範学校	 	 御着	 九丁半	 	 楼上ヨリ付属小学
	 	 	 	 	 	 	 校生徒ノ運動御覧
	 同　三時五十分	 師範学校	 	 御発	 四十分間	 	
	 同　四時十分	 古城址	 	 御覧	 二十丁	 	
	 連隊長ヨリ説明申上ケ但雨天ノ節ハ	 	 	 三十分間	 	
	 御覧御止メ連隊ニ於テ説明被聞召
	 同　四時四十分	 古城址	 	 御発	 	 	
	 同　五時	 還御	 	 	 二十四丁	 	
	 	 	 	 	 	 	
四月三日	 第八日	 	 	 	 	
	 	 演習御覧　竜王村方面	 御乗馬	
	 午後	 県立農林学校	 	 御覧	 	 	
	 		 還御	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
四月四日	 第九日	 	 	 	 	
	 午前七時五十分	 御旅館	 	 御出門	 	 	
	 同　八時	 甲府停車場	 	 御発車	 	 臨時汽車	
	 同　十時六分	 大月停車場	 	 御着車	 二十八哩	 	
	 同　十時十二分	 県立都留中学校	 	 御著	 九丁	 	
	 同　十時四十五分	 中学校	 	 御発車	 三十三分間		
	 同　十一時五分	 東京電燈株式会社
	 　　	 駒橋発電所	 	 御著	 三十丁	 	
	 　　	 御昼餐	 	 	 一時四十五分間
	 午後零時五十分	 発電所	 	 御発	 	 	
	 同　一時	 猿橋停車場	 	 御発車	 十丁	 臨時汽車	
	 同　三時三十分	 新宿停車場	 	 御着車	 	 	
	 　　	 還御	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

「奉迎送ニ関スル書類　其ノ一」（山梨県立図書館所蔵「山梨県行政文書」4-1M45-2（ 1 ））より作成

表２　皇太子（大正天皇）山梨行啓日程表
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一　

皇
太
子
（
大
正
天
皇
）
山
梨
行
啓
の
概
要

（
１
）
皇
太
子
山
梨
行
啓
の
決
定

　

皇
太
子
の
山
梨
へ
の
行
啓
は
、
明
治
四
十
五
年
（
一
九
一
二
）
三
月
二
十
七
日
（
水
）
か
ら
四

月
四
日
（
木
）
に
か
け
て
の
九
日
間
の
日
程
で
行
わ
れ
た
。
そ
の
目
的
は
陸
軍
近
衛
師
団
幹
部

演
習
視
察
と
地
方
見
学
を
兼
ね
た
も
の
で
、
多
く
の
地
方
行
啓
と
同
様
に
公
式
行
事
で
は
な
く
微

行（
７
）と

し
て
実
施
さ
れ
た
。

　

そ
の
実
施
に
つ
い
て
の
正
式
決
定
は
、三
月
二
十
三
日
に
東
宮
大
夫
か
ら
通
知
さ
れ
て
い
る
が
、

山
梨
県
へ
の
行
啓
が
明
ら
か
と
な
っ
た
の
は
、
二
月
十
四
日
付
の
山
梨
日
日
新
聞
が
伝
え
る
行
啓

内
定
の
報
道
で
、
九
日
に
上
京
し
た
熊く

ま
が
い
き
い
ち
ろ
う

谷
喜
一
郎
知
事
が
十
三
日
に
内
示
を
受
け
た
も
の
と
し
て

い
る
。
つ
ま
り
行
啓
実
施
一
か
月
半
前
の
内
定
と
い
う
タ
イ
ト
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
設
定
さ
れ
た

こ
と
に
な
る
。実
際
に
は
山
梨
県
庁
と
東
宮
職
の
間
に
内
談
が
あ
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
も
の
の
、

原
武
史
氏
『
大
正
天
皇
』
に
よ
れ
ば
、
府
県
側
が
行
啓
の
招
請
を
し
て
い
る
例
な
ど
を
除
け
ば
、

実
施
の
一
〜
三
か
月
前
の
内
定
を
み
て
い
る
例
が
多
い（

８
）。

十
日
付
山
梨
日
日
新
聞
に
は
「
東
宮
御

入
峡
説
」
と
題
し
た
皇
太
子
の
山
梨
行
啓
の
風
聞
を
報
道
す
る
記
事
に
、「
元
来
皇
太
子
殿
下
の

御
旅
行
に
就
て
は
凡お

よ
そ
半
年
前
位
に
御
内
定
あ
り
て
徐
々
準
備
を
整
へ
し
む
る
の
慣
例
な
る
に
、

三
月
の
御
入
峡
を
昨
今
に
至
り
発
表
せ
ら
る
ゝ
は
余
り
に
急
遽
に
し
て
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
ほ
ど

内
々
の
準
備
期
間
が
県
側
に
与
え
ら
れ
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
山
梨
県
行
政
文
書
や
新
聞
報

道
を
見
る
限
り
、
東
宮
職
や
行
啓
先
と
な
る
各
郡
市
と
の
調
整
や
準
備
作
業
は
こ
の
時
点
か
ら
ス

タ
ー
ト
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
２
）
行
啓
奉
迎
準
備

　

皇
太
子
行
啓
が
内
定
し
、
県
庁
内
で
の
協
議
や
予
算
措
置
が
講
じ
ら
れ
、
宿
舎
は
舞
鶴
城
内
の

機き
ざ
ん
か
ん

山
館
が
充
て
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
さ
ら
に
県
庁
で
は
東
宮
職
の
行
啓
地
の
下
検
分
、
台
覧
に

供
す
る
特
産
品
や
古
書
画
古
器
物
等
の
文
化
財
、
献
上
品
の
と
り
ま
と
め
な
ど
が
進
め
ら
れ
た
。

　

県
庁
内
の
行
啓
の
実
施
体
制
は
、
柿
沼
竹
雄
内
務
部
長
を
委
員
長
と
し
、
組
織
を
総
務
と
警
務

の
二
部
体
制
と
し
て
、
総
務
部
は
庶
務
・
土
木
・
会
計
の
三
係
、
警
務
部
は
警
保
・
衛
生
の
二
係

と
さ
れ
、
行
啓
関
連
事
務
に
あ
た
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
ら
の
体
制
と
そ
の
事
務
分
掌
を
定
め
た
「
奉

迎
事
務
取
扱
順
序
」
が
定
め
ら
れ
た

（
９
）。

ま
た
、
行
啓
に
関
す
る
人
員
や
施
設
、
注
意
事
項
は
「
殿

下
奉
迎
送
ニ
関
ス
ル
事
項
」
と
し
て
定
め
ら
れ

）
（（
（

、
更
に
飲
食
・
衛
生
等
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は

「
皇
太
子
殿
下
行
啓
ニ
関
ス
ル
施
設
事
項
」
と
し
て
詳
細
に
規
定
さ
れ
た

）
（（
（

。
予
算
措
置
は
、
県
会
の

臨
時
会
は
開
か
れ
ず
、
県
参
事
会
の
議
決
に
よ
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
行
啓
期
間
中
に
は
、
県

庁
に
て
県
内
文
化
財
や
特
産
品
を
台
覧
す
る
こ
と
と
な
り
、
部
長
室
を
御
座
所
、
知
事
室
を
特
産

品
展
示
、
地
方
課
を
文
化
財
展
示
、
文
書
課
を
拝
謁
室
に
あ
て
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
当
該
部

署
の
当
面
の
県
庁
業
務
に
つ
い
て
は
、
隣
接
す
る
県
会
議
事
堂
に
一
時
移
転
し
て
行
わ
れ
た
。

　

宿
舎
の
機
山
館
に
つ
い
て
は
、
明
治
三
十
九
年
（
一
九
〇
六
）
の
一
府
九
県
連
合
共
進
会
に
あ

わ
せ
て
旧
甲
府
（
舞
鶴
）
城
稲い

な
り
ぐ
る
わ

荷
曲
輪
に
建
設
さ
れ
た
県
公
会
堂
施
設
で
、
築
六
年
足
ら
ず
の
比

較
的
新
し
い
二
階
建
ル
ネ
サ
ン
ス
風
の
壮
麗
な
建
築
で
あ
っ
た
が
、
行
啓
に
備
え
て
改
修
が
行
わ

表１　献上品台帳の集計表

高齢者
（人） 主な品目 団体其の

他（人） 主な品目

東山梨郡 75 真綿、足袋、
巾着、織物 18 生糸、真綿、葡萄酒、栗

西山梨郡 20 肘突、巾着 9 真綿、清酒、蜂蜜

東八代郡 30 信 玄 袋、 真
綿、鯉魚 19 真綿、葡萄酒、絵甲斐絹、

蜂蜜

西八代郡 18 半紙、座布団、
真綿 5 紙、枯露柿、足袋

南巨摩郡 1 座布団 8 雨畑硯、紙、椎茸、鯉

中巨摩郡 5 肘突、真綿 5 枯露柿、梨、蚕種標本、
牡丹杏罐詰、生糸

北巨摩郡 27 布類、真綿、
糸類 6 水晶鉱、逸見檀紙、盆栽、

乾柿

南都留郡 25 座布団、袋類、
財布 10 甲斐絹類、盆栽、山葵、

熊

北都留郡 0 - 7 甲斐絹類、山葵

甲府市 22 真 綿、 月 の
雫、肘突 4

硯（加藤市長）、甲斐国
志（山梨教育会長熊谷県
知事）、葡萄酒・液（宮
崎光太郎）、水晶・印伝・
栗・月の雫・枯露柿（甲
府商業会議所）

合　計 223 91

御臨場ノ際献上ノ部（事業所のみ抜粋）
・中巨摩郡国母村 草薙製糸工場 生糸18綛

 かせ

・甲府市太田町 矢嶋製糸工場 生糸30綛
・東京電燈 電気噴水器、ヤマメ10籠、水掛菜2籠、盆栽4鉢
※「奉迎送ニ関スル書類　一」（山梨県立図書館所蔵「山梨県行政文書」

4-1M45-1（1））より作成
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は
じ
め
に

　

近
年
、
大
正
天
皇

（
在
位　

一
九
一
二
〜

一
九
二
六
）
に
つ
い
て

の
関
心
が
高
ま
っ
て

い
る

（
１
）。

原
武
史
氏
の
研

究（
２
）に

よ
り
、
大
正
天
皇

の
明
治
・
昭
和
の
両
天

皇
の
あ
い
だ
に
隠
さ
れ

た
、
病
弱
で
君
主
と
し

て
の
能
力
に
欠
く
イ

メ
ー
ジ
を
批
判
し
、「
近
代
天
皇
制（

３
）」

に
お
け
る
大
正
天
皇
の
位
置
づ
け
の
再
考
を
促
し
て
い
る
。

そ
の
指
摘
さ
れ
る
大
正
天
皇
の
健
康
面
に
つ
い
て
は
、
皇
太
子
時
代
に
溌は

つ
ら
つ溂

な
姿
を
国
民
の
前
に

現
し
た
、
沖
縄
県
以
外
の
す
べ
て
の
府
県
を
訪
れ
た
旺
盛
な
地
方
行
啓（

４
）か

ら
、
活
動
的
で
あ
り
、

ま
た
御
真
影
以
外
の
写
真
等
で
そ
の
姿
を
国
民
に
現
さ
な
か
っ
た
明
治
天
皇
と
の
違
い
や
、
そ
の

行
啓
ス
タ
イ
ル
が
戦
後
の
昭
和
天
皇
の
全
国
巡
幸
へ
の
雛
形
と
な
っ
た
面
を
指
摘
し
て
い
る
。
一

方
、
山
梨
県
へ
の
行
啓
の
詳
細
に
つ
い
て
は
戦
前
刊
行
の
郡
誌
以
外
に
触
れ
た
も
の
は
、
管
見
の

限
り
ほ
ぼ
無
い
と
言
っ
て
よ
く

（
５
）、山

梨
県
の
近
代
史
研
究
の
な
か
で
も
、重
要
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
経
緯
が
あ
る
。

　

山
梨
県
は
、
大
正
天
皇
が
皇
太
子
時
代
に
訪
れ
た
な
か
で
最
後
に
残
さ
れ
た
空
白
県
で
あ
り
、

明
治
四
十
五
年
（
一
九
一
二
）
三
月
末
か
ら
四
月
に
か
け
て
山
梨
県
を
訪
れ
た
約
四
か
月
後
に
は

明
治
天
皇
の
崩
御
に
よ
っ
て
践せ

ん
そ祚

す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
結
果
的
に
山
梨
県
は
一
連
の
皇
太
子

時
代
の
地
方
行
啓
の
最
後
を
飾
る
こ
と
と
な
っ
た

（
６
）。

こ
の
こ
と
か
ら
、
山
梨
県
の
皇
太
子
行
啓
を

通
じ
て
、
最
も
新
し
く
か
つ
最
後
の
健
康
的
な
皇
太
子
時
代
の
大
正
天
皇
の
イ
メ
ー
ジ
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
と
も
言
え
る
。
一
方
、
山
梨
県
は
行
啓
の
前
年
三
月
に
、
長
年
の
懸
案
で
あ
っ
た
御

料
林
約
二
九
万
町ち

ょ
う
ぶ歩

の
恩
賜
が
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
山
梨
県
民
に
と
っ
て
の
皇
室
に
対
す
る
イ

メ
ー
ジ
へ
の
影
響
も
考
慮
さ
れ
る
。

　

こ
の
皇
太
子
行
啓
に
つ
い
て
は
、
行
啓
記
念
写
真
集
な
ど
の
画
像
や
準
備
・
運
営
関
係
の
文
献

資
料
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
た
び
行
啓
記
念
写
真
集
に
使
用
さ
れ
た
写
真
原
板
が
発
見
さ
れ

た
。
大
判
の
ガ
ラ
ス
乾
板
で
あ
る
こ
と
か
ら
非
常
に
高
精
細
で
あ
り
、
皇
太
子
の
姿
や
、
皇
太
子

が
見
た
当
時
の
山
梨
県
の
姿
を
詳
ら
か
に
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
写
真
を
中
心
に
、
皇
太

子
山
梨
行
啓
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
、
山
梨
県
に
お
け
る
皇
太
子
行
啓
の
位
置
づ
け
や
、
山
梨
県

民
が
見
た
大
正
天
皇
像
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

　

な
お
、
大
正
天
皇
の
本
稿
中
の
呼
称
に
つ
い
て
は
「
皇
太
子
」
と
し
、
資
料
か
ら
の
引
用
の
場

合
は
適
宜
、「
東
宮
」
な
ど
資
料
上
の
呼
称
を
使
用
す
る
場
合
が
あ
る
。
ま
た
、用
語
に
つ
い
て
は
、

便
宜
上
「
奉
迎
送
」「
台た

い
ら
ん覧

」「
還か

ん
ぎ
ょ御

」
等
の
皇
室
用
語
に
つ
い
て
も
使
用
す
る
。
資
料
か
ら
の
引

用
は
、
な
る
べ
く
原
文
そ
の
ま
ま
と
す
る
が
、
適
宜
句
読
点
と
ル
ビ
を
補
う
こ
と
と
す
る
。

明
治
45
年
3
〜
4
月
皇
太
子
（
大
正
天
皇
）
山
梨
行
啓
に
つ
い
て
（
一
）

小
　
畑
　
茂
　
雄

図１　大正天皇（1879-1926）
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（
13
） 

大
日
本
地
誌
大
系
四
六『
甲
斐
国
志
』第
三
巻（
雄
山
閣　

一
九
七
一
年
）巻
之
八
十
四
仏
寺
部
第
十
二「
苗

敷
山
宝
生
寺
」
項
。

（
14
）  
前
掲
註（
13
）参
照
。

（
15
） 

前
掲
註（
11
）参
照
。

（
16
） 

前
掲
註（
７
）報
告
書　

第
二
編
第
五
章
「
仏
像
」（
鈴
木
麻
里
子
執
筆
箇
所
）。

（
17
） 

前
掲
註（
７
）報
告
書　

第
二
編
第
五
章
「
仏
像
」（
鈴
木
麻
里
子
執
筆
箇
所
）。

（
18
） 

大
日
本
地
誌
大
系
四
六『
甲
斐
国
志
』第
三
巻（
雄
山
閣　

一
九
七
一
年
）巻
之
六
十
六
神
社
部
第
十
二「
苗

敷
山
権
現
」
項
。

（
19
） 『
甲
州
噺
』巻
之
上「
國
母
地
蔵

裂
明
神
之
事
」項（『
甲
斐
叢
書
』第
二
巻　

第
一
書
房　

一
九
七
四
年
）。

（
20
） 

法
城
寺
は
、
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
七
月
六
日
の
甲
府
空
襲
に
よ
り
焼
失
し
、
当
時
の
国
母
稲
積

地
蔵
像
は
現
存
し
て
い
な
い
。

（
21
） 『
地
蔵
菩
薩
霊
験
記
』
巻
第
二　

十
四
「
修
理
古
寺
得
霊
験
事　

曽
我
兄
弟
亡
霊
幻
化
事
」（
大
島
建
彦

監
修
『
一
四
巻
本　

地
蔵
菩
薩
霊
験
記
』
上　

三
弥
井
書
店　

二
〇
〇
二
年
）。

（
22
） 

前
掲
註（
21
）の
註
釈
で
は
、「
甲
州
一
条
ノ
高
砂
河
原
」
を
、
一
条
郷
の
故
地
で
あ
る
甲
府
市
中
心
部

か
ら
南
東
の
同
市
上
町
に
及
ぶ
濁
川
流
域
、
も
し
く
は
高
砂
河
原
が
あ
る
南
ア
ル
プ
ス
市
（
旧
八
田
村
）

上
高
砂
・
下
高
砂
に
該
当
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
両
者
と
も
に
旧
釜
無
川

東
流
路
の
流
域
に
位
置
し
て
お
り
、
説
話
の
中
で
地
名
が
一
体
化
し
て
伝
わ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

（
23
） 『
地
蔵
菩
薩
三
国
霊
験
記
』
巻
九　

三
「
甲
斐
国
稲
積
地
蔵
事
」（
大
島
建
彦
監
修
『
一
四
巻
本　

地
蔵

菩
薩
霊
験
記
』
下　

三
弥
井
書
店　

二
〇
〇
三
年
）。

（
24
） 

前
掲
註（
23
）参
照
。

（
25
） 

前
掲
註（
23
）の
説
話
解
説
に
は
、「
法
成
寺
」（
法
城
寺
）
が
法
金
剛
院
の
末
寺
で
あ
っ
た
こ
と
は
不
明

で
あ
る
が
、
弘
安
八
年
（
一
二
八
五
）
四
月
二
十
八
日
に
仁
和
寺
の
性
仁
法
親
王
に
よ
っ
て
、
稲
積
荘

が
法
金
剛
院
の
根
本
寺
領
と
し
て
寄
進
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
26
） 『
甲
陽
軍
鑑
』
本
篇
巻
一
品
第
四
（
酒
井
憲
二
編
著
『
甲
陽
軍
鑑
大
成
』
第
一
巻　

本
文
篇
上　

汲
古
書

院　

一
九
九
四
年
）。

（
27
） 

享
保
十
七
年
（
一
七
三
二
）
頃
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
甲
州
噺
』
巻
之
上
に
は
、「
國
母
地
蔵

裂
明

神
之
事
」
と
題
し
て
、「
甲
斐
國
の
往
昔
は
、
水
海
に
て
村
里
人
家
も
少
く
候
所
、
山
梨
郡
東
光
寺
村
、

東
光
寺
之
法
城
寺
之
國
母
地
蔵
と
、
巨
摩
郡
鰍
澤
村
之
枝
郷
、
鬼
島
村
之
末
柳
川
の
洲
崎
に
小
宮
有
之
、

裂
明
神
と
の
方
便
を
以
、
右
山
間
の
岩
石
を
切
開
き
給
ふ
に
よ
り
て
、
一
國
の
水
干
落
村
里
田
畑
も

多
く
出
来
る
由
有
之
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、『
甲
陽
軍
鑑
』
の
記
述
内
容
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
蹴
裂
明
神

（

裂
明
神
）
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
湖
水
伝
説
が
継
承
さ
れ
た
状
況
が
判
明
す
る
。
ま
た
、
宝
暦
二
年

（
一
七
五
二
）
成
立
の
『
裏
見
寒
話
』
巻
之
二
「
国
母
地
蔵
」
項
（『
甲
斐
叢
書
』
六
巻　

第
一
書
房　

一
九
七
四
年
）
に
は
、
国
母
稲
積
地
蔵
像
と
法
城
寺
に
つ
い
て
、『
甲
陽
軍
鑑
』
の
記
載
を
引
用
す
る
と

と
も
に
、「
薩
陲
は
行
基
の
作
に
し
て
小
佛
也
、
大
像
の
み
く
し
に
込
置
と
云
、（
省
略
）
最
初
は
上
條

に
在
し
を
信
玄
の
時
、
上
條
の
法
城
寺
策
彦
和
尚
は
信
玄
詩
文
の
友
な
り
、
荒
川
を
隔
て
参
詣
自
由
な

ら
す
と
て
塔
岩
村
へ
移
し
、
其
後
又
東
光
寺
へ
引
た
り
と
云
、
元
は
眞
言
宗
、
塔
岩
よ
り
禅
宗
と
な
る
」

と
あ
り
、
法
城
寺
の
甲
府
移
転
に
つ
い
て
説
明
が
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
十
八
世
紀
前
半
に
伝

承
さ
れ
て
い
た
湖
水
伝
説
は
、
主
に
『
甲
陽
軍
鑑
』
の
記
載
内
容
に
依
拠
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
28
） 

大
日
本
地
誌
大
系
四
五
『
甲
斐
国
志
』
第
二
巻
（
雄
山
閣　

一
九
七
〇
年
）
巻
之
四
十
四
古
跡
部
第
七
「
国

母
ノ
郷
」
項
。

（
29
） 『
山
梨
県
史
』
資
料
編
６
中
世
３
上
県
内
記
録
（
山
梨
県　

二
〇
〇
一
年
）
１
号
。

（
30
）  

安
達
前
掲
註（
３
）著
書
、
川
﨑
前
掲
註（
3
）論
文
参
照
。

（
31
）  

前
掲
註（
19
）参
照
。
な
お
、
寛
政
年
間
（
一
七
八
九
〜
一
八
〇
一
）
に
成
立
し
た
『
甲
陽
随
筆
』（『
甲

斐
叢
書
』
第
二
巻　

第
一
書
房　

一
九
七
四
年
）
に
も
『
甲
州
噺
』
と
ほ
ぼ
同
内
容
の
記
載
が
あ
る
。

（
32
）  『
甲
斐
叢
記
』
前
輯
四
「
苗
敷
山
」
項
（『
甲
斐
叢
書
』
第
六
巻　

第
一
書
房　

一
九
七
四
年
）。

（
33
） 

山
梨
県
立
博
物
館
蔵
「
甲
州
文
庫
」
お
よ
び
「
赤
岡
茂
樹
旧
蔵
資
料　

諸
資
料
写
」
に
所
収
。

（
34
） 

山
梨
県
立
博
物
館
蔵
「
甲
州
文
庫
」
に
所
収
。
本
史
料
の
作
成
年
代
の
推
定
は
、
高
達
前
掲
註（
６
）論

文
を
参
照
。

（
35
） 

山
本
前
掲
註（
８
）論
文
参
照
。

（
36
） 

高
達
前
掲
註（
６
）論
文
参
照
。

（
37
） 

山
本
前
掲
註（
８
）論
文
参
照
。

【
追
記
】

　

本
稿
は
、平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
日
か
ら
同
五
月
二
十
七
日
ま
で
開
催
し
た
山
梨
県
立
博
物
館
企
画
展「
水

の
国
や
ま
な
し
｜
信
玄
堤
と
甲
斐
の
人
々
｜
」
の
展
示
に
あ
た
り
、
同
展
を
担
当
し
た
西
川
が
考
察
し
た
結

果
を
ふ
ま
え
て
、
論
考
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
執
筆
に
あ
た
り
、
苗
敷
山
穂
見
神
社
、
韮
崎
市
教
育
委

員
会
、
法
善
寺
の
皆
様
に
御
協
力
を
賜
っ
た
。
改
め
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。
な
お
、
本
稿
は
科
学
研
究
費
補

助
金
（
若
手
研
究
Ｂ
）
の
交
付
を
受
け
て
行
っ
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
山
梨
県
立
博
物
館
）
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て
、
本
来
は
別
系
の
治
水
伝
説
で
あ
っ
た
国
建
明
神
の
伝
承
が
、
国
母
稲
積
地
蔵
の
縁
起
に
取
り

込
ま
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
苗
敷
仙
人
伝
承
と
稲
積
地
名
伝
説
が
結
合
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
）
（（
（

。
ま
た
、
山
本
氏
は
、
大
地
に
恵
み
を
も
た
ら
す
国
土
の
母
神
信
仰
を
基
盤
に
し
て
、
甲
府
盆

地
の
開
発
に
お
け
る
最
大
の
難
敵
で
あ
っ
た
御
勅
使
川
と
釜
無
川
の
水
を
鎮
め
る
信
仰
と
、
苗
敷

山
を
含
ん
だ
鳳
凰
三
山
周
辺
の
山
岳
信
仰
の
中
で
醸
成
さ
れ
た
山
の
地
蔵
菩
薩
信
仰
が
重
な
り
合

い
、「
流
レ
御
堂
」
や
国
母
稲
積
地
蔵
像
へ
の
信
仰
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

）
（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
高
達
・
山
本
両
氏
と
も
に
、
二
つ
の
湖
水
伝
説
は
、
本
来
別
系
統
で
あ
っ
た
信

仰
が
相
互
に
統
合
・
影
響
し
あ
っ
た
も
の
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
が
、
本
稿
で
考
察
し
た
よ
う

に
、
湖
水
伝
説
は
、
川
上
の
苗
敷
山
周
辺
と
川
下
の
釜
無
川
水
系
流
域
と
い
う
一
体
性
を
持
っ
た

地
域
に
お
い
て
成
立
し
た
同
一
の
伝
承
を
起
源
と
し
つ
つ
、
十
五
世
紀
以
降
、
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ

独
立
し
た
伝
説
と
し
て
継
承
さ
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
稿
の
研
究
結
果
に
つ
い
て
は
、
苗
敷
山
お
よ
び
国
母
稲
積
地
蔵
の
信
仰
圏
の
変
遷
や
、
関
係

地
域
内
に
伝
わ
る
由
緒
・
縁
起
と
の
比
較
な
ど
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
今
後
は
、
こ
れ
ら
の
課

題
を
治
水
・
利
水
史
研
究
と
絡
め
な
が
ら
考
察
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

註（
１
）
例
え
ば
、
飯
田
文
弥
・
秋
山
敬
・
笹
本
正
治
・
齋
藤
康
彦
編
『
山
梨
県
の
歴
史
』（
山
川
出
版
社　

一
九
九
九
年
）
な
ど
。

（
２
）
柴
�
俊
六
「
戦
国
期
の
水
利
灌
漑
と
開
発
」（『
民
衆
史
研
究
』
一
一　

一
九
七
三
年
）、
後
に
同
著
『
戦

国
大
名
領
の
研
究
｜
甲
斐
武
田
氏
領
の
展
開
｜
』（
名
著
出
版　

一
九
八
一
年
）
に
再
録
。
秋
山
敬
「
甲

斐
に
お
け
る
中
世
〜
近
世
初
頭
の
川
除
普
請
と
そ
の
担
い
手
」（『
武
田
氏
研
究
』
一
七　

一
九
九
六
年
）。

笹
本
正
治
「
古
代
・
中
世
の
治
水
」（『
山
梨
県
堤
防
・
河
岸
遺
跡
分
布
調
査
報
告
書
』
山
梨
県
教
育
委

員
会　

一
九
九
八
年
）、
後
に
同
著
『
災
害
文
化
史
の
研
究
』（
高
志
書
院　

二
〇
〇
三
年
）
に
再
録
。

平
山
優
「
戦
国
期
に
お
け
る
川
除
普
請
の
技
術
と
人
足
動
員
に
関
す
る
一
考
察
｜
甲
斐
国
を
事
例
と
し

て
｜
」（『
武
田
氏
研
究
』
三
一　

二
〇
〇
五
年
）。
拙
稿
「
中
世
甲
斐
国
に
お
け
る
井
堰
の
開
発
｜
上
条

堰
を
対
象
に
し
て
｜
」（『
帝
京
大
学
山
梨
文
化
財
研
究
所
研
究
報
告
』
一
四
「
特
集
・
治
水
と
利
水
の

考
古
学
」　

二
〇
一
〇
年
）、「
戦
国
期
に
お
け
る
川
除
普
請
と
地
域
社
会
｜
甲
斐
国
を
事
例
と
し
て
｜
」

（『
歴
史
学
研
究
』
八
八
九　

二
〇
一
二
年
）、
い
ず
れ
も
後
に
同
著
『
中
世
後
期
の
開
発
・
環
境
と
地
域

社
会
』（
高
志
書
院　

二
〇
一
二
年
）
に
再
録
、「
近
世
甲
斐
国
に
お
け
る
川
除
普
請
｜
鳥
取
藩
・
岡
藩

に
よ
る
御
手
伝
普
請
を
め
ぐ
っ
て
｜
」（『
山
梨
県
立
博
物
館
研
究
紀
要
』
第
七
集　

二
〇
一
三
年
）
な
ど
。

（
３
）
安
達
満
『
近
世
甲
斐
の
治
水
と
開
発
』（
山
梨
日
日
新
聞
社　

一
九
九
四
年
）、
川
﨑
剛
「
釜
無
川
の
流

路
変
遷
に
つ
い
て
」（『
武
田
氏
研
究
』
一
三　

一
九
九
四
年
）、
今
福
利
恵
「
御
勅
使
川
流
路
の
変
遷
と

地
域
の
様
相
」（『
信
玄
堤
の
再
評
価
』
山
梨
郷
土
研
究
会
・
山
梨
県
考
古
学
協
会
・
武
田
氏
研
究
会　

二
〇
〇
四
年
）
な
ど
。

（
４
） 

田
中
大
輔
「
近
世
釜
無
川
右
岸
の
治
水
体
系
｜
鏡
中
条
村
に
お
け
る
検
討
｜
」（『
山
梨
考
古
学
論
集
Ⅴ

山
梨
県
考
古
学
協
会
25
周
年
記
念
論
文
集
』
山
梨
県
考
古
学
協
会　

二
〇
〇
四
年
）、
斎
藤
秀
樹
「
堤
防

遺
跡
に
お
け
る
胴
木
の
変
遷
」（『
帝
京
大
学
山
梨
文
化
財
研
究
所
研
究
報
告
』
一
四
「
特
集
・
治
水
と

利
水
の
考
古
学
」　

二
〇
一
〇
年
）、
畑
大
介
「
信
玄
堤
と
石
材
を
用
い
た
護
岸
施
設
」（『
山
梨
県
立
博

物
館
調
査
・
研
究
報
告
４　

信
玄
堤
研
究
の
新
展
開
｜
甲
斐
の
治
水
・
利
水
と
景
観
の
変
化
｜
』
山
梨

県
立
博
物
館　

二
〇
一
〇
年
）
な
ど
。

（
５
） 

山
梨
の
水
に
関
わ
る
代
表
的
な
祭
礼
と
し
て
御
幸
祭
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
こ
の
成
立
状
況
を
考
察
し

た
論
考
は
、
平
山
優
「
戦
国
期
甲
斐
国
一
・
二
・
三
宮
祭
礼
に
つ
い
て
」（『
信
濃
』
四
三
巻
一
一
号　

一
九
九
一
年
）、
後
に
同
著
『
戦
国
期
大
名
領
国
の
基
礎
構
造
』（
校
倉
書
房　

一
九
九
九
年
）、
堀
内
真

「
御
幸
祭
に
つ
い
て
」（『
山
梨
県
史
研
究
』
五　

一
九
九
七
年
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。

（
６
） 

高
達
奈
緒
美
「
甲
斐
国
国
母
地
蔵
の
伝
承
と
資
料
｜
翻
刻　

国
母
地
蔵
縁
起
二
種
」（『
甲
斐
路
』
五
七

　

一
九
八
六
年
）。

（
７
） 

苗
敷
山
総
合
学
術
調
査
報
告
書
『
苗
敷
山
の
総
合
研
究
』（
韮
崎
市
教
委
委
員
会
・
苗
敷
山
総
合
学
術
調

査
研
究
会　

二
〇
一
一
年
）。

（
８
） 

山
本
義
孝
「
苗
敷
山
周
辺
の
山
岳
信
仰
」（
前
掲
註（
7
）報
告
書　

第
三
編
第
五
章
）。
そ
の
他
、
萩
原

三
雄
監
修
『
図
説　

韮
崎
・
巨
摩
の
歴
史
』（
郷
土
出
版
社　

二
〇
〇
〇
年
）
に
は
、
数
野
雅
彦
「
国
母

地
蔵
伝
説
と
『
地
蔵
菩
薩
霊
験
記
』」
お
よ
び
信
藤
祐
仁
「
苗
敷
山
と
穂
見
神
社
」
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
ぞ
れ
に
伝
来
す
る
湖
水
伝
説
の
概
要
を
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
、
功
刀
吉
彦
『
苗
敷
山
穂
見
神
社

の
研
究
』（
自
費
出
版　

一
九
九
三
年
）
は
、
苗
敷
山
の
山
麓
に
居
住
す
る
立
場
で
、
穂
見
神
社
の
由
来

を
叙
述
し
て
い
る
。

（
９
） 
前
掲
註（
7
）報
告
書　

第
二
編
第
四
章
「
建
築
物
」（
渡
辺
洋
子
執
筆
箇
所
）。

（
10
） 

前
掲
註（
7
）報
告
書　

第
二
編
第
五
章
「
仏
像
」（
鈴
木
麻
里
子
執
筆
箇
所
）。

（
11
） 『
甲
斐
国
社
記
・
寺
記
』
第
二
巻
（
山
梨
県
立
図
書
館　

一
九
六
八
年
）
通
巻
第
二
二
巻
。

（
12
） 

前
掲
註（
7
）報
告
書　

第
二
編
第
五
章
「
仏
像
」（
鈴
木
麻
里
子
執
筆
箇
所
）。
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史
料
６
に
よ
る
と
、苗
敷
山
の
山
頂
の
社
に
「
国
母
地
蔵
」
と
「
国
建
神
」
が
祀
ら
れ
て
お
り
、

「
国
建
神
」
は
行
基
と
と
も
に
南
方
の
山
地
を
切
り
開
い
て
湖
水
を
流
し
、
甲
斐
の
国
土
を
開
い

た
と
い
う
。
こ
こ
で
は
苗
敷
山
の
伝
説
の
中
に
国
母
稲
積
地
蔵
が
登
場
し
、
苗
敷
山
の
本
地
仏
で

あ
る
虚
空
蔵
菩
薩
と
一
体
の
も
の
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
挿
図
（
図

２
）
か
ら
も
、
苗
敷
山
と
国
母
稲
積
地
蔵
ゆ
か
り
の
御
勅
使
川
を
一
体
の
地
域
と
す
る
認
識
が
存

在
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

一
方
、
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
に
書
写
さ
れ
た
と
伝
わ
る
「
国
母
地
蔵
由
来
記

）
（（
（

」
に
は
「
当

国
開
闢
之
神
国
建
大
明
神
ト
奉
白
シ
モ
、
本
地
ヲ
白
セ
ハ
地
蔵
菩
薩
ニ
テ
マ
シ
マ
ス
」
と
記
さ
れ

て
い
る
ほ
か
、
十
八
世
紀
後
半
に
記
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
「
上
条
地
蔵
大
菩
薩
略
縁
起

）
（（
（

」

に
も
「
駒
ヶ
嶽
に
苗
敷
仙
人
と
い
へ
る
翁
あ
り
て
、
な
が
く
大
士
の
仏
餉
と
な
さ
ん
と
始
て
地
に

五
穀
の
種
子
を
播
し
玉
ふ
、
苗
敷
山
に
安
座
し
玉
ふ
虚
空
蔵
菩
薩
是
也
、
今
国
中
の
人
作
り
の
神

と
あ
が
む
」
と
あ
り
、
国
母
稲
積
地
蔵
の
縁
起
中
に
も
、
苗
敷
山
ゆ
か
り
の
神
仏
が
登
場
す
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
虚
空
蔵
菩
薩
は
天

を
統
べ
る
神
と
し
て
地
蔵
菩
薩
と

一
対
と
な
っ
て
信
仰
さ
れ
て
き
た

こ
と
や
、
虚
空
蔵
菩
薩
を
金
剛
界

大
日
、
地
蔵
菩
薩
を
胎
蔵
界
大
日

と
し
て
同
体
と
す
る
説
が
存
在
す

る
こ
と
、
ま
た
鎌
倉
期
以
降
、
浄

土
思
想
の
中
で
虚
空
蔵
菩
薩
＝
天

＝
極
楽
へ
の
導
者
、
地
蔵
菩
薩
＝

地
＝
地
獄
か
ら
の
救
済
者
と
い
う

観
念
が
広
ま
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る

）
（（
（

。

　

こ
の
指
摘
を
ふ
ま
え
る
と
、
国

母
稲
積
地
蔵
と
苗
敷
山
の
本
地
仏
虚
空
蔵
菩
薩
は
、
本
来
一
対
・
一
体
の
も
の
と
し
て
信
仰
さ
れ

て
お
り
、
そ
れ
が
水
源
で
あ
る
苗
敷
山
上
と
そ
の
山
麓
、
さ
ら
に
釜
無
川
水
系
流
域
に
わ
た
っ
て
、

水
神
信
仰
と
交
わ
り
つ
つ
、
湖
水
伝
説
と
し
て
継
承
さ
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、国
母
稲
積
地
蔵
を
祀
っ
た
寺
院
が「
法
城
寺
」で
あ
る
一
方
、苗
敷
山
の
別
当
寺
院
は「
宝

生
寺
」
で
あ
る
。
こ
の
寺
号
の
読
み
は
類
似
し
て
お
り
、
両
寺
は
国
母
稲
積
地
蔵
お
よ
び
本
地
仏

虚
空
蔵
菩
薩
を
祀
る
本
来
同
一
の
寺
院
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
苗
敷
山
と
国
母
稲
積
地
蔵
に
そ
れ
ぞ
れ
関
係
す
る
湖
水
伝
説
は
、
本
来
苗
敷
山

か
ら
そ
の
山
麓
を
流
れ
る
須
沢
川
・
御
勅
使
川
・
釜
無
川
流
域
に
か
け
て
伝
承
さ
れ
て
い
た
共
通

の
甲
斐
国
の
国
生
み
伝
説
を
起
源
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、
旧
釜
無
川
東
流
路
の
消
滅

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
河
川
の
流
路
変
遷
に
と
も
な
う
地
域
社
会
の
再
編
成
に
よ
っ
て
、
川
上
の

苗
敷
山
周
辺
と
川
下
の
釜
無
川
水
系
流
域
に
そ
れ
ぞ
れ
分
化
し
て
口
伝
さ
れ
て
き
た
の
が
、
今
日

に
伝
え
ら
れ
る
二
つ
の
湖
水
伝
説
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
本
稿
で
は
、
苗
敷
山
に
祀
ら
れ
た
仏
像
に
つ
い
て
考
察
し
、
苗
敷
山
の
信
仰
お
よ
び
湖

水
伝
説
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
。
ま
た
、
国
母
稲
積
地
蔵
に
関
す
る
湖
水
伝
説
の
内
容
を
整

理
す
る
と
と
も
に
、
苗
敷
山
の
信
仰
や
伝
承
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

　

こ
の
結
果
、
苗
敷
山
と
国
母
稲
積
地
蔵
に
そ
れ
ぞ
れ
関
係
す
る
湖
水
伝
説
は
、
本
来
、
苗
敷
山

の
本
地
仏
で
あ
る
虚
空
蔵
菩
薩
と
国
母
稲
積
地
蔵
を
合
わ
せ
て
信
仰
の
対
象
と
し
、
苗
敷
山
か
ら

そ
の
山
麓
を
流
れ
る
須
沢
川
・
御
勅
使
川
・
釜
無
川
流
域
に
か
け
て
広
ま
っ
た
共
通
の
国
生
み
伝

説
を
起
源
と
し
て
誕
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

そ
れ
が
、『
地
蔵
菩
薩
霊
験
記
』『
地
蔵
菩
薩
三
国
霊
験
記
』
が
成
立
し
た
十
五
世
紀
以
降
、
虚

空
蔵
菩
薩
を
祀
る
川
上
の
苗
敷
山
周
辺
と
国
母
稲
積
地
蔵
を
信
仰
す
る
川
下
の
釜
無
川
水
系
流
域

に
徐
々
に
分
化
し
て
、二
つ
の
湖
水
伝
説
と
し
て
体
系
化
し
継
承
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

と
こ
ろ
で
、
高
達
氏
は
、
苗
敷
山
と
国
母
稲
積
地
蔵
に
そ
れ
ぞ
れ
関
係
す
る
湖
水
伝
説
に
つ
い

図２ 『甲斐叢記』前輯四「苗敷山」項 挿図（山梨県立博物館蔵）
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蔵
菩
薩
三
国
霊
験
記
』
に
よ
る
と
、国
母
稲
積
地
蔵
像
を
祀
っ
た
「
法
成
寺
」（
日
輪
堂
）
は
、「
篠

原
山
」
に
所
在
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
、『
甲
陽
軍
鑑
』
で
は
、
国
母
稲
積
地
蔵
像
を
「
か
ミ
で

う
地
蔵
ぼ
さ
つ
」
と
呼
称
し
て
い
る
よ
う
に
、
本
像
は
古
上
条
に
祀
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
史
料
に
記
載
さ
れ
た
甲
府
移
転
以
前
に
お
け
る
国
母
稲
積
地
蔵
像
の
所
在
地
を
ま
と

め
る
と
、
①
須
沢
川
、
②
高
砂
、
③
篠
原
、
④
古
上
条
、
⑤
一
条
と
い
う
よ
う
に
な
る
。
こ
の
①

か
ら
⑤
ま
で
の
地
域
は
、
図
１
の
と
お
り
、
い
ず
れ
も
御
勅
使
川
お
よ
び
同
川
と
合
流
す
る
釜
無

川
の
旧
東
流
路
沿
い
に
展
開
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
実
際
に『
地
蔵
菩
薩
霊
験
記
』に
は
、「
甲

州
一
条
ノ
高
砂
河
原
」の
所
在
地
を「
蒲
無
河
」（
釜
無
川
）が
東
西
に
流
れ
る
場
所
と
記
し
て
い
る
。

ま
た
、『
地
蔵
菩
薩
三
国
霊
験
記
』
に
は
、「
篠
原
山
」
の
北
方
に
大
河
が
東
西
に
流
れ
、
そ
の
川

下
は
西
南
に
向
か
っ
て
い
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

釜
無
川
東
流
路
は
、
竜
王
（
甲
斐
市
）
か
ら
東
の
方
角
に
向
い
、
荒
川
と
合
流
し
た
後
、
南

西
の
方
角
に
流
れ
を
変
え
て
落
合
（
甲
府
市
）
付
近
で
笛
吹
川
と
合
流
し
て
お
り
、
永
禄
三
年

（
一
五
六
〇
）
以
前
に
竜
王
信
玄
堤
が
築
造
さ
れ
て
流
路
が
閉
め
切
ら
れ
る
ま
で
存
続
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
て
い
る

）
（（
（

。『
地
蔵
菩
薩
霊
験
記
』『
地
蔵
菩
薩
三
国
霊
験
記
』
に
見
え
る
河
川
の
説
明

は
、
ま
さ
し
く
釜
無
川
東
流
路
を
表
現
し
て
い
る
と
考
え
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
①
は
苗
敷
山
の
南
西
山
麓
を
流
れ
御
勅
使
川
と
合
流
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
国
母
稲

積
地
蔵
の
信
仰
は
、
苗
敷
山
麓
の
須
沢
川
か
ら
御
勅
使
川
を
経
て
釜
無
川
に
至
る
釜
無
川
水
系
流

域
に
展
開
し
て
お
り
、
苗
敷
山
の
信
仰
と
の
接
点
が
確
認
さ
れ
る
。

　

史
料
上
に
お
い
て
も
、
苗
敷
山
と
国
母
稲
積
地
蔵
に
そ
れ
ぞ
れ
関
係
す
る
湖
水
伝
説
に
は
接
点

が
う
か
が
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
享
保
十
七
年（
一
七
三
二
）頃
に
成
立
し
た
『
甲
州
噺
』
巻
之
上

に
は
、
国
母
稲
積
地
蔵
に
関
す
る
湖
水
伝
説
と
併
記
し
て
、
苗
敷
山
に
関
す
る
湖
水
伝
説
が
記
載

さ
れ
て
い
る

）
（（
（

。
ま
た
、
嘉
永
四
年（
一
八
五
一
）に
編
纂
さ
れ
た『
甲
斐
叢
記
』に
は
、
図
２
の
よ
う

な
苗
敷
山
と
御
勅
使
川
が
一
体
と
し
て
描
か
れ
た
挿
図
と
と
も
に
、次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　【
史
料
６

）
（（
（

】

　
　

苗
敷
山　

上
條
南
割
村　

頂
に
社
あ
り
。
國
母
地
蔵　

又
虚
空
蔵
と
も
云
は
訛
れ
る
な
り　

と
國

建
神
と
を
配
祀
る
宝
生
寺
と
い
へ
る
寺
あ
り
て
、
摂
祀
れ
り
。
寺
領
七
石
余
あ
り
。
古
き
傳

に
國
建
神
、
行
基
菩
薩
と
力
を
戮
て
南
山
を
决
鑿
ち
、
湖
水
を
涸
し
て
國
土
を
闢
き
、
稲
苗

を
殖
始
し
故
に
此
山
を
苗
敷
と
号
と
ぞ
。

図１　甲斐国湖水伝説関係地図
※国土地理院発行の25,000分の1地形図「甲府北部」、「甲府」、「市川大門」、「韮崎」、「小笠原」、「鰍沢」を編集して使用した。
※塗りつぶしで表した明治21年（1888）の川の流路及び荒地・深田の分布は、地図資料編纂会編『正式二万分一地形
図集成』中部日本１（柏書房　2002年）を参考にした。
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け
れ
ば
同
国
が
衰
微
す
る
と
、
十
六
世
紀
の
甲
斐
国
に
生
き
た
人
々
の
間
で
認
識
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。

　

そ
の
後
、
近
世
に
入
り
、
湖
水
伝
説
に
つ
い
て
詳
細
を
記
し
た
史
料
と
し
て
『
甲
斐
国
志
』
の

記
述
が
注
目
さ
れ
る
。

【
史
料
５

）
（（
（

】

　
　

稲
積
国
母
地
蔵
ノ
縁
記
ニ
云
フ
、
養
老
中
行
基
菩
薩
本
州
ニ
来
タ
リ
南
山
ヲ
擘
キ
洪
水
ヲ
治

メ
シ
時
、
地
蔵
大
士
ノ
像
ヲ
刻
シ
デ
篠
原
ノ
岡
ニ
祭
リ
法
城
寺
ト
号
ス
、
治
暦
中
斯
羅
三
郎

此
ノ
地
ヘ
移
シ
永
禄
中
信
玄
古
府
ヘ
移
シ
、
後
又
板
垣
ノ
郷
東
光
寺
ニ
移
シ
テ
今
ニ
現
在
セ

リ
、（
省
略
）
甲
州
記
追
加
ニ
行
基
菩
薩
杖
頭
ニ
地
蔵
大
士
ノ
像
ヲ
刻
ミ
篠
原
ノ
岡
ニ
安
置

セ
シ
ガ
洪
水
ニ
漂
ヒ
西
郡
上
高
砂
ノ
域
ニ
止
マ
リ
シ
ヲ
、
村
人
取
リ
ア
ゲ
テ

之
浮
御
堂
ト

号
ス
、
後
ニ
弘
法
大
師
一
尺
余
ノ
像
ニ
模
作
シ
杖
頭
ノ
旧
像
ヲ
バ
頭
ノ
内
ニ
収
メ
中
郡
古
上

条
ニ
遷
シ
置
キ
日
輪
法
城
寺
ト
勅
額
ヲ
申
シ
下
シ
嵯
峨
ノ
法
金
剛
院
ノ
末
寺
ト
ナ
ス
、
淳
和

帝
天
長
十
年
ノ
事
也
ト
ア
リ
、

　

史
料
５
に
よ
る
と
、
法
城
寺
は
、
養
老
年
間
（
七
一
七
〜
七
二
四
）
に
行
基
が
国
母
稲
積
地

蔵
像
を
造
立
し
て
「
篠
原
岡
」
に
祀
っ
た
こ
と
が
始
ま
り
で
あ
り
、
治
暦
年
間
（
一
〇
六
五
〜

一
〇
六
九
）
に
は
源
義
光
（
新
羅
三
郎
）
が
「
国
母
郷
」
に
、
ま
た
永
禄
年
間
（
一
五
五
八
〜

一
五
七
〇
）
に
は
武
田
信
玄
が
「
古
府
」（
甲
府
）
に
同
像
を
移
し
、
さ
ら
に
、
東
光
寺
に
移
転

し
て
現
在
（『
甲
斐
国
志
』
が
編
纂
さ
れ
た
十
九
世
紀
初
頭
）
に
至
っ
た
と
い
う
。

　

ま
た
、
行
基
が
造
立
し
た
仏
像
は
、
洪
水
に
よ
っ
て
「
篠
原
岡
」
か
ら
上
高
砂
（
南
ア
ル
プ
ス

市
）
周
辺
に
流
れ
つ
き
、
地
元
の
住
民
が
「
浮
御
堂
」
に
祀
っ
た
が
、
弘
法
大
師
（
空
海
）
が
、

天
長
十
年
（
八
三
三
）
に
こ
の
像
を
模
し
て
一
尺
余
（
約
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
の
仏
像
を
造

り
、本
来
の
像
を
そ
の
頭
部
に
納
め「
中
郡
古
上
条
」（
甲
府
市
）に
移
し
た
と
い
う
伝
承
が
伝
わ
っ

て
い
る
。

　

史
料
５
を
史
料
２
、３
、４
の
記
述
と
比
較
す
る
と
、『
甲
斐
国
志
』
の
国
母
稲
積
地
蔵
に
関
す
る
記

述
は
、『
地
蔵
菩
薩
霊
験
記
』『
地
蔵
菩
薩
三
国
霊
験
記
』『
甲
陽
軍
鑑
』
の
内
容
を
融
合
さ
せ
、
ま

た
そ
れ
ぞ
れ
の
記
述
内
容
の
整
合
性
が
と
れ
る
よ
う
に
調
整
し
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
一
方
、
国
母
稲
積
地
蔵
像
は
、『
地
蔵
菩
薩
霊
験
記
』『
地
蔵
菩
薩
三
国
霊
験
記
』
に
見
え

る
行
基
・
空
海
と
い
っ
た
高
僧
に
加
え
て
、
源
義
光
・
武
田
信
玄
と
い
っ
た
甲
斐
源
氏
の
一
族
ゆ

か
り
の
仏
像
と
し
て
、
移
転
を
繰
り
返
し
な
が
ら
受
け
伝
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
や
、
行
基
が
山
を

切
り
開
い
た
こ
と
な
ど
、こ
れ
ま
で
の
伝
承
が
変
容
し
て
受
け
伝
え
ら
れ
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。

　

な
お
、『
甲
陽
日
記
』
大
永
七
年
（
一
五
二
七
）
条
に
は
、「
正
月
廿
五
辛
亥
、
上
条
ノ
地
蔵
堂

可
取
立
ト
テ
、
南
宮
ノ
西
ノ
地
形
平
普
請
初
」
と
あ
り

）
（（
（

、「
上
条
ノ
地
蔵
堂
」（
法
城
寺
）
の
甲
府

移
転
の
状
況
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
先
述
し
た
史
料
４
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
甲
斐

国
の
統
治
者
は
法
城
寺
を
保
護
し
な
け
れ
ば
、
同
国
が
衰
微
す
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
背

景
と
し
て
、
当
時
甲
斐
国
を
統
治
し
て
い
た
武
田
信
虎
が
、
甲
斐
国
の
国
主
と
し
て
法
城
寺
の
保

護
を
実
行
し
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
国
母
稲
積
地
蔵
に
関
す
る
湖
水
伝
説
は
、
地
蔵
信
仰
と
甲
斐
国
の
水
害
に
関
す

る
伝
承
が
十
五
世
紀
ま
で
に
複
数
成
立
し
て
い
た
中
で
、
十
六
世
紀
に
湖
水
伝
説
と
し
て
そ
の
原

型
が
成
立
し
、
さ
ら
に
近
世
を
と
お
し
て
こ
れ
ら
の
伝
承
が
融
合
・
変
容
し
つ
つ
、
十
九
世
紀
初

頭
ま
で
に
は
今
日
伝
承
さ
れ
て
い
る
内
容
に
確
定
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三　

結
び
つ
く
二
つ
の
湖
水
伝
説

　

以
上
、
苗
敷
山
と
国
母
稲
積
地
蔵
に
そ
れ
ぞ
れ
関
係
す
る
湖
水
伝
説
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
本

章
で
は
、
二
つ
の
湖
水
伝
説
は
相
互
に
独
自
に
発
祥
し
た
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
共
通
の
原
型

を
有
す
る
伝
説
な
の
か
を
検
討
す
る
。

　

第
二
章
で
考
察
し
た
よ
う
に
、『
地
蔵
菩
薩
霊
験
記
』
に
よ
る
と
、「
蒲
無
河
」（
釜
無
川
）
が

東
西
に
流
れ
る
「
甲
州
一
条
ノ
高
砂
河
原
」
に
あ
っ
た
地
蔵
菩
薩
像
を
祀
る
「
流
レ
御
堂
」
は
、

本
来
、「
頂
沢
川
」（
須
沢
川
）
の
河
畔
に
あ
っ
た
安
通
院
の
本
堂
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
『
地
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た
が
、
当
時
は
、
篠
原
山
の
北
方
に
大
河
が
東
西
に
流
れ
、
そ
の
川
下
は
西
南
に
向
か
っ
て
い
た

こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
行
基
は
、
地
蔵
菩
薩
の
姿
を
二
寸
二
分
の
仏
像
に
刻
み
、
養
老
二
年
（
七
一
八
）
三

月
二
十
四
日
に
一
間
四
方
の
草
堂
を
建
立
し
、
仏
像
を
本
尊
と
し
て
祀
っ
た
。
そ
れ
以
来
、「
湖

水
黄
岡
ヲ
耕
、
彼
ノ
寺
領
ト
名
ケ
、
ソ
レ
ヨ
リ
民
豊
ニ
シ
テ
、
春
ハ
カ
マ
ド
ヲ
ニ
ギ
ハ
イ
、
秋
ハ

イ
ネ
ヲ
ツ
ミ
ケ
レ
バ
、
人
呼
『
稲
積
』
ト
ハ
申
シ
ケ
ル
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
仏
像
が
「
稲
積

地
蔵
」
と
呼
ば
れ
豊
作
を
も
た
ら
す
仏
と
し
て
崇
拝
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
本
書
に
よ
る
と
、
行
基
は
草
堂
の
名
称
を
日
輪
堂
と
名
付
け
た
が
、
そ
の
後
の
経
緯
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　【
史
料
３

）
（（
（

】

　
　

其
後
、
淳
和
天
皇
ノ
御
宇
ニ
、
彼
ノ
国
洪
水
氾
濫
シ
テ
、
寺
既
ニ
崩
ト
ス
。
故
ニ
、
可
治
之

由
ヲ
奏
聞
ス
。
依
テ
、
天
長
十
年
二
月
十
八
日
、
弘
法
大
師
ニ
勅
シ
テ
、『
日
輪
法
成
之
寺
』

ト
額
ヲ
ナ
シ
、
水
神
ヲ
祭
ケ
レ
バ
、
水
四
谷
ニ
流
レ
、
波
瀾
モ
斯
ニ
シ
ヅ
マ
リ
ケ
リ
。
サ
レ

バ
法
成
寺
ト
ハ
、
其
ノ
心
、
水
ヲ
去
土
ト
成
ト
云
フ
コ
ヽ
ロ
ナ
リ
。
其
後
、
清
和
天
皇
ノ
御

宇
ニ
、
国
母
染
殿
ノ
后
ノ
御
領
ナ
レ
バ
、
御
葬
台
法
金
剛
院
ノ
末
寺
ニ
テ
ア
ル
ベ
キ
由
ヲ
宣

下
ア
リ
。
則
、
勅
額
ヲ
下
給
ハ
ル
。

　

史
料
３
に
よ
る
と
、
淳
和
天
皇
の
時
代
に
洪
水
が
あ
り
草
堂
が
荒
廃
し
た
た
め
、
天
長
十
年

（
八
三
三
）
二
月
十
八
日
、「
日
輪
法
成
之
寺
」
と
草
堂
の
寺
号
を
定
め
て
水
神
を
祀
っ
た
と
こ
ろ
、

洪
水
が
鎮
ま
っ
た
。
さ
ら
に
、
清
和
天
皇
の
時
代
（
在
位
期
間　

天
安
二
年
［
八
五
八
］
〜
貞
観

十
八
年
［
八
七
六
］）、「
法
成
寺
」
が
、
天
皇
の
母
で
あ
る
「
国
母
染
殿
ノ
后
」（
藤
原
明
子
）
の

所
領
内
に
あ
っ
た
た
め
、
后
ゆ
か
り
の
法
金
剛
院
（
京
都
市
右
京
区
）
の
末
寺
と
な
っ
た
と
い
う

）
（（
（

。

　

中
で
も
、国
母
稲
積
地
蔵
が
祀
ら
れ
て
い
た
「
法
成
寺
」
に
水
神
を
合
わ
せ
て
祀
っ
た
と
こ
ろ
、

洪
水
が
鎮
ま
っ
た
と
の
記
述
か
ら
、
十
五
世
紀
段
階
で
国
母
稲
積
地
蔵
と
水
神
へ
の
信
仰
が
一
体

化
し
て
継
承
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
し
注
目
さ
れ
る
。

　

な
お
、史
料
２
の『
地
蔵
菩
薩
霊
験
記
』で
は「
甲
州
一
条
ノ
高
砂
河
原
」に
あ
っ
た「
流
レ
御
堂
」、

ま
た
史
料
３
の
『
地
蔵
菩
薩
三
国
霊
験
記
』
で
は
「
篠
原
山
」
の
「
日
輪
堂
」
と
、
両
者
の
説
話

の
内
容
に
は
差
異
が
確
認
さ
れ
る
が
、東
西
に
流
れ
る
大
河
（「
蒲
無
河
」）
の
畔
に
地
蔵
像
を
祀
っ

た
堂
舎
が
存
在
す
る
点
や
、
淳
和
天
皇
の
時
代
に
洪
水
の
被
害
を
受
け
た
こ
と
が
伝
わ
っ
て
い
る

点
か
ら
、
両
者
は
共
通
の
伝
承
か
ら
発
生
し
た
説
話
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
説
話
の
内
容
を
背
景
と
し
つ
つ
、
国
母
稲
積
地
蔵
と
湖
水
伝
説
と
の
関
係

が
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
る
の
が
、
十
六
世
紀
後
半
の
戦
国
時
代
に
成
立
し
た
『
甲
陽
軍
鑑
』
に

見
え
る
次
の
記
述
で
あ
る
。

　【
史
料
４

）
（（
（

】

　
　

ほ
う
じ
よ
う
じ
ハ
、
甲
斐
国
、
と
つ
と
む
か
し
ハ
水
う
ミ
な
り
、
と
き
く
。
か
ミ
で
う
地
蔵

ぼ
さ
つ
の
御
ち
か
ひ
に
て
、
南
の
山
を
き
り
て
、
一
国
の
水
、
こ
と

ぐ
く
ふ
ぢ
川
へ
お
つ

る
に
よ
り
、
甲
州
国
中
平
地
と
な
り
て
、
今
か
く
の
ご
と
く
な
り
。
さ
る
に
よ
り
て
、
か
ミ

で
う
地
蔵
堂
と
ハ
申
せ
ど
も
、
寺
号
を
バ
、「
法
城
寺
」
と
申
。
こ
の
文
字
は
、「
水
去
て
土

と
成
」
と
云
こ
と
ハ
り
也
。
ほ
う
じ
や
う
じ
や
ぶ
れ
バ
、
甲
州
ハ
す
い
び
な
り
。
末
代
迄
も

甲
州
持
将
ハ
、
此
寺
か
ミ
で
う
法
城
寺
を
建
立
あ
る
べ
し
。

　

史
料
４
に
よ
る
と
、
甲
斐
国
が
か
つ
て
湖
で
あ
っ
た
時
代
に
、
法
城
寺
の
上
条
地
蔵
菩
薩
（
国

母
稲
積
地
蔵
）
の
誓
い
に
よ
っ
て
甲
斐
国
の
南
方
の
山
地
を
切
り
開
き
、
一
国
の
水
を
悉
く
富
士

川
に
流
し
た
た
め
に
、
国
中
が
平
地
に
な
っ
た
と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
な
国
母
稲
積
地
蔵
に
関
係
す
る
湖
水
伝
説
に
つ
い
て
、
今
日
伝
承
さ
れ
て
い
る
内
容

に
類
似
す
る
原
型
が
伝
わ
る
の
は
『
甲
陽
軍
鑑
』
を
初
見
と
し
て
お
り
、
同
書
が
執
筆
さ
れ
た

十
六
世
紀
段
階
に
遡
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る

）
（（
（

。

　

ま
た
史
料
４
か
ら
は
、
甲
斐
国
の
統
治
者
た
ち
が
国
母
稲
積
地
蔵
を
祀
る
法
城
寺
を
保
護
し
な
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本
地
仏
の
虚
空
蔵
菩
薩
像
が
焼
失
し
、
本
像
の
み
が
現
存
す
る
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る

）
（（
（

。

　

先
述
し
た
よ
う
に
、
虚
空
蔵
堂
（
奥
宮
本
殿
）
の
右
の
扉
に
祀
ら
れ
た
国
建
大
明
神
が
明
王
形

立
像
に
該
当
す
る
こ
と
か
ら
判
断
す
る
と
、
本
像
は
、
左
の
扉
に
祀
ら
れ
た
山
代
王
子
権
現
に
該

当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
山
代
王
子
は
国
建
大
明
神
（
六
度
仙
人
）
の
妻
と
な
っ
た
国
玉
姫
の
父

で
あ
り
、『
甲
斐
国
志
』
の
「
苗
敷
山
権
現
」
項
に
は
「
上
古
国
建
ノ
神
南
山
ヲ
決
鑿
シ
テ
湖
水

ヲ
乾
シ
中
郡
平
地
ト
ナ
リ
シ
時
山
代
王
子
稲
苗
ヲ
敷
キ
施
シ
テ
民
ニ
稼
穡
ノ
道
ヲ
教
ユ
」
と
記
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら

）
（（
（

、
山
代
王
子
権
現
は
、
治
水
の
神
で
あ
る
国
建
大
明
神
と
と
も
に
農
耕
神
と

し
て
崇
拝
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
れ
で
は
、
苗
敷
山
に
伝
わ
っ
た
湖
水
伝
説
は
、
い
つ
頃
か
ら
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

宝
生
寺
に
関
わ
る
近
世
前
期
を
遡
る
由
緒
書
や
文
書
類
が
存
在
し
て
い
な
い
た
め
、
苗
敷
山
に
関

係
す
る
湖
水
伝
説
の
発
祥
時
期
は
定
か
で
は
な
い
が
、
享
保
十
七
年
（
一
七
三
二
）
に
成
立
し
た

『
甲
州
噺

）
（（
（

』
に
は
、「
巨
摩
郡
甘
利
の
西
の
方
に
苗
敷
山
と
云
有
、
此
山
上
に
立
せ
玉
ふ
虚
空
蔵
菩

薩
は
、
其
節
國
中
の
水
干
瀉
へ
稲
の
苗
を
與
へ
給
ふ
と
て
、
一
國
の
百
姓
毎
年
八
月
十
三
日
に
其

年
の
新
米
を
ち
い
さ
き
俵
に
拵
へ
持
参
致
す
よ
し
、
古
来
よ
り
の
語
り
傳
御
座
候
由
申
之
」
と
あ

り
、
十
八
世
紀
前
半
段
階
に
お
い
て
、
既
に
古
来
よ
り
の
口
伝
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。

二　

国
母
稲
積
地
蔵
と
湖
水
伝
説

　

前
章
で
は
、
苗
敷
山
に
関
係
す
る
湖
水
伝
説
に
つ
い
て
考
察
し
た
が
、
湖
水
伝
説
に
は
も
う
一

つ
別
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
甲
府
五
山
に
列
す
る
臨
済
宗
の
古
刹
東
光
寺
（
甲

府
市
）
の
塔
頭
で
あ
っ
た
法
城
寺
に
祀
ら
れ
て
い
た
「
国
母
稲
積
地
蔵
」
と
呼
ば
れ
る
地
蔵
菩
薩

像
（
巻
頭
図
版
３
）
に
関
す
る
伝
説
で
あ
る

）
（（
（

。

　

国
母
稲
積
地
蔵
に
関
す
る
最
古
の
文
献
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
十
一
世
紀
に
成
立
し
、

十
五
世
紀
以
降
に
書
写
、
追
記
さ
れ
た
『
地
蔵
菩
薩
霊
験
記
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
次
の
よ
う
な

伝
承
で
あ
る
。

【
史
料
２

）
（（
（

】

　
　

蒲
無
河
ト
云
大
河
東
西
ニ
流
タ
リ
。
彼
河
ノ
南
ニ
、
四
方
一
百
余
町
バ
カ
リ
ノ
曠
玄
一
条
ナ

ル
白
砂
ノ
河
原
ア
リ
。
水
ニ
漂
波
ニ
セ
カ
レ
テ
砂
高
ク
見
ケ
レ
ハ
、
人
、
高
砂
河
原
ト
名
付

ケ
ル
。
彼
ノ
中
央
ニ
、
流
レ
御
堂
ト
号
シ
テ
、
歳
霜
久
キ
古
寺
一
宇
ア
リ
。
本
尊
ハ
地
蔵
菩

薩
、
六
尺
三
寸
ノ
立
像
、
木
躯
ノ
彩
色
ニ
テ
マ
シ
マ
ス
。
修
理
モ
及
十
余
年
ト
ゾ
見
シ
。（
省

略
）
淳
和
天
皇
ノ
御
宇
ニ
、
霖
雨
頻
ニ
シ
テ
、
洪
水
山
ヲ
崩
シ
岡
ヲ
破
ケ
レ
バ
、
彼
ノ
寺
ハ
、

往
古
西
山
白
根
岳
ノ
麓
ニ
、
頂
沢
川
ノ
旁
ニ
安
通
院
ト
号
シ
テ
、
其
山
ニ
深
ク
立
玉
フ
。
行

基
菩
薩
ノ
御
建
立
、
済
度
甚
深
ノ
道
場
タ
リ
。
本
尊
ハ
地
蔵
ニ
テ
在
ス
。
山
深
人
居
モ
遠
シ

テ
、
結
縁
ノ
便
モ
乏
ク
ヤ
思
召
ケ
ン
、
彼
ノ
流
レ
洪
水
ノ
為
ニ
推
流
レ
テ
、
遥
ニ
彼
ノ
河
原

ニ
移
テ
立
玉
ヘ
バ
、
世
人
是
ヲ
流
御
堂
ト
白
ス
ナ
リ
。

　

史
料
２
に
は
、
三
河
国
大
浜
（
愛
知
県
碧
南
市
）
に
住
み
地
蔵
菩
薩
を
崇
拝
し
た
法
師
が
、
信

濃
国
（
長
野
県
）
の
善
光
寺
を
参
詣
す
る
旅
中
、
駿
河
国
（
静
岡
県
）
の
富
士
山
麓
で
「
甲
州
一

条
ノ
高
砂
河
原
ニ
立
玉
フ
地
蔵
堂
」
の
存
在
を
知
り
、
往
復
の
途
中
で
立
ち
寄
っ
た
際
の
見
聞
が

記
さ
れ
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
、「
蒲
無
河
」（
釜
無
川
）
が
東
西
に
流
れ
る
「
甲
州
一
条
ノ
高
砂
河
原

）
（（
（

」
に
「
流
レ

御
堂
」
と
呼
ば
れ
る
地
蔵
堂
が
あ
り
、
六
尺
三
寸
（
約
一
八
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
の
彩
色
さ
れ

た
木
造
の
地
蔵
菩
薩
像
が
安
置
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
堂
は
本
来
、「
頂
沢
川
」（
須
沢
川
、
南
ア

ル
プ
ス
市
）
の
河
畔
に
あ
っ
た
行
基
建
立
と
伝
わ
る
安
通
院
の
本
堂
で
あ
り
、
平
安
時
代
の
淳
和

天
皇
の
時
代
（
在
位
期
間　

弘
仁
十
四
年
［
八
二
三
］
〜
天
長
十
年
［
八
三
三
］）
に
洪
水
に
遭
っ

て
流
さ
れ
た
と
い
う
。

　

ま
た
、
十
五
世
紀
以
降
に
書
写
さ
れ
、『
地
蔵
菩
薩
霊
験
記
』
と
一
括
さ
れ
て
近
世
に
流
布
し

た
『
地
蔵
菩
薩
三
国
霊
験
記

）
（（
（

』
に
は
、
行
基
が
甲
斐
国
の
「
篠
原
山
」（
甲
斐
市
）
と
い
う
高
さ

五
十
余
丈
、
東
西
七
里
、
南
北
十
里
の
山
を
霊
場
と
し
、
そ
の
地
で
地
蔵
菩
薩
の
化
身
と
出
会
っ
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言
宗
寺
院
の
宝
生
寺
が
穂
見
神
社
の
別
当
を
務
め
、
現
在
の
奥
宮
本
殿
は
虚
空
蔵
堂
と
呼
ば
れ
て

い
た
。
ま
た
、
山
頂
付
近
か
ら
は
古
代
の
竪
穴
建
物
跡
が
出
土
し
て
い
る
ほ
か
、
奥
宮
南
側
に
は

応
安
二
年
（
一
三
六
九
）
銘
の
年
記
が
あ
る
石
造
物
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
古
代
・
中
世
か
ら
苗

敷
山
の
信
仰
が
受
け
継
が
れ
て
き
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

現
在
の
奥
宮
は
、
本
殿
・
幣
殿
・
拝
殿
が
接
続
し
て
一
体
と
な
っ
た
建
物
と
な
っ
て
お
り
、
元

文
元
年
（
一
七
三
六
）
建
立
の
社
殿
を
基
本
と
し
、
明
治
三
十
六
年
（
一
九
〇
三
）
お
よ
び
昭
和

二
十
八
年
（
一
九
五
三
）
に
大
修
復
を
施
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る

（
９
）。

こ
の
う
ち
本
殿
の
身
舎
は
、

桁
行
三
間
で
中
央
と
左
右
の
三
つ
の
間
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
右
の
間
に
は
、
近
年
に
至
る
ま
で

木
造
明
王
形
立
像
が
祀
ら
れ
て
い
た
（
巻
頭
図
版
１
）。
こ
の
像
高
は
一
二
五
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
あ
り
、
調
査
の
結
果
、
鎌
倉
時
代
（
十
三
世
紀
）
の
制
作
と
考
え
ら
れ
て
い
る

）
（（
（

。

　
『
甲
斐
国
寺
記
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
宝
生
寺
由
緒
書

）
（（
（

」
に
は
、
穂
見
神
社
の
本
殿
以
下
の

社
殿
お
よ
び
虚
空
蔵
菩
薩
像
・
明
星
天
子
像
・
不
動
明
王
像
を
は
じ
め
と
す
る
仏
像
が
書
き
上
げ

ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
本
像
は
、
由
緒
書
に
見
え
る
木
造
の
不
動
明
王
像
に
該
当
す
る
と
判

断
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
頭
部
が
三
つ
に
腕
が
六
本
あ
る
三
面
六
臂
の
姿
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

本
像
が
竈
の
神
、
山
神
と
し
て
祀
ら
れ
た
三
宝
荒
神
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

）
（（
（

。

　

一
方
、『
甲
斐
国
志
』
の
「
苗
敷
山
宝
生
寺
」
項
に
は
、「
虚
空
蔵
堂
・
同
拝
殿　

三
間
・
六
間
、

三
扉
中
ハ
本
地
虚
空
蔵
、
右
ハ
国
建
大
明
神
、
左
ハ
山
代
王
子
権
現
」
と
記
さ
れ
て
お
り

）
（（
（

、
同
寺

の
虚
空
蔵
堂
に
は
三
つ
の
扉
が
あ
り
、
虚
空
蔵
菩
薩
が
中
の
扉
、
国
建
大
明
神
が
右
の
扉
、
山
代

王
子
権
現
が
左
の
扉
に
祀
ら
れ
て
い
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
。

　

先
述
し
た
よ
う
に
、
本
像
は
奥
宮
本
殿
の
右
の
間
に
祀
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、『
甲
斐
国
志
』

の
記
述
に
し
た
が
う
と
、
本
像
は
右
の
扉
に
祀
ら
れ
た
国
建
大
明
神
の
像
に
該
当
す
る
と
考
え
ら

れ
る
。

　

国
建
大
明
神
に
つ
い
て
、『
甲
斐
国
志
』
の
「
苗
敷
山
宝
生
寺
」
項
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ

て
い
る
。

　

【
史
料
１

）
（（
（

】

　
　

昔
シ
洪
水
ノ
時
、
鳳
凰
山
ノ
南
下
ニ
仙
窟
ア
リ
、
神
在
丘
ト
云
フ
、
六
度
仙
人
ト
云
フ
者
住

メ
リ
、
蹴
裂
明
神
ト
力
ヲ
戮
セ
南
山
ヲ
鑿
リ
洪
水
ヲ
漏
シ
播
殖
ノ
地
ヲ
開
キ
悪
竜
毒
鱗
ヲ
駆

リ
テ
五
穀
ノ
種
ヲ
施
セ
リ
、
故
ニ
山
ヲ
苗
敷
ト
号
ス
、（
省
略
）
六
度
仙
人
ハ
山
代
ノ
里
ニ

住
シ
山
代
王
子
ノ
女
国
玉
姫
ヲ
娶
リ
テ
三
男
一
女
ヲ
生
ム
、
長
ヲ
風
祭
王
子
ト
云
ヒ
、
次
ハ

風
間
王
子
・
雨
宮
王
子
・
藤
巻
姫
ナ
リ
、
地
ヲ
割
キ
テ
四
郡
ト
ナ
シ
、
風
祭
ヲ
巨
麻
ニ
封
ジ
、

風
間
ヲ
山
梨
ニ
封
ジ
、
雨
宮
ヲ
八
代
ニ
封
ジ
、
藤
巻
ヲ
都
留
ニ
封
ジ
テ
遂
ニ
此
ニ
退
キ
テ
神

ト
ナ
ル
、
国
建
明
神
以
後
四
子
亦
各
々
神
ト
ナ
ル
、
刀
八
毘
沙
門
・
山
梨
明
神
・
八
代
権
現
・

諏
方
明
神
、
是
レ
ナ
リ
ト
云
ヘ
リ
、

　

史
料
１
に
よ
る
と
、
国
建
大
明
神
は
、
蹴
裂
明
神
と
と
も
に
甲
府
盆
地
南
部
の
山
を
切
り
開
き
、

水
を
流
し
て
肥
沃
な
土
地
に
変
え
、
甲
斐
国
四
郡
を
創
設
し
た
と
い
う
六
度
仙
人
が
神
と
な
っ
た

存
在
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、国
建
大
明
神
（
六
度
仙
人
）
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
本
像
は
、

湖
水
伝
説
の
主
役
に
該
当
す
る
仏
像
で
あ
る
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。

　

こ
の
一
方
、『
甲
斐
国
志
』
の
「
苗
敷
山
宝
生
寺
」
項
に
お
い
て
、「
本
地
虚
空
蔵
」「
国
建
大
明
神
」

と
と
も
に
虚
空
蔵
堂
に
祀
ら
れ
、
同
所
の
左
の
扉
に
配
置
さ
れ
て
い
た
「
山
代
王
子
権
現
」
の
消

息
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

　
『
甲
斐
国
寺
記
』
の
「
宝
生
寺
由
緒
書
」
に
は
、
穂
見
神
社
に
祀
ら
れ
た
仏
像
の
う
ち
中
核
を
な

す
像
と
し
て
、「
虚
空
蔵
菩
薩　

木
像
」「
不
動
明
王　

木
像
」
と
と
も
に
、「
明
星
天
子　

金
仏
」

が
記
載
さ
れ
て
い
る
が

）
（（
（

、
こ
の
う
ち
明
星
天
子
像
が
宝
生
寺
の
本
寺
で
あ
っ
た
法
善
寺
（
南
ア
ル
プ

ス
市
）
に
伝
来
す
る
銅
造
の
虚
空
蔵
菩
薩
坐
像（
巻
頭
図
版
２
）に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

）
（（
（

。

　

本
像
は
、像
高
一
六
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
あ
り
、鎌
倉
時
代（
十
三
世
紀
）の
制
作
と
考
え
ら
れ
、

本
来
は
鏡
板
が
付
い
た
御
正
体
の
本
尊
で
あ
っ
た
。
明
治
時
代
初
頭
の
神
仏
分
離
政
策
に
よ
り
宝

生
寺
が
廃
寺
と
な
っ
た
際
、
本
像
は
本
地
仏
で
あ
っ
た
虚
空
蔵
菩
薩
像
と
と
も
に
同
寺
の
本
寺
で

あ
る
法
善
寺
に
移
さ
れ
た
が
、明
治
四
年（
一
八
七
一
）五
月
三
日
の
法
善
寺
宝
蔵
の
火
災
に
よ
り
、
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は
じ
め
に

　
「
古
来
甲
斐
国
は
湖
で
あ
っ
た
が
、
南
に
連
な
る
山
々
を
切
り
開
い
て
湖
の
水
を
富
士
川
に
流

し
た
結
果
、
肥
沃
な
耕
地
が
生
み
出
さ
れ
た
。」
こ
れ
は
、
甲
斐
国
の
成
立
を
物
語
る
国
生
み
伝

説
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
甲
斐
国
湖
水
伝
説
（
以
下
「
湖
水
伝
説
」
と
い
う
）
の
、
一
般
に
知

ら
れ
た
あ
ら
す
じ
で
あ
る
。
険
阻
な
山
岳
地
域
か
ら
盆
地
や
谷
筋
に
流
れ
込
む
幾
筋
も
の
急
流
の

河
川
に
よ
り
、
水
害
を
受
け
や
す
い
山
梨
の
地
形
的
特
徴
が
、
湖
水
伝
説
の
背
景
に
な
っ
た
と
理

解
さ
れ
て
い
る

（
１
）。

　

こ
の
よ
う
な
山
梨
県
域
を
対
象
と
し
た
治
水
・
利
水
史
研
究
で
は
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て

実
施
さ
れ
た
堤
防
工
事
と
そ
れ
に
対
応
し
た
地
域
社
会
の
動
向（

２
）、

ま
た
旧
河
川
流
路
の
復
元（

３
）や

治

水
・
利
水
技
術
の
変
遷（

４
）な

ど
に
関
す
る
研
究
が
、
こ
れ
ま
で
積
極
的
に
行
わ
れ
て
き
た
。

　

こ
の
一
方
、
水
に
関
わ
る
信
仰
や
伝
承
が
、
地
域
社
会
の
中
で
ど
の
よ
う
に
形
成
・
継
承
さ
れ

て
き
た
の
か
を
課
題
と
し
た
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
一
部
の
祭
礼
を
除
き
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
お
ら

ず（
５
）、

治
水
・
利
水
の
展
開
や
河
川
の
流
路
変
遷
な
ど
に
と
も
な
う
地
域
社
会
の
再
編
成
が
、
信
仰

や
伝
承
と
い
っ
た
人
々
の
水
に
対
す
る
心
象
表
現
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
は
、
十

分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
冒
頭
で
紹
介
し
た
湖
水
伝
説
を
事
例
に
、
こ
の
伝
説
が
ど
の
よ
う
に
し
て

形
成
・
継
承
さ
れ
て
き
た
の
か
を
考
察
す
る
。

　

湖
水
伝
説
は
複
数
の
内
容
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
国
母
稲
積
地
蔵
に
よ
る
開
削
を

伝
え
る
湖
水
伝
説
を
め
ぐ
っ
て
は
、
既
に
高
達
奈
緒
美
氏
が
国
母
稲
積
地
蔵
の
縁
起
で
あ
る
「
国

母
地
蔵
由
来
記
」
お
よ
び
「
上
条
地
蔵
大
菩
薩
略
縁
起
」
を
史
料
紹
介
し
、
そ
の
記
述
内
容
の
分

析
を
行
っ
て
い
る

（
６
）。

　

こ
の
一
方
、
苗
敷
山
（
韮
崎
市
）
を
舞
台
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
う
一
つ
の
湖
水
伝
説
に

つ
い
て
は
、
韮
崎
市
教
育
委
員
会
に
よ
り
総
合
学
術
調
査
報
告
書
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
考
古
・

文
献
・
美
術
・
建
築
・
民
俗
と
い
う
学
際
的
な
分
野
か
ら
苗
敷
山
の
信
仰
と
遺
跡
・
遺
物
が
総
合

的
に
研
究
さ
れ
て
い
る

（
７
）。

中
で
も
、
山
本
義
孝
氏
は
、
神
仏
が
習
合
し
た
苗
敷
山
の
信
仰
を
「
宮

寺
」
様
式
と
し
て
位
置
付
け
る
と
と
も
に
、鳳
凰
三
山
の
山
岳
信
仰
と
連
携
し
た
も
の
と
指
摘
し
、

ま
た
湖
水
伝
説
に
つ
い
て
、
大
地
に
恵
み
を
も
た
ら
す
国
土
の
母
神
信
仰
を
基
盤
に
し
て
、
甲
府

盆
地
の
開
発
に
お
い
て
最
大
の
難
敵
で
あ
っ
た
御
勅
使
川
と
釜
無
川
の
水
を
鎮
め
る
信
仰
と
、
苗

敷
山
を
含
ん
だ
鳳
凰
三
山
周
辺
の
山
岳
信
仰
の
中
で
醸
成
さ
れ
た
山
の
地
蔵
菩
薩
の
信
仰
が
重
な

り
合
い
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る

（
８
）。

　

本
稿
で
は
、
苗
敷
山
と
国
母
稲
積
地
蔵
に
そ
れ
ぞ
れ
関
係
す
る
、
二
つ
の
湖
水
伝
説
を
と
り
あ

げ
、
こ
れ
ら
の
関
係
性
に
つ
い
て
考
え
る
。

一　

苗
敷
山
の
仏
像
と
湖
水
伝
説

　

本
章
で
は
、
苗
敷
山
に
関
係
す
る
湖
水
伝
説
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
苗
敷
山
は
甲
府
盆
地
の
西

部
、
御
勅
使
川
扇
状
地
の
扇
頂
部
北
側
に
そ
び
え
る
標
高
約
一
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
程
の
山
地
で
あ

り
、
赤
石
山
脈
（
南
ア
ル
プ
ス
）
に
属
す
る
鳳
凰
三
山
（
観
音
岳
・
薬
師
岳
・
地
蔵
岳
）
か
ら
辻

山
・
千
頭
星
山
・
甘
利
山
へ
と
続
く
尾
根
筋
の
先
端
に
位
置
す
る
。

　

苗
敷
山
の
山
頂
付
近
は
、
穂
見
神
社
奥
宮
の
境
内
と
な
っ
て
お
り
、
明
治
時
代
初
頭
ま
で
は
真

　
　
　
甲
斐
国
湖
水
伝
説
の
成
立
に
つ
い
て

西
　
川
　
広
　
平

山梨県立博物館研究紀要　第８集　2014
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永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
）

五
月
二
十
九
日
、北
条
家
よ
り
正
木
兵
部
大
輔
代
官
仲
居
大
炊
助

ら
に
対
し
、富
士
参
詣
の
た
め
相
模
国
関
本
通
の
通
行
を
許
す
。

補
34「
鳥
海
家
文
書
」北
条
家
朱
印
状（『
静
岡
県
史
』資
料
編
７
、

二
七
九
〇
号
）

為
正
木
兵
部
太
輔
代
官
、
中
居
大
炊
輔
上
下
五
人
、
富
士
参
詣

候
、
関
々
無
相
違
可
勘
過
旨
、
被
仰
出
状
如
件
、

　
　
　

申（
永
禄
三
年
ヵ
）

（「
禄
寿
応
穏
」
朱
印
）　　
　
　

奉

　
　
　
　

五
月
廿
九
日　
　
　

遠
山
新（

康
英
）四

郎

　
　
　
　
　

関（
神
奈
川
県
南
足
柄
市
）

本
通

　
　
　
　
　
　
　

役
所
中

永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）

三
月
十
九
日
、
駿
河
国
衆

山
氏
元
が
、
芹
沢
伊
賀
守
に
駿
河

国
須
走
口
の
関
銭
の
納
入
と
荷
物
の
通
過
に
つ
き
指
示
す
る
。

補
35
「
芹
沢
家
文
書
」

山
氏
元
朱
印
状
（『
静
岡
県
史
』
資

料
編
７
、三
一
二
〇
号
）

須（
静
岡
県
小
山
町
）

走
口
過
書
之
事
、半
分
六
拾
貫
文
爾

相
定
之
間
、従
去
正
月

上
荷
物
を
勘
定
仁

合
、右
之
員
数
相
調
之
、公
方
へ

直
爾

可
納
之
、

如
此
相
定
上
者
、脇
之
荷
物
之
事
一
切
停
止
之
、万
一
於
相
通

者
、
六
拾
貫
文
之
内
可
立
勘
定
、
然
間
前
々
令
扶
助
拾
弐
駄
之

荷
物
之
事
、
不
准
自
余
、
自
当
月
無
相
違
可
通
之
、
猶
以
六
拾

貫
文
之
内
、
縦
少
雖
為
不
足
為
弁
、
右
之
員
数
之
透
可
納
之
、

雖
然
境
目
就
忩
劇
路
次
於
無
通
用
者
、
可
及
其
断
之
状
如
件
、

　
　

永
禄
六
亥

（「
万
歳
」
朱
印
）

　
　
　
　
　

三
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　

芹
沢
伊
賀
守
殿

　

※
永
禄
七
年
に
は
須
走
道
者
関
に
つ
い
て
（
三
二
一
二
）、
同
八
年

に
は
須
走
役
所
に
つ
い
て
（
三
二
六
四
）、
そ
れ
ぞ
れ
朱
印
状
が

出
さ
れ
て
い
る
。

永
禄
十
年
（
一
五
六
七
）

八
月
十
七
日
、

山
氏
元
が
、
甲
斐
国
へ
の
塩
留
に
よ
っ
て
没

収
し
た
塩
の
納
入
を
、
芹
沢
玄
蕃
允
ら
に
命
じ
る
。

補
36
「
芹
沢
家
文
書
」

山
氏
元
朱
印
状
（『
静
岡
県
史
』
資

料
編
７
、三
四
一
〇
号
）

過
書
銭
之
儀
、
当
□（

月
ヵ
）殊

外
上
之
由
申
条
、
三
人
前
急
度
可
納

所
、
塩
荷
被
留
候
条
、
只
今
ま
て
上
候
荷
物
之
儀
可
納
所
、
為

其
小
者
秋
若
遣
者
也
、
仍
如
件
、

　
　

永
禄
十
年
卯
（「
万
歳
」
朱
印
）

　
　
　
　
　
　

八
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木
若
狭
守
□（

殿
ヵ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

武
藤
新
左
衛
門
尉
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　

芹
沢
玄
蕃
允
殿

　

※
宛
所
の
鈴
木
氏
は
竹
之
下
（
静
岡
県
駿
東
郡
小
山
町
）、
武
藤
氏

は
神
山
（
同
県
御
殿
場
市
）、
芹
沢
氏
は
茱
萸
沢
（
同
）
を
そ
れ

ぞ
れ
拠
点
と
す
る
。
い
ず
れ
も
鎌
倉
街
道
（
御
坂
路
）
か
ら
甲
斐

国
へ
と
通
じ
る
要
衝
に
所
在
す
る
地
域
で
あ
る
。

元
亀
二
年
（
一
五
七
一
）

七
月
十
六
日
、
武
田
家
よ
り
下
伊
那
口
の
宿
中
に
対
し
、
伝
馬

三
疋
の
拠
出
を
命
じ
る
手
形
が
発
せ
ら
れ
る
。

補
37
「
柳
沢
文
庫
所
蔵
文
書
」
武
田
家
伝
馬
手
形
（
山

５
二
七
一
四
）

（「
伝
馬
」
朱
印
）

伝
馬
参
疋
無
異
儀
可
出
之
者
也
、
仍
如
件
、

　
　
　

辛（
元
亀
二
年
）

未　
　
　
　
　

甘
利
甚
九
郎

　
　
　
　
　

七
月
十
六
日　
　
　
　

奉
之

　
　
　
　

下（
長
野
県
）

伊
奈
口

　
　
　
　
　
　
　
　

宿
中

天
正
五
年
（
一
五
七
七
）

七
月
十
七
日
、武
田
家
よ
り
甲
府
〜
下
伊
那
間
の
宿
中
に
対
し
、

伝
馬
五
疋
の
拠
出
を
命
じ
る
手
形
が
発
せ
ら
れ
る
。

補
38
「
柳
沢
文
庫
所
蔵
文
書
」
武
田
家
伝
馬
手
形
（
山

５
二
七
一
五
）

（「
伝
馬
」
朱
印
）

自
甲
府
至
于
下
伊
奈
伝
馬
五
疋
、
無
異
儀
可
出
之
者
也
、
仍
如

件
、

　
　
　
　
　
　
　
　

安
西
平（

有
味
）左

衛
門
尉

　
　
　
　

丑（
天
正
五
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

奉
之

　
　
　
　
　

七
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　

右
宿
中

（
山
梨
県
立
博
物
館
）
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キ
ヽ
ン
シ
テ
諸
国
及
餓
死
也
、（
中
略
）
売
買
ハ

米
百
文
、
粟

ハ
八
十
、
大
豆
七
十
、
モ
ミ
ハ
六
十
五
文
也
、
其
ノ

余
ハ

更
ニ

売

カ
イ
一
粒
モ

無
之
、
就
中
雑
事
一
本
モ

無
之
、
冬
ヨ
リ
富
士
へ

往
覆（

復
）シ

テ
、
イ
モ
ノ

カ
ラ
ヲ
買
越
テ
タ
ヘ
候
、（
後
略
）

天
文
四
年
（
一
五
三
五
）

七
月
、
武
田
信
虎
が
駿
河
に
侵
攻
し
、
八
月
に
今
川
氏
と
万
沢

口
で
戦
う
。
ま
た
今
川
氏
を
支
援
す
る
北
条
氏
が
甲
斐
国
都
留

郡
に
侵
攻
し
、
山
中
に
お
い
て
武
田
勢
と
戦
う
。

補
28
「
為
和
集
」
四
（
山
６
下
八
六
二
・
三
頁
）

今（
七
月
）月

五
日
に
、
従
甲
州
敵
出
張
、
廿
七
日
に
諸
勢
出
陳
、
八
月

十
九
日
に
、
万（

南
部
町
）

沢
口
に
て
合
戦
、
同
廿
日
に
、
従
相
州
氏（

北
条
）綱

兄

弟
父
子
、
何
か
「
に

（
朱
書
）」

一
万
計
に
て
出
陣
、
同
廿
二
日
に
相
働

を
、
都
留
郡
主
小
山
田
衆

武
田

被
官
、 

合
戦
終
日
侍
り
て
、
未
剋
に
散
、

小
山
田
衆
討
捨
七
八
百
、三
百
六
七
十
討
捕
、
軈
而
廿
三
日
ニ

小
田
原
へ
帰
陳
、
小
田
原
衆
手
負
二
三
百
、
討
死
衆
は
二
人
、

河
村
与
太足

軽
夫
子
也
、

補
29
「
孕
石
家
文
書
」
今
川
氏
輝
感
状
写
（『
静
岡
県
史
』
資

料
編
７
、一
三
五
〇
号
）

去
十
九
日
於
万
沢
口
一
戦
之
上
、
別
而
成
下
知
走
廻
之
由
、
甚

以
神
妙
也
、
弥
可
被
抽
粉
骨
、
仍
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
輝
書
判

　
　
　
　

孕
石
郷
左
衛
門
殿

補
30
「
感
状
写
」
所
収
、
今
川
氏
輝
感
状
写
（『
静
岡
県
史
』　

資
料
編
7
、
一
三
五
二
号
）

今
度
為
手
合
、
就
氏（

北
条
）綱

出
張
、
七
月
廿
二
日
於
都
留
郡（

山
中
湖
村
）

山
中
遂

一
戦
、
自
身
敵
討
捕
、
粉
骨
無
比
類
次
第
、
感
悦
候
、
委
細
猶

岡
部
左（

親
綱
）

京
進
可
申
届
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　

九（
天
文
四
年
）

月
五
日　
　
　
　

氏
輝
在
判

　
　
　
　
　
　

太
田
又
三
郎
殿

※
こ
の
時
の
北
条
氏
の
動
向
に
関
す
る
史
料
は
、「
稿
本
」94
に
収
録
し
た
。

天
文
十
年
（
一
五
四
一
）

六
月
、
武
田
晴
信
が
父
信
虎
を
駿
河
に
追
放
す
る
。
信
虎
が
駿

河
を
訪
問
中
に
、
兵
を
河
内
の
甲
駿
国
境
に
出
し
て
帰
路
を
封

鎖
し
た
と
い
う
。

補
31
「
塩
山
向
嶽
禅
庵
小
年
代
記
」
天
文
十
年
条
（
山
６
上

一
一
五
・
一
一
六
頁
）

十
辛丑　

竹
岩
和
尚
再
住

　
　

爰
有
海
野
一
城
、
信
州
士
卒
馳
聚
保
此
地
不
相
随
、
故
信

虎
・
晴
信
出
馬
、
六
月
四
日
攻
破
退
陳
也

　
　

信
虎
平
生
悪
逆
無
道
也
、
国
中
人
民
牛
馬
畜
類
共
愁
悩
、

然
駿
州
太
守（

今
川
）義

元
聚

（
娶
）

信
虎
之
女
、
依
之
辛
丑
六
月
中
旬

行
駿
府
、
晴
信
欲
済
万
民
愁
、
足
軽
出
河
内
境
断
其
帰
道
、

即
位
保
国
々
、
人
民
悉
含
快
楽
笑

天
文
十
七
年
（
一
五
四
八
）

四
月
、
武
田
晴
信
が
山
本
菅
助
に
、
信
濃
伊
那
郡
で
の
働
き
の

恩
賞
と
し
て
、
黒
駒
関
銭
の
う
ち
百
貫
文
を
与
え
る
。

補
32
「
真
下
家
所
蔵
文
書
」武
田
晴
信
判
物
（
山
５
一
〇
七
七
）

　
（（

武
田
晴
信
）

花
押
）

今
度
於
伊（

長
野
県
）

奈
郡
忠
信
無
比
類
次
第
候
、
因
茲
黒（

笛
吹
市
）

駒
関
銭
之
内
百

貫
文
可
出
置
者
也
、
仍
如
件
、

天
文
拾
七

戊申

　
　
　

卯
月
吉
日

　
　
　
　
　
　

山
本
菅
介
と
の

※
『
山
梨
県
史
』
で
は
「
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
「
古
文
書
雑
纂
」

所
収
文
書
」
と
し
て
写
が
収
録
さ
れ
た
が
、
内
容
は
検
討
を
要
す

る
旨
の
注
記
が
あ
っ
た
た
め
、「
稿
本
」
で
は
採
録
を
見
合
わ
せ
た
。

そ
の
後
原
本
が
発
見
さ
れ
、正
文
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
（
海

老
沼
編
『
山
本
菅
助
の
実
像
を
探
る
』
戎
光
祥
出
版
、
二
〇
一
三

年
六
月
）。

弘
治
四
年
（
一
五
五
八
）

三
月
六
日
、
穴
山
信
友
が
下
山
の
新
宿
西
十
五
番
の
屋
敷
を
亀

山
新
左
衛
門
尉
に
与
え
る
。

補
33「
旧
穴
山
町
宗
固
旧
蔵
文
書
」武
田
穴
山
信
友
判
物
写（
山

4
一
）

　

信
友
（
花
押
影
）

新（
身
延
町
）

宿
西
十
五
番
・
同
屋
敷
出
置
候
、
急
度
家
結
構
可
相
立
者
也
、

仍
如
件
、

　
　
　

弘
治
四
年

　
　
　
　
　

三
月
六
日

　
　
　
　
　
　

亀
山
新
左
衛
門
尉
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馳
向
致
忠
節
訖

　

凡
於
所
々
抽
忠
節
上
者
、給
御
判
為
備
後
証
、目
安
言
上
如
件
、

　
　

正
平
七
年
正
月　

日

　
　
　
　
　
「（

証
判
）

承
了
（（

小
笠
原
政
長
）

花
押
）」

観
応
年
間
頃
（
一
三
五
〇
〜
五
二
）

こ
の
こ
ろ
、
歌
人
宗
久
が
都
か
ら
東
国
へ
旅
を
す
る
。
途
中
、

甲
斐
国
木
賊
山
を
訪
れ
た
後
、武
蔵
野
を
経
て
常
陸
へ
向
か
う
。

補
24
「
都
の
つ
と
」（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
51
『
中
世
日
記

紀
行
集
』）

　

そ
の
あ
た
り
に
仮
の
宿
り
を
尋
ね
、
と
ゞ
ま
り
侍
り
し
に
、

行
脚
の
僧
な
ど
あ
ま
た
あ
り
し
中
に
、
常（

茨
城
県
土
浦
市
）

陸
国
高
岡
と
い
ふ
所

に
、
や
ん
ご
と
な
き
知
識
お
は
す
と
語
る
人
侍
り
し
か
ば
、
や

が
て
訪
ね
ま
か
り
ぬ
、
法（

同
）

雲
寺
と
い
ふ
寺
あ
り
、
宗
己
庵
主
と

て
、
空
岩
和
尚
の
高
弟
に
て
お
は
し
け
る
が
、
在
唐
久
し
く
し

給
ひ
て
、
天
目
の
中
峰
和
尚
な
ど
に
も
見
え
給
け
る
と
か
や
、

世
を
捨
つ
る
と
な
ら
ば
か
く
こ
そ
あ
ら
ま
ほ
し
く
覚
え
し
か

ば
、
其
山
に
三
間
の
茅
屋
を
結
び
て
、
一
夏
を
過
し
侍
ぬ
、

　

ま
た
、
甲
斐
国
木（

甲
州
市
）

賊
山
に
山
籠
り
久
し
き
僧
あ
り
と
聞
き
し

か
ば
、
か
の
室
に
も
訪
ね
ま
か
り
て
、
し
ば
し
あ
り
て
、
又
常

陸
国
へ
帰
り
侍
り
し
に
、
武
蔵
野
の
果
な
き
道
に
行
暮
れ
て
、

そ
の
夜
は
道
連
れ
の
僧
な
ど
あ
ま
た
あ
り
し
も
、
皆
か
り
そ
め

の
草
の
枕
を
結
び
て
と
ゞ
ま
り
侍
り
し
程
に
、
此
野
は
昔
も
盗

人
あ
り
て
こ
そ
、「
今
日
は
な
焼
き
そ
」
と
も
詠
ま
れ
け
る
と

聞
き
を
き
し
か
ど
、
さ
ま
で
や
は
と
思
ひ
し
に
、
苔
の
衣
を
さ

へ
引
き
て
帰
り
し
白
浪
の
荒
か
り
し
名
残
に
、
い
と
ゞ
旅
の
床

も
も
の
憂
く
こ
そ
侍
り
し
か
、

　
　

厭
は
ず
は
か
ゝ
ら
ま
し
や
は
露
の
身
の
憂
き
に
も
消
え
ぬ

武
蔵
野
の
原

文
明
十
年
（
一
四
七
八
）

四
月
十
四
日
、
甲
斐
鶴
瀬
の
住
人
加
藤
ら
が
、
奥
三
保
付
近
で

太
田
道
灌
の
軍
勢
を
攻
め
る
が
、
敗
退
す
る
。
道
灌
の
軍
勢
が

甲
斐
に
侵
入
し
、
鶴
河
を
放
火
し
て
帰
陣
す
る
。

補
25
島
原
図
書
館
「
松
平
文
庫
所
蔵
文
書
」
所
収
、
太
田
道
灌

書
状
写
（
山
５
三
〇
二
七
）

（
前
略
）

一
、
修
理
大
夫
ニ
ハ

、
親
候
入
道
相
添
河（

埼
玉
県
川
越
市
）

越
候
之
処
、
景

春
令
蜂
起
、
浅（

同
県
坂
戸
市
）

羽
へ

打
出
、
吉
里
ニ

一
勢
相
加
、
大
石
駿
河
守

城
地
二（

東
京
都
あ
き
る
の
市
）

宮
へ
着
陣
、
小（

神
奈
川
県
横
浜
市
）

机
陣
へ
致
後
詰
様
謀
略
候
之
処
、
三
月

十
日
自
河
越
浅
羽
陣
差
懸
、
追
散
候
之
間
、
景
春
者
成（

埼
玉
県
行
田
市
）

田
御
陣

参
、
千
葉
介
相
談
小
机
返
馬
羽（

同
県
羽
生
市
）

生
峯
取
陣
候
、
同
十
九
日

自
小
机
陣
、
同
名
図
書
助
一
勢
相
添
、
河
越
越
、
翌
日
廿
日
向

羽
生
陣
、
修
理
大
夫
寄
馬
間
、
千
葉
介
・
景
春
不
及
一
戦
、
令

退
散
成
田
御
陣
逃
参
候
、
方
々
儀
共
如
此
候
之
間
、
小
机
城
四

月
十
日
令
没
落
候
、
相
州
ニ
も

御
敵
城
共
五
六
ヶ
所
候
、
専
金

子
掃
部
助
小（

神
奈
川
県
相
川
町
）

沢
城
令
再
興
相
拘
候
、
当
方
分
国
候
間
、
急

彼
等
可
有
追
放
旨
雖
申
仁
候
、
先
当
国
令
静
謐
、
速
御
迎
以
参

度
分
、
大
石
駿
河
楯
籠
候
二
宮
寄
陣
申
宥
候
之
間
、
服
先
忠

候
、
二
宮
事
如
此
之
間
、
相（

同
県
相
模
原
市
）

州
磯
部
之
城
々
令
降
参
、
小
沢

城
者
致
自
落
候
、
雖
残
党
等
奥（

同
）

三
保
楯
籠
候
之
間
、
道
灌
者

当（
東
京
都
武
蔵
村
山
市
）

国
村
山
与
申
所
寄
陣
、
同
名
図
書
助
・
同
六
郎
自
両
口
奥
三

保
へ

差
寄
候
処
、
本
間
近
江
守
・
海
老
名
左
衛
門
尉
・
甲
州
住

人
加
藤
、
其
外
彼
国
境
者
共
相
談
、
去
月
十
四
日
御
方
陣
江

寄

来
候
処
、
於
搦
手
図
書
助
摧
手
得
勝
利
候
、
海
老
名
左
衛
門
尉

討
取
候
由
、夜
中
村
山
陣
江

告
来
候
間
、未
明
罷
立
、甲
州
境
越
、

加
藤
要
害
へ

差
寄
打
散
、
為
始
鶴（

上
野
原
市
）

河
所
令
放
火
候
間
、
其
儘

相
州
東
西
静
謐
仕
候
、

（
中
略
）

　
　
　
　
　

十
一
月
廿
八
日　
　
　
　

道（
太
田
資
長
）

灌
状

　
　

謹
上　

高
瀬
民
部
少
輔
殿

　

※
同
様
の
経
緯
が
「
鎌
倉
大
草
紙
」
に
も
記
さ
れ
る
（「
稿
本
」
67
）。

　
明
応
五
年
（
一
四
九
六
）

こ
の
年
、
伊
豆
国
の
足
利
茶
々
丸
が
、
武
蔵
国
か
ら
甲
斐
国
吉

田
に
赴
き
、
つ
い
で
富
士
山
に
登
る
。

補
26
「
勝
山
記
」
明
応
五
年
条
（
山
６
上
二
二
一
頁
）

此
年
北
条
ノ

君
武
州
ヨ
リ
甲
斐
国
都
留
郡
吉（

富
士
吉
田
市
）

田
正
覚
庵
へ

移

リ
玉
イ
テ
富
士
へ

御
出
テ

、（
後
略
）

永
正
十
六
年
（
一
五
一
九
）

冬
、
飢
饉
の
た
め
、
甲
斐
国
郡
内
か
ら
富
士
（
駿
河
国
富
士
郡
）

に
食
糧
を
調
達
し
て
い
た
と
い
う
。

補
27
「
勝
山
記
」
永
正
十
六
年
条
（
山
６
上
二
二
七
頁
）

此
年
モ

銭
ヲ

エ
ル
ナ
リ
、
此
年
惣
テ

一
国
二
国
ナ
ラ
ス

日
本
国
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狼
藉
之
輩
者
可
搦
進
之
由
被
仰
下
畢
、嘉
禄
二
年
賜
国
中
人
夫
、

嘉
禎
三
年
被
免
鮎（

南
ア
ル
プ
ス
市
）

沢
宿
御
雑
事
畢
、
代
々
将
軍
家
御
帰
依

如
此
、
早
不
論
神
社
仏
寺
之
領
、
無
謂
権
門
勢
家
之
地
、
賜
信

濃
国
棟
別
、
欲
致
本
堂
以
下
造
営
云
云
者
、
任
申
請
充
取
件
国

棟
別
拾
文
銭
貨
、
可
令
遂
造
営
功
之
状
、
依
仰
下
知
如
件
、

　
　

延
慶
三
年
五
月
五
日　
　

陸
奥
守（

大
仏
宗
宣
）

平
朝
臣
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

相
模
守（

北
条
師
時
）

平
朝
臣
（
花
押
）

　

※
嘉
禎
三
年
の
鮎
沢
宿
雑
事
免
許
に
つ
い
て
の
関
東
下
知
状
は
、
東

京
大
学
史
料
編
纂
所
の
影
写
本
が
残
さ
れ
て
い
る
（「
稿
本
」
42
）。

観
応
二
年
・
正
平
六
年
（
一
三
五
一
）

三
月
、
市
河
頼
房
代
泰
房
が
、
信
濃
各
所
と
甲
斐
須
沢
城
で
の

戦
功
を
報
告
す
る
。

補
20
本
間
美
術
館
所
蔵
「
市
河
家
文
書
」
市
河
頼
房
代
泰
房
軍

忠
状
（
山
５
六
五
、『
信
濃
史
料
』
第
六
巻
、
七
六
頁
）

　

信
濃
国
市
河
松（

頼
房
）

王
丸
代
甥
孫
三
郎
泰
房
軍
忠
事

右
、
為
凶
徒
対
治
御
発
向
之
間
、
属
御
手
為
致
軍
忠
、
去
正
月

二
日
馳
参
諏
方
郡
湯（

長
野
県
茅
野
市
）

河
鰭
、
同
五
日
船（

同
県
千
曲
市
）

山
郷
内
守
護
館
令
放

火
、
同
十
日
当
国
守
護
代
小
笠
原
弥
次
郎
已
下
楯
籠
放（

同
県
松
本
市
）

光
寺
之

間
、
押
寄
彼
城
欲
抽
忠
節
之
処
、
悉
令
降
参
訖
、
次
高
播
磨
守

師
冬
・
逸
見
孫
六
入
道
等
、
楯
籠
甲（

南
ア
ル
プ
ス
市
）

州
須
沢
城
之
由
依
有
其
聞
、

御
発
向
之
間
、
泰
房
一
族
相
共
、
同
十
六
日
馳
向
当
城
大
手
、

捨
身
命
致
散
々
合
戦
、
同
十
七
日
追
落
訖
、
爰
合
戦
之
段
、
上

原
弥
四
郎
・
英
多
弾
正
左
衛
門
尉
見
知
之
上
者
、
有
御
尋
、
賜

御
証
判
、
為
備
後
証
、
言
上
如
件
、

　
　

観
応
二
秊
三
月　

日

　
　
　
「（

証
判
）

承
了
（（

諏
訪
直
頼
カ
）

花
押
）」

　

※
同
日
付
の
ほ
ぼ
同
内
容
で
、
市
河
経
助
も
軍
忠
状
を
提
出
し
て
い

る
（
山
５
六
四
）。

十
二
月
十
五
日
、
足
利
尊
氏
が
小
笠
原
政
長
の
信
濃
国
で
の
勲

功
を
賞
し
、
駿
河
国
内
房
の
陣
に
参
じ
る
よ
う
命
じ
る
。

補
21
「
小
笠
原
家
文
書
」
足
利
尊
氏
御
判
御
教
書
（『
静
岡
県

史
』
資
料
編
６
、四
六
五
号
、『
信
濃
史
料
』
第
六
巻
、

一
一
三
・
四
頁
）

去
十
日
注
進
状
披
見
畢
、
信
州
之
凶
徒
悉
討
捕
、
御
方
討
勝
候

之
条
、
忠
節
之
至
、
尤
神
妙
也
、
仍
為
退
治
富
士
河
凶
徒
、
今

月
十
三
日
、
於
由（

静
岡
県
静
岡
市
）

比
山
取
陣
畢
、
随
而
去
十
一
日
、
於
蒲（

同
）原

河

原
、
凶
徒
数
百
人
討
取
、
御
方
打
勝
畢
、
退
治
相
残
凶
徒
、
忩

可
有
発
向
関
東
、
不
廻
時
日
可
馳
参
海
道
之
状
如
件
、

　
　

正
平
六
年
十
二
月
十
五
日　
　
（（

足
利
尊
氏
）

花
押
）

　
　
　

小
笠
原
遠（

政
 
長
）

江
守
殿

補
22
「
小
笠
原
家
文
書
」
足
利
尊
氏
御
内
書
（『
静
岡
県
史
』

資
料
編
６
、四
六
六
号
、『
信
濃
史
料
』第
六
巻
、一
一
四
頁
）

十
一
日
の
合
戦
に
ゆ（

由
比
）い

・
か（

蒲
　
原
）

ん
ハ
ら
に
て
う
ち
か
つ
と
い
へ
と

も
、
猶
大
せ
い
ゆ
い
こ
へ
う（

内
房
 
静
岡
県
富
士
宮
市
）

つ
ふ
さ
こ
の
道
へ
か
ゝ
り
候
て
、

す
て
に
せ
ん
と
の
合
戦
に
て
候
、い
そ
き

く
ハ
せ
さ
ん
し
て
、

こ
の
合
戦
の
ち
か
ら
に
な
ら
れ
候
へ
く
候
、
国
の
か
た
き
も
い

て
ぬ
や
う
に
ハ
か
ら
ハ
れ
候
て
、
い
そ
き

く
ハ
せ
ま
い
ら
れ

候
へ
く
候
、
猶

く
こ
の
合
戦
き
う
に
候
ほ
と
に
、
か
や
う
に

お
ほ
せ
ら
れ
候
、

「（
押
紙
）

尊
氏
御
自
筆
」

　
　
　
　
　

十（
正
平
六
年
カ
）

二
月
十
五
日　
　
　
（（

足
利
尊
氏
）

花
押
）

　
　
　

小
笠
原
遠
江
守
殿

　

※
な
お
関
連
史
料
と
し
て
、「
稿
本
」
55
〜
57
も
参
照
さ
れ
た
い
。

正
平
七
年
（
一
三
五
二
）

正
月
、武
田
乗
信
が
前
年
の
子
息
友
光
の
信
濃
各
地
で
の
合
戦
、

甲
州
七
覚
寺
で
の
合
戦
の
戦
功
を
報
告
す
る
。

補
23
「
武
田
家
文
書
」
武
田
乗
信
軍
忠
状
（
山
４
一
一
五
五
）

　
　

武
田
按
察
房
乗
信
□

（
愚
）息

弥
六
友
光
軍
忠
事

　

右
当
国
凶
徒
祢
□

（
津
）

孫
次
郎
宗
貞
□

（
以
）

下
輩
、
率
多
勢
於

□

陣
取

□
小
笠
原
余
次
為
経
・
同
十
郎
次
郎
大
将
罷
向
之
間
、

属
彼
手
、
去
六
月
廿
九
日（

長
野
県
須
坂
市
）

野
辺
原
御
合
戦
之
時
、
抽
戦
功

大

□
次
第
小
笠
原
五
郎
太
郎
令
見
知
□（

訖
）、

□（
一
）、

□
（
同
）七

月
三
日
御
合
戦
之
時
、
致
忠
節
畢

一
、
同
八
月
三
日
凶
徒
等
蜂
起
之
間
、
馳
向
富（

同
県
長
野
市
）

部
西
河
原
、
致

合
戦
忠
之
条
、

高
梨
能
登
□

（
守
）

小
笠
原
五
郎
太
郎  

同
所
合
戦
之
間
、
令
見
知
畢

一
、
同
十
日
於
善
光
寺
横
山
、
凶
徒
等
寄
来
之
間
、
抽
戦
功
訖

一
、
信
濃
守
直
頼
依
寄
来
、
米（

同
県
須
坂
市
）

子
城
連
日
致
忠
節
者
也

一
、
当
大
将
自
甲
州
、
信
州
夜
山
御
陣
御
付
候
間
、
自（

同
県
信
濃
町
）

野
尻
城

馳
参
候
処
、
小
笠
□

（
原
）

十
郎
次
郎
為
奥
郡
静
謐
発
向
、
□

（
連
）

日

令
供
奉
罷
向
訖

一
、
甲
州
凶
徒
武
田
上
野
介
以
下
輩
、
於
七（

甲
府
市
）

覚
寺
退
治
之
間
、
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ま
た
ま
御
勘
気
を
蒙
て
、
此
島
に
放
さ
れ
た
る
を
御
赦
免
あ
る

と
て
い
け
て
帰
さ
ん
は
心
う
き
事
也
と
云
て
、
や
う
や
う
の
支

度
あ
り
し
か
ど
も
、
何
な
る
事
に
や
有
け
ん
、
思
は
ざ
る
に
順

風
吹
来
て
、
島
を
ば
た
ち
し
か
ば
、
あ
は
い
あ
し
け
れ
ば
百
日

五
十
日
に
も
わ
た
ら
ず
、
順
風
に
は
三
日
な
る
所
を
須
臾
の
間

に
渡
り
ぬ
、
越
後
の（

国
府
　
新
潟
県
上
越
市
）

こ
う
、
信
濃
の
善
光
寺
の
念
佛
者
・
持

齋
・
真
言
等
は
雲
集
し
て
僉
議
す
、
島
の
法
師
原
は
今
ま
で
い

け
て
か
へ
す
は
人
か
つ
た
い
也
、
我
等
は
い
か
に
も
生
身
の
阿

弥
陀
仏
の
御
前
を
ば
と
を
す
ま
じ
と
僉
議
せ
し
か
ど
も
、
又
越

後
の
こ
う
よ
り
兵
者
ど
も
あ
ま
た
日
蓮
に
そ
ひ
て
、
善
光
寺
を

と
を
り
し
か
ば
力
及
ば
ず
、
三
月
十
三
日
に
島
を
立
て
、
同
三

月
二
十
六
日
に
鎌
倉
へ
打
入
ぬ
、
同
四
月
八
日
平
左
衛
門
尉
に

見
参
し
ぬ
、（
後
略
）

補
17
「
日
蓮
聖
人
註
画
讃
」
四　

赦
免
状
第
二
十
五
（『
信
濃

史
料
』
第
四
巻
、
二
九
二
・
三
頁
）

（
前
略
）
同

（
三
月
）

十
三
日
、
出（

新
潟
県
佐
渡
市
）

塚
原
、
著

（
同
）

網
羅
津
、
十
四
日
、
留
彼

津
、
十
五
日
、
乗
船
、
雖
欲
至（

同
県
長
岡
市
）

寺
泊
、
依
大
風
幸
過
二
日
路
、

著（
同
県
柏
崎
市
）

柏
崎
、
翌
日
著（

同
県
上
越
市
）

府
中
、
於
彼
又
越
・
信
両
国
念
仏
者
・
持
齋
・

真
言
師
等
雲
集
言
、
日
蓮
可
行
信
濃
路
、
有
其
聞
、
生
身
阿
弥

陀
仏
御
前
不
可
通
、
雖
如
是
評
定
、
於
越
府
兵
士
多
隨
従
故
、

無
事
而
同
月
二
十
六
日
入
于
鎌
倉
、是
時
聖
人
御
年
五
十
三
也
矣
、

　

※
こ
れ
ら
の
史
料
に
は
、
甲
斐
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、

川
尻
秋
生
氏
に
よ
る
と
、
こ
の
時
の
日
蓮
の
行
程
は
、
佐
渡
・
越

後
・
信
濃
か
ら
甲
斐
を
経
由
し
て
鎌
倉
へ
と
向
か
っ
た
可
能
性
が

あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
た
め
、
便
宜
こ
こ
に
掲
げ
た
。
川
尻
秋

生
「
山
道
と
交
通
路
｜
信
濃
国
・
越
後
国
・
会
津
郡
と
日
本
海
交

通
｜
」（
鈴
木
靖
民
他
編『
古
代
山
国
の
交
通
と
社
会
』、八
木
書
店
、

二
〇
一
三
年
五
月
）
参
照
。

弘
安
二
年
（
一
二
七
九
）

こ
の
年
、
一
遍
が
信
濃
国
佐
久
郡
伴
野
庄
で
踊
念
仏
を
行
う
。

補
18
「
一
遍
上
人
絵
巻
」
四
（『
信
濃
史
料
』
第
四
巻
、

三
二
六
・
七
頁
）

同（
弘
安
三
年
）

年
八
月
に
、
因
幡
堂
を
い
て
ゝ
善
光
寺
へ
お
も
む
き
給
、
道

の
間
の
日
数
自
然
に
四
十
八
日
な
り
、
其
年
信
濃
国

佐（
長
野
県
佐
久
市
）

久
郡
伴
野
の
市
庭
の
在
家
に
し
て
歳
末
の
別
時
の
と
き
、
紫

雲
は
し
め
て
た
ち
侍
り
け
り
、
抑
を
と

（
踊
）り

念
仏
は
、
空
也
上
人
、

或
は
市
屋
或
は
四
條
の
辻
に
て
、
始
行
し
給
け
り
、
彼
詞
云
、

心
無
所
縁
随
日
暮
止
、
身
無
住
所
随
夜
暁
去
、
忍
辱
衣
厚
不
痛

杖
木
瓦
石
、
慈
悲
室
深
不
聞
罵
詈
誹
謗
、
信
口
称
三
昧
、
市
中

是
道
場
、
順
声
見
仏
、
息（

脱
ア
ル
カ
）

精
即
念
珠
、
夜
〃
待
仏
来
迎
、
朝
〃

喜
最
後
近
、
任
三
業
於
天
運
、
譲
四
儀
於
菩
提
矣
、

是
依
為
聖

持
文
載
之
、　

そ
れ
よ
り
こ
の
か
た
、
ま
な
ふ
も
の
を
の
つ
か
ら
あ
り
と
い
へ

と
も
、
利
益
猶
あ
ま
ね
か
ら
す
、
し
か
る
を
い
ま
時
い
た
り
機

熟
け
る
に
や
、

同
国
小（

 
同
 
）

田
切
の
里
、
或
武
士
の
屋
形
に
て
、
聖
を
と
り
は
し
め

給
け
る
に
、
道
俗
お
ほ
く
あ
つ
ま
り
て
結
縁
の
あ
ま
ね
か
り
け

れ
ば
、
次
第
に
相
続
し
て
、
一
期
の
行
儀
と
成
れ
り
、
無
量
寿

経
云
、
曾
更
見
世
尊
、
即
能
信
此
事
、
謙
敬
聞
奉
行
誦
躍
大
歓

喜
文
、
善
導
和
尚
御
釈
云
、
行
者
傾
心
常
対
目
、
騰
神
誦
躍
入

西
方
文
、
文
の
意
は
、
身
を
穢
国
に
す
て
ゝ
、
心
を
浄
域
に
す

ま
し
、
偏
に
本
願
を
あ
ふ
き
、
専
名
号
を
と
な
ふ
れ
は
、
心
王

の
如
来
、
自
然
に
正
覚
の
台
に
座
し
、
己
身
の
聖
衆
、
踊
躍
し

て
法
界
に
あ
そ
ふ
、
こ
れ
し
か
し
な
か
ら
み
つ
か
ら
の
行
業
を

か
ら
す
、
唯
他
力
難
思
の
利
益
、
常
没
得
度
の
法
度
な
り
、
然

は
行
者
の
信
心
を
踊
躍
の

に
示
し
、
報
仏
の
聴
許
を
金
磬
に

あ
ら
は
し
て
、
長
眠
の
衆
生
を
驚
し
、
群
迷
の
結
縁
を
す
ゝ
む
、

是
以
、
童
子
の
竹
馬
を
は
す
る
、
是
を
ま
な
ひ
て
処
々
に
を
と

り
、
寡
婦
の
蕉
衣
を
う
つ
、
こ
れ
に
な
す
ら
へ
て
、
声
々
に
唱
、

夫
慈
尊
別
意
の
密
化
は
、
善
悪
お
な
し
く
道
場
に
坐
し
、
教
主

開
示
の
要
門
は
、
定
散
ひ
と
し
く
無
生
を
う
、
称
念
こ
れ
や
す

し
、
往
生
何
の
煩
か
あ
ら
む
、（
後
略
）

延
慶
三
年
（
一
三
一
〇
）

五
月
五
日
、鎌
倉
幕
府
よ
り
大
善
寺
に
下
知
状
が
発
せ
ら
れ
る
。

そ
の
文
中
に
嘉
禎
三
年
（
一
二
三
七
）
に
鮎
沢
宿
雑
事
を
免
じ

た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。

補
19
「
大
善
寺
文
書
」
関
東
下
知
状
（
山
４
六
〇
二
）

　

甲
斐
国
柏
尾
山
衆
徒
等
申
、
信
濃
国
棟
「（

後
筆
）

別
」
拾
文
銭
貨
事

右
如
解
状
者
、
当
山
者
薬
師
如
来
之
霊
場
、
行
基
菩
薩
草
創
也
、

右
大
将
家
建
久
年
中
雖
被
定
寺
内
四
至
、
更
無
立
錐
之
田
地
、

爰
文
永
七
年
有
火
災
本
堂
大
善
寺
以
下
焼
失
、
去
弘
安
七
年
可

勧
進
国
中
之
由
被
成
御
教
書
畢
、
而
地
頭
御
家
人
等
依
無
一
分

之
助
成
、
未
遂
数
宇
之
造
営
、
建
久
九
年
当
山
塔
供
養
時
、
有
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補
13
「
梁
塵
秘
抄
」
巻
第
二
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
56
『
梁

塵
秘
抄
』）

甲
斐
の
国
よ
り
罷
り
出
で
て
、
信（

長
野
県
阿
智
村
）

濃
の
御
坂
を
く
れ

く
と
、
遥

ぐ
と
鳥
の
子
に
し
も
あ
ら
ね
ど
も
、産（

神
）毛

も
変
ら
で
帰
れ
と
や
、

　

※
同
書
注
釈
に
よ
る
と
、「
甲
斐
の
国
」
と
は
都
か
ら
遠
い
辺
国
を

内
包
し
た
表
現
で
あ
る
と
し
、
甲
斐
国
そ
の
も
の
を
指
す
も
の
で

は
な
い
と
の
見
解
と
な
る
が
、
当
時
の
交
通
の
あ
り
方
を
反
映
し

て
い
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
便
宜
掲
出
し
た
。

養
和
元
年
（
一
一
八
一
）

六
月
十
三
日
、
越
後
城
氏
が
信
濃
へ
侵
攻
す
る
も
の
の
、
源
氏

方
に
よ
っ
て
撃
退
さ
れ
る
。
信
濃
の
源
氏
方
の
一
手
に
「
甲
斐

国
武
田
之
党
」
が
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う
。

補
14
「
玉
葉
」
養
和
元
年
七
月
一
日
条
（
山
６
下
一
〇
一
頁
）

一
日
、乙亥

、 

陰
晴
不
定
、
未
刻
、
右
中
弁
兼（

藤
原
）光

朝
臣

氏
院

別
当
、 

為
長
者

使
来
曰
、（
中
略
）
此
次
、
兼
光
相
語
云
、
越
後
国
勇
士
、

城
太
郎
助
永
弟
助
職
、

国
人
号
白
川
御
館
云
々
、 

欲
追
討
信
濃
国
、

依
故
禅
門
・
前

幕
下
等
命
也
、　

六
月
十
三
四
両

日
、
雖
入
国
中
、
敢
無
相
防
之
者
、
殆
多
請
降
之
輩
、
於
僅

引
籠
城
等
者
、
可
無
煩
于
攻
落
、
仍
各
成
乗
勝
之
思
、
猶
欲

襲
攻
散
在
之
城
等
之
間
、
信
乃
源
氏
等
分
三
手
、

キ
ソ
党
一
手
、

サ
コ

（
ク
）党

一
手
、

甲
斐
国
武
田

之
党
一
手
、 

俄
作
時
攻
襲
之
間
、
疲
嶮
岨
之
旅
軍
等
、
不
及
射
一

矢
、
散
々
敗
乱
了
、
大
将
軍
助
職
、
両
三
所
被
疵
、
脱
甲
冑

棄
弓
箭
、
僅
相
率
三
百
余
人

元
勢
万
余

騎
云
々
、 

逃
脱
本
国
了
、
残
九
千

余
人
、
或
被
伐
取
、
或
落
自
嶮
岨
終
命
、
或
交
山
林
暗
跡
、

凡
無
再
可
戦
之
力
云
々
、
然
間
本
国
在
庁
官
人
已
下
、
為
遂

宿
意
、
欲
凌
礫
助
元

（
職
）

之
間
、
欲
引
籠
藍（

福
島
県
）

津
之
城
之
処
、

秀（
衝
）平

遣
郎
従
、
欲
押
領
、
仍
逃
去
佐
渡
国
了
、
其
時
所
相
伴

纔（
藤
原
）四

五
十
人
云
々
、
是
事
、
前
治
部
卿（

藤
　
原
）

光
隆
卿
、

知
行
越
後

国
之
人
也
、　

今
日
称
慥
説
於
院
所
相
語
也
云
々
、

建
長
四
年
（
一
二
五
二
）

三
月
、
宗
尊
親
王
が
京
都
か
ら
鎌
倉
へ
向
か
う
。

補
15
「
宗
尊
親
王
鎌
倉
御
下
向
記
」（『
静
岡
県
史
』
資
料
編
５
、

一
〇
〇
三
号
）

御
下
向
の
御
す（

宿
）く

く
な
ら
ひ
に
ひ
る
の
御
ま
う
け
の
所

　

の（
野
地
　
滋
賀
県
草
津
市
）

ち　
　
　
　
　
　
　

ゆ
き
の
せ
ん
し

　

か（
鏡
　
同
県
竜
王
町
）

ゝ
み　
　
　
　
　
　

を
な
し

　

い（
犬
上
　
同
県
犬
上
群
）

ぬ
か
み
か
わ
ら　
　

き
や
う
ふ
の
こ
ん
の
せ
う

　

み（
箕
浦
　
同
県
米
原
市
）

の
う
ら　
　
　
　
　

さ
ゝ
き
の
ゆ
き
の
せ
ん
し

　

か（
柏
原
　
同
）

し
わ
は
ら　
　
　
　

あ
ふ
み
の
は
う
く
わ
ん

　

た（
垂
井
　
岐
阜
県
垂
井
町
）

る
井　
　
　
　
　
　

む
さ
の
こ
ん
の
せ
う

　

か（
笠
縫
　
同
県
大
垣
市
）

さ
ぬ
い　
　
　
　
　

し
も
つ
け
の
せ
ん
し

　

た
か
し
く　
　
　
　
　

お
な
し

　

お
ほ
く
さ　
　
　
　
　

て
は
の
と
う
し
さ
え
も
ん

　

あ（
赤
池
　
愛
知
県
稲
沢
市
）

か
い
け　
　
　
　
　

お
な
し

　

か（
萱
津
　
同
県
あ
ま
市
）

や
つ　
　
　
　
　
　

お
な
し

　

さ（
境
川
　
同
県
豊
明
市
）

か
い
か
わ　
　
　
　

お
き
の
み
ち
う
さ
ゑ
も
ん

　

や（
矢
作
　
同
県
岡
崎
市
）

は
き　
　
　
　
　
　

あ
し
か
ゝ
の
に
う
た
う

　

み（
宮
路
　
同
県
豊
川
市
）

や
ち
の
な
か
山　
　

お
な
し

　

と（
豊
川
　
同
）

よ
か
は　
　
　
　
　

き
や
う
ふ
の
こ
ん
の
せ
う

　

お（
大
岩
　
同
県
豊
橋
市
）

ゝ
い
わ　
　
　
　
　

し
や
う
の
す
け

　

は（
橋
本
　
静
岡
県
湖
西
市
）

し
も
と　
　
　
　
　

む
さ
し
の
か
み

　

ひ（
引
馬
　
同
県
浜
松
市
）

き
ま　
　
　
　
　
　

お
な
し

　

い（
池
田
　
同
県
磐
田
市
）

け
た　
　
　
　
　
　

お
な
し

　

か（
懸
河
　
同
県
掛
川
市
）

け
か
は　
　
　
　
　

お
な
し

　

き（
菊
川
　
同
県
菊
川
市
）

く
河　
　
　
　
　
　

同

　

お（
岡
部
　
同
県
藤
枝
市
）

か
へ　
　
　
　
　
　

さ
か
み
の
か
み

　

て（
手
越
　
同
県
静
岡
市
）

こ
し　
　
　
　
　
　

同

　

お（
興
津
　
同
）

き
つ　
　
　
　
　
　

同

　

か（
蒲
原
　
同
）

ん
は
ら　
　
　
　
　

同

　

は
ゝ
な
か　
　
　
　
　

あ
の　
　
　
　
　

き
せ
か
わ

　

さ（
佐
野
　
同
県
裾
野
市
）

の　
　
　
　
　
　
　

さ
の
ゝ
ち
と
う

　

あ（
鮎
沢
　
同
県
御
殿
場
市
）

ゆ
さ
わ　
　
　
　
　

か（
甲
斐
国
カ
）

い
の
く
に

　

や（
山
中
湖
村
カ
）

ま
な
か　
　
　
　
　

せ（
関
本
　
神
奈
川
県
南
足
柄
市
）

き
も
と　

か
の
ゝ
し
ん
さ
え
も
ん

　

お（
大
磯
　
同
県
大
磯
町
）

ゝ
い
そ　
　
　
　
　

み
う
ら
の
す
け

文
永
十
一
年
（
一
二
七
四
）

三
月
二
十
六
日
、
佐
渡
に
配
流
さ
れ
て
い
た
日
蓮
が
、
幕
府
の

赦
免
を
受
け
て
佐
渡
を
出
国
し
、
信
濃
を
経
て
鎌
倉
に
戻
る
。

補
16
「
種
々
御
振
舞
御
書
」（『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
第

二
巻
、
九
七
八
・
九
頁
）

（
前
略
）

か
く
の
如
く
し
て
上
へ
此
由
を
申
さ
れ
け
れ
ば
、
案
に
相
違
し

て
、
去
文
永
十
一
年
二
月
十
四
日
御
赦
免
の
状
、
同
三
月
八
日

に
島
に
つ
き
ぬ
、
念
仏
者
等
僉
議
し
て
云
、
此
れ
程
の
阿
弥
陀

仏
の
御
敵
、
善
導
和
尚
・
法
然
上
人
を
の
る
ほ
ど
の
者
が
、
た

（
阿
野 

同
県
富
士
市 

沼
津
市
）　　

   （
黄
瀬
川　

同
県
沼
津
市
）
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れ
ば
、
昔
、
こ
は
た
と
い
ひ
け
む
が
孫
と
い
ふ
、
髪
い
と
長
く
、

ひ
た
ひ
い
と
よ
く
か
ゝ
り
て
、
色
白
く
き
た
な
げ
な
く
て
、
さ

て
も
あ
り
ぬ
べ
き
下
仕
へ
な
ど
に
て
も
あ
り
ぬ
べ
し
な
ど
、
人

ぐ
あ
は
れ
が
る
に
、
声
す
べ
て
似
る
も
の
な
く
、
そ
ら
に
澄

み
の
ぼ
り
て
め
で
た
く
う
た
を
歌
ふ
、
人

ぐ
い
み
じ
う
あ
は

れ
が
り
て
、
け
近
く
て
、
人

ぐ
も
て
け
う
ず
る
に
、「
西
国

の
遊
女
は
え
か
ゝ
ら
じ
」
な
ど
い
ふ
を
聞
き
て
、「
難
波
わ
た

り
に
く
ら
ぶ
れ
ば
」
と
め
で
た
く
歌
ひ
た
り
、
見
る
目
の
い
と

き
た
な
げ
な
き
に
、
声
さ
へ
似
る
も
の
な
く
歌
ひ
て
、
さ
ば
か

り
恐
ろ
し
げ
な
る
山
中
に
た
ち
て
行
く
を
、
人

ぐ
飽
か
ず
思

ひ
て
み
な
泣
く
を
、
お
さ
な
き
心
地
に
は
、
ま
し
て
こ
の
や
ど

り
を
立
た
む
こ
と
さ
へ
飽
か
ず
お
ぼ
ゆ
、

　

ま
だ
暁
よ
り
足
柄
を
越
ゆ
、
ま
い
て
山
の
中
の
お
そ
ろ
し
げ

な
る
事
い
は
む
方
な
し
、
雲
は
足
の
し
た
に
踏
ま
る
、
山
の
中

ら
許
の
、
木
の
下
の
わ
づ
か
な
る
に
、
葵
の
た
ゞ
三
筋
ば
か
り

あ
る
を
、
世
離
れ
て
か
ゝ
る
山
中
に
し
も
生
い
け
む
よ
と
、
人

ぐ
あ
は
れ
が
る
、
水
は
そ
の
山
に
三
所
ぞ
流
れ
た
る
、

　

か
ら
う
じ
て
、
越
え
い
で
て
、
関
山
に
と
ゞ
ま
り
ぬ
、
こ
れ
よ

り
は
駿
河
也
、横
走
の
関
の
か
た
は
ら
に
、岩
壺
と
い
ふ
所
あ
り
、

え
も
い
は
ず
大
き
な
る
石
の
よ
ほ
う
な
る
中
に
、
穴
の
あ
き
た

る
中
よ
り
出
づ
る
水
の
、
清
く
冷
た
き
こ
と
か
ぎ
り
な
し
、

　

富
士
の
山
は
こ
の
国
也
、
わ
が
生
い
い
で
し
国
に
て
は
西
を

も
て
に
見
え
し
山
也
、
そ
の
山
の
さ
ま
、
い
と
世
に
見
え
ぬ
さ

ま
な
り
、
さ
ま
こ
と
な
る
山
の
姿
の
、
紺
青
を
塗
り
た
る
や
う

な
る
に
、
雪
の
消
ゆ
る
世
も
な
く
積
り
た
れ
ば
、
色
濃
き
衣
に
、

白
き
あ
こ
め
着
た
ら
む
や
う
に
見
え
て
、
山
の
頂
の
す
こ
し
平

ぎ
た
る
よ
り
、
煙
は
立
ち
の
ぼ
る
、
夕
暮
れ
は
火
の
燃
え
立
つ

も
見
ゆ
、（
後
略
）

永
承
五
年
（
一
〇
五
〇
）

こ
の
こ
ろ
、
能
因
が
死
去
す
る
。
こ
れ
以
前
、
能
因
が
甲
斐
国

を
訪
れ
、
和
歌
を
詠
む
。

補
９
「
能
因
法
師
集
」
中
（
山
３
六
四
一
、二
一
二
〇
）

　
　

な
す
べ
き
こ
と
あ
り
て
ま
た
み
ち
の
く
に
へ
く
だ
る
に
、

　
　

は
る
か
に
か
ひ
の
し
ら
ね
の
み
ゆ
る
を
見
て
、

か
ひ
が
ね
に
雪
の
ふ
れ
る
か
白
雲
か
は
る
け
き
ほ
ど
は
分
き
ぞ

か
ね
つ
る

み
さ
か
ぢ
は
こ
ほ
り
か
じ
け
る
か
ひ
が
ね
の
さ
さ
な
か
さ
ら
す

て
づ
く
り
の
ご
と

　

※
能
因
（
九
八
九
年
生
）
の
没
年
は
未
詳
。
年
記
の
判
明
す
る
作
歌

の
終
見
が
永
承
五
年
で
あ
る
の
で
、
便
宜
こ
こ
に
掲
げ
た
。

承
徳
三
年
（
一
〇
九
九
）

こ
の
年
、「
承
徳
本
古
謡
集
」
が
書
写
さ
れ
る
。
そ
の
中
に
、

甲
斐
国
に
関
す
る
風
俗
歌
が
含
ま
れ
る
。

補
10
「
承
徳
本
古
謡
集
」（
山
３
二
二
八
九
）

加
比
宇
止
乃　

与
女
尓
者
奈
良
之　

古
止
加
良
之　

加
比
乃
見

左
加
乎　

与
留
也
古
由
良
无

甲
斐
人
の　

嫁
に
は
な
ら
じ　

事
辛
し　

甲
斐
の
御
坂
を　

夜

や
越
ゆ
ら
む

大
治
二
年
（
一
一
二
七
）

こ
の
年
、「
金
葉
和
歌
集
」
が
奏
上
さ
れ
る
。
そ
の
中
に
橘
能

元
が
甲
斐
国
へ
下
向
す
る
途
次
に
詠
ん
だ
歌
が
収
載
さ
れ
る
。

補
11
「
金
葉
和
歌
集
三
奏
本
」
第
三　

秋
（
山
３
二
〇
二
三
）

　
　

甲
斐
国
に
ま
か
り
け
る
み
ち
に
て
二（

愛
知
県
豊
明
市
）

村
山
の
も
み
ぢ
を
み

て
よ
め
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

橘
能
元

い
く
ら
と
も
み
え
ぬ
も
み
ぢ
の
に
し
き
か
な
た
れ
ふ
た
む
ら
の

山
と
い
ひ
け
ん

治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）

十
二
月
三
日
、
越
後
の
城
助
永
が
、
甲
斐
・
信
濃
両
国
の
反
乱

は
自
ら
が
鎮
圧
す
る
と
申
し
出
て
き
た
こ
と
が
都
に
伝
え
ら
れ

る
。

補
12
「
玉
葉
」
治
承
四
年
十
二
月
三
日
条
（
山
６
下
一
〇
〇
頁
）

三
日
、辛巳

、天
晴
、（
中
略
）
伝
聞
、（
中
略
）
越
後
城
太
郎
助
永
、

於
甲
斐
・
信
濃
両
国
者
、
不
交
他
人
、
一
身
可
攻
落
之
由
、

令
申
請
云
々
、
又
上
野
・
常
陸
等
之
辺
、
乖
頼
朝
之
輩
出
来

云
々
、
依
還
都
之
騒（

験
）、

凶
賊
等
頗
勢
衰
者
歟
、
但
如
此
之
伝

聞
、
多
是
虚
詐
也
、
難
存
実
説
歟
、

治
承
年
間
（
一
一
七
七
〜
八
一
）

こ
の
こ
ろ
、
後
白
河
法
皇
撰
に
よ
る
古
謡
集
「
梁
塵
秘
抄
」
が

成
立
。
甲
斐
国
に
関
連
す
る
歌
が
含
ま
れ
る
。
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ど
も
を
み
て
、
手
も
見
知
り
た
り
け
れ
ば
、
み
つ
け
て
、
い
と

あ
は
れ
と
思
ひ
け
り
、

延
長
五
年
（
九
二
七
）

十
二
月
二
十
六
日
、『
延
喜
式
』
が
撰
上
さ
れ
、
甲
斐
国
と
都

と
の
往
来
、
貢
進
物
の
運
送
等
に
関
す
る
規
定
が
な
さ
れ
る
。

補
５
「
延
喜
式
」
巻
二
十
四　

主
計
上
（
山
３
二
八
〇
、『
静

岡
県
史
』
資
料
編
４
、八
七
五
号
）

東
海
道

（
中
略
）

　

駿
河
国　

行
程
、
上
十
八

日
、
下
九
日
、

（
中
略
）

　

伊
豆
国　

行
程
、
上
廿
二

日
、
下
十
一
日
、

（
中
略
）

　

甲
斐
国　

行
程
、
上
廿
五
日
、

下
十
三
日
、

調　

緋
帛
卅
疋
、
紺
帛
六
十
疋
、

帛
廿
五
疋
、
橡
帛
十
疋
、

自
余
輸
絁
、

庸　

輸
布
、

中
男
作
物　

紙
、
熟
麻
、
紅
花
、
芥
子
、
胡
桃
油
、
鹿
脯
、
猪
脂
、

　

相
模
国　

行
程
、
上
廿
五
日
、

下
十
三
日
、

（
後
略
）

補
６
「
延
喜
式
」
巻
二
十
六　

主
税
上
（
山
３
二
八
八
）

諸
国
運
漕
雑
物
功
賃

（
中
略
）

東
海
道

伊
賀
国

駄
別
稲

六
束
、　

伊
勢
国

十
二

束
、　

志
摩
国

十
八

束
、　

尾
張
国

廿
一

束
、　

参
河
国

卅
三

束
、　

海
路
米
一
斛
充
賃
稲
十
六
束
二
把
、
遠
江
国

卅
五

束
、　

海
路

米
一
斛
充
賃
稲
廿
三
束
、
駿
河
国

五
十

四
束
、　

伊
豆
国

六
十

束
、　

甲
斐
国

七
十

五
束
、　

相
模
国

七
十

五
束
、　

武
蔵
国

八
十

束
、　

安
房
国

百束
、　

上
総
国

百束
、　

下

総
国

九
十

束
、　

常
陸
国

百束
、

（
中
略
）

　
　

右
、
運
漕
・
功
賃
並
依
前
件
、
其
路
粮
者
各
准
程
給
、
上

人
日
米
二
升
、
塩
二
勺
、
下
人
減
半
、

天
暦
十
年
（
九
五
六
）

十
月
二
十
一
日
、
駿
河
国
の
国
司
お
よ
び
郡
司
に
帯
剣
が
認
め

ら
れ
る
。

補
７
「
朝
野
群
載
」
巻
二
十
二　

諸
国
雑
事
上　

天
暦
十
年
六

月
二
十
一
日
駿
河
国
司
解
（『
静
岡
県
史
』
資
料
編
４
、

一
〇
二
一
号
）

「（
頭
書
）

駿
河
国
司
国
司

   

以
下
帯
剣
申
文
」

国
司
以
下
申
帯
剣
、

駿
河
国
司
解　

申
請　

官
裁
事

　

請
因
准
諸
国
例
、
被
令
国
司
并
軍
事
雑
任
帯
剣
状

右
、
謹
検
案
内
、
当
国
西
作
遠
江
国
榛
原
郡
、
東
承
相（

神
奈
川
県

模
国

足南
足
柄
市
）

柄
関
、
況
復
国
内
帯

（
静
岡
県
静
岡
市
）

清
見
・
横（

同
県
御
殿
場
市
）

走
両
関
、
坂
東
暴
戻
之
類
、

得
地
往
反
、
隣
国
奸
猾
之
徒
、
占
境
栖
集
、
侵
害
屢
闘
、
奪
撃

自
発
、
百
姓
不
安
、
境
内
无
静
、
国
宰
守
官
符
旨
、
勘
糺
奸
犯

之
輩
、
不
帯
弓
箭
、
無
便
追
補
、
近
則
、
管
益
頭
郡
司
伴
成
正
・

判
官
代
永
原
忠
藤
等
、去
天
暦
八
年
、被
殺
害
、介
橘
朝
臣
忠
幹
、

去
年
、
被

害
也
、
是
或
拒
捍
公
事
、
或
忽
結
私
怨
、
往
々
所

侵
也
、
重
検
傍
例
、
甲
斐
・
信
濃
等
国
、
雖
云
不
置
関
門
、
去

承
平
・
天
慶
之
間
、
任
国
申
請
、
已
被
裁
許
、
此
国
已
帯
両
関
、

何
不
申
請
、
加
以
不

（
衍
）

可
捕
糺
私
帯
兵
仗
之
輩
、
及
勤
行
警
固

之
状
、
官
符
重
畳
、
若
無
弓
矢
之
儲
、
何
禦
非
常
之
危
、
望
請
、

官
裁
、
準
諸
国
例
、
被
裁
許
件
帯
剣
、
将
為
不
慮
之
備
、
仍
録

事
状
、
謹
請
官
裁
、
謹
解
、

　
　

天
暦
十
年
六
月
廿
一
日

　

件
帯
剣
事
、
同
年
十
月
廿
一
日
、
中
納
言（

藤
原
）

師
尹
宣
、
奉
勅
、

依
請
、

寛
仁
四
年
（
一
〇
二
〇
）

九
月
、藤
原
孝
標
娘
が
父
と
と
も
に
常
陸
国
か
ら
都
へ
向
か
う
。

そ
の
折
り
の
駿
河
国
横
走
関
等
の
情
景
を
記
す
。

補
８
「
更
級
日
記
」（『
静
岡
県
史
』
資
料
編
4
、
説
話
・
物
語
・

縁
起　

一
四
号
）

　

足
柄
山
と
い
ふ
は
、
四
五
日
か
ね
て
、
お
そ
ろ
し
げ
に
暗
が

り
わ
た
れ
り
、
や
う

く
入
り
た
つ
ふ
も
と
の
ほ
ど
だ
に
、
空

の
け
し
き
、
は
か

ぐ
し
く
も
見
え
ず
、
え
も
い
は
ず
茂
り
わ

た
り
て
、
い
と
お
そ
ろ
し
げ
な
り
、
ふ
も
と
に
宿
り
た
る
に
、

月
も
な
く
暗
き
夜
の
、
や
み
に
ま
ど
ふ
や
う
な
る
に
、
あ
そ
び

三
人
、
い
づ
く
よ
り
と
も
な
く
出
で
来
た
り
、
五
十
許
な
る
一

人
、
二
十
許
な
る
、
十
四
五
な
る
と
あ
り
、
庵
の
前
に
か
ら
か

さ
を
さ
ゝ
せ
て
す
へ
た
り
、
を
の
こ
ど
も
、
火
を
と
も
し
て
見
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宝
亀
二
年
（
七
七
一
）
以
降

西
大
寺
旧
境
内
出
土
の
木
簡
に
、
甲
斐
国
に
関
す
る
記
述
が
含
ま
れ
る
。

補
１
「
西
大
寺
旧
境
内
出
土
木
簡
」

（
表
）

　
　
　
　

伊
賀　
　

尾
張　

遠
江　

伊
豆　

上
総　

常
陸　
　
　
　

近
江　

火
太　

甲
斐　

下
野

・
東
海
道　

  

「
内
」　  
志
麻　
　
　
　
　

武
蔵　
　
　
　
　

東
巽
道　
「
錦
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

□

　
　
　
　

伊
勢　
　

□
河　

駿
河　

相
武　

下
総　

阿
波　
　
　
　

美
濃　

信
野　

上
野　

常
奥　

□
□

（
裏
）

　
　
　
　

伊
刀　

海
麻　

牟
呂　

淡
路
国　

 

土
左
国　
　

阿
川　
　

 「
人
人
」

・
紀
国　

 

那
賀　

安
□ 

 「
金
」　

御
原　
　

 

□
□　
　

□　
　
　
　
　
　
「
茎
足
□
□
芋
芋
□
」

　
　
　
　

名
草　

日
高　
　
　
　

津
名　
　

 

長
岡　

□　
　

土
左
「
合
」

 

土
左

　

※
本
木
簡
は
西
大
寺
旧
境
内
南
西
部
の
溝
（
八
世
紀
頃
）
か
ら
出
土
。
武
蔵
国
が
東
海
道
の
所
属
と
し
て
追
記
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

武
蔵
国
が
東
山
道
か
ら
東
海
道
に
所
属
が
転
換
す
る
宝
亀
二
年
か
ら
そ
れ
ほ
ど
く
だ
ら
な
い
時
期
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

九
世
紀
前
半
頃

こ
の
こ
ろ
、
甲
斐
国
で
生
産
さ
れ
た
土
器
が
、
長
野
県
佐
久
市

の
聖
原
遺
跡
に
も
た
ら
さ
れ
る
。
そ
の
中
に
「
甲
斐
国
山
梨
郡

大
野
郷
」
な
ど
と
ヘ
ラ
書
き
さ
れ
た
仏
鉢
形
の
土
器
が
含
ま
れ

る
。

補
２
「
聖
原
遺
跡
出
土
仏
鉢
形
土
器
」（
佐
久
市
埋
蔵
文
化
財

調
査
報
告
書

126
『
聖
原
（
第
五
分
冊
）』）

甲
斐
国
山
梨
郡
大
野
郷
戸
□

（
主
）

□
乙
作
八（

鉢
）千

此
後
与
仏
成
為

八（
鉢
）千

作
願

　

※
同
報
告
書
に
よ
る
と
、
本
資
料
の
年
代
は
九
世
紀
前
半
に
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
。
ヘ
ラ
書
き
は
、
甲
斐
型
土
器
の
暗
文
と
同
じ
手

法
で
あ
る
。

延
喜
五
年
（
九
〇
五
）

こ
の
こ
ろ
、「
古
今
和
歌
集
」
が
成
立
す
る
。
そ
の
中
に
、
在

原
滋
春
が
旅
の
途
中
に
甲
斐
国
で
詠
ん
だ
歌
が
収
載
さ
れ
る
。

補
３
「
古
今
和
歌
集
」
巻
第
十
六　

哀
傷
歌
（
山
３
二
〇
〇
三
）

　

か
ひ
の
く
に
に
あ
ひ
し
り
て
侍
り
け
る
人
と
ぶ
ら
は
む
と
て

ま
か
り
け
る
を
、
み
ち
中
に
て
に
は
か
に
や
ま
ひ
を
し
て
い

ま
い
ま
と
な
り
に
け
れ
ば
、
よ
み
て
京
に
も
て
ま
か
り
て
母

に
見
せ
よ
と
い
ひ
て
人
に
つ
け
侍
り
け
る
う
た

在
原
し
げ
は
る

か
り
そ
め
の
ゆ
き
か
ひ
ぢ
と
ぞ
思
ひ
こ
し
今
は
か
ぎ
り
の
か
ど

で
な
り
け
り

　

※
在
原
滋
春
は
在
原
業
平
の
子
息
。
滋
春
が
旅
中
に
甲
斐
国
に
お

い
て
死
去
す
る
こ
と
が
、
次
の
史
料
に
見
え
る
。
た
だ
し
没
年

は
未
詳
。

補
４
「
大
和
物
語
」
百
四
十
四
段
（
山
３
一
九
八
八
）

　

こ
の
在（

在
原
滋
春
）

次
君
、
在（

在
原
業
平
）

中
将
の
東
に
い
き
た
り
け
る
け
に
や
あ
ら

む
、
こ
の
子
ど
も
も
、
人
の
国
が
よ
ひ
を
な
む
時
々
し
け
る
、

心
あ
る
物
に
て
、
人
の
国
の
あ
は
れ
に
心
細
き
所
々
に
て
は
歌

よ
み
て
か
き
つ
け
な
ど
し
け
る
、
小

（
神
奈
川
県
小
田
原
市
）

総
の
駅
と
い
ふ
と
こ
ろ
は

海
辺
に
な
む
あ
り
け
る
、
そ
れ
に
よ
み
て
書
き
つ
け
た
り
け
る
、

　
　

わ
た
つ
み
と
人
や
み
る
ら
む
あ
ふ
こ
と
の
涙
を
ふ
さ
に
な

き
つ
め
つ
れ
ば

　

又
箕（

同
県
平
塚
市
カ
）

輪
の
里
と
い
ふ
駅
に
て
、

　
　

何
時
は
と
は
わ
か
ね
ど
た
え
て
秋
の
夜
ぞ
身
の
わ
び
し
さ

は
知
り
ま
さ
り
け
る

と
よ
み
て
か
き
つ
け
た
り
け
り
、
か
く
て
人
の
国
あ
り
き

く

て
、
甲
斐
の
国
に
い
た
り
て
住
み
け
る
ほ
ど
に
、
病
し
て
死
ぬ

と
て
よ
み
た
り
け
る
、

　
　

か
り
そ
め
の
ゆ
き
か
ひ
ぢ
と
ぞ
思
ひ
し
を
今
は
限
り
の
門

出
な
り
け
り

と
よ
み
て
な
む
死
に
け
る
、

　

此
の
在
次
君
の
、
一
所
に
具
し
て
知
り
た
り
け
る
人
、
三
河

の
国
よ
り
の
ぼ
る
と
て
、
こ
の
駅
ど
も
に
や
ど
り
て
、
こ
の
歌
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は
じ
め
に

　

山
梨
県
立
博
物
館
で
は
、
基
本
テ
ー
マ
「
山
梨
の
自
然
と
人
」
の
関
わ
り
の
歴
史
と
と
も
に
、

山
梨
の
「
交
流
の
歴
史
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
、館
の
活
動
の
基
礎
と
し
て
い
る
。
こ
の
「
交

流
の
歴
史
」
の
解
明
を
目
指
す
調
査
研
究
事
業
の
一
つ
と
し
て
、
平
成
十
七
年
〜
十
九
年
度
に
、

共
同
研
究
「
古
代
の
交
易
と
道
」
を
実
施
し
た
。
そ
の
中
で
筆
者
は
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て

の
甲
斐
国
の
交
通
に
関
わ
る
文
献
史
料
の
収
集
を
担
当
し
、
そ
の
成
果
を
「
古
代
・
中
世
甲
斐
国

交
通
関
係
文
献
史
料
（
稿
本
）」
と
し
て
報
告
し
た
（
山
梨
県
立
博
物
館
調
査
・
研
究
報
告
２
『
古

代
の
交
易
と
道
』、
二
〇
〇
八
年
三
月
。
以
下
「
稿
本
」
と
略
記
）。「
稿
本
」
で
は
、『
山
梨
県
史
』

資
料
編
か
ら
の
収
集
を
基
本
と
し
た
た
め
、
他
地
域
の
関
係
史
料
を
収
集
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な

か
っ
た
。
ま
た
紙
幅
の
都
合
か
ら
掲
載
を
見
送
っ
た
も
の
も
少
な
か
ら
ず
存
在
し
た
。
と
く
に
古

代
甲
斐
国
関
係
の
和
歌
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
考
慮
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
反
省
点
も
あ
っ
た
。

　
「
稿
本
」
に
よ
っ
て
、
古
代
・
中
世
に
お
け
る
甲
斐
国
の
交
通
の
大
枠
を
把
握
す
る
こ
と
は
で

き
る
も
の
と
考
え
て
い
る
が
、
上
記
の
よ
う
な
課
題
も
残
り
、
ま
た
出
土
文
字
資
料
を
中
心
に
新

出
史
料
の
確
認
も
進
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
今
後
も
資
料
収
集
を
継
続
的
に
行
う
こ
と
は
不
可
欠

の
作
業
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
現
時
点
ま
で
に
新
た
に
収
集
し
た
史
料
及
び
「
稿
本
」
で
の
採
録
か

ら
漏
れ
た
史
料
を
あ
わ
せ
て
紹
介
し
、「
稿
本
」
の
補
遺
と
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

古
代
・
中
世
甲
斐
国
交
通
関
係
文
献
史
料
（
補
遺
）
作
成
の
方
針

　

本
史
料
集
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、「
稿
本
」
と
同
様
の
記
載
方
式
と
し
、
以
下
の
方
針
に
従
っ

て
記
載
す
る
。

・
主
に
公
刊
さ
れ
て
い
る
史
料
集
の
中
か
ら
、
甲
斐
の
交
通
に
関
わ
る
文
献
・
文
字
史
料
を
抽
出

し
、
編
年
化
す
る
。

・
本
文
の
記
載
は
、
綱
文
・
出
典
・
史
料
原
文
の
順
で
掲
載
す
る
。
史
料
原
文
は
、
交
通
に
関
わ

る
部
分
を
抄
出
す
る
場
合
が
あ
る
。

・
史
料
の
出
典
は
、
『
山
梨
県
史
』
資
料
編
の
場
合
に
は
、
「
山
」
に
そ
の
巻
数
と
資
料
番

号
又
は
掲
載
頁
を
併
せ
て
記
す
（
例
：
『
山
梨
県
史
』
資
料
編
４
、
一
二
三
四
号
＝
山

４
一
二
三
四
）
。
『
山
梨
県
史
』
以
外
か
ら
採
録
し
た
史
料
に
つ
い
て
は
、
別
途
注
記
す
る
。

・
史
料
の
表
記
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
『
山
梨
県
史
』
各
資
料
編
に
お
け
る
表
記
に
従
う
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
印
章
に
つ
い
て
は
、
輪
郭
を
記
さ
ず
、
（
朱
印
）
（
黒
印
）
の
別
を
記

し
、
印
文
が
判
読
で
き
る
場
合
は
「 

」
で
示
す
。
ま
た
、
返
り
点
は
省
略
す
る
。

・
史
料
中
の
人
名
・
地
名
・
年
次
等
は
必
要
に
応
じ
て
（ 

）
で
傍
注
を
加
え
る
。
地
名
に
つ
い
て

は
、
山
梨
県
内
の
場
合
は
現
市
町
村
名
、
県
外
の
場
合
は
現
都
道
府
県
名
と
市
町
村
名
を
記
す
。

・
掲
出
し
た
史
料
に
つ
い
て
、
「
稿
本
」
の
中
で
関
連
す
る
史
料
が
あ
る
場
合
は
、
史
料
本
文
の

後
に
「
稿
本
」
で
の
採
録
番
号
を
注
記
す
る
。

　

本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
助
成
事
業　

学
術
研
究
助
成
基
金
助
成
金　

若
手
研

究
Ｂ
「
日
本
古
代
・
中
世
期
に
お
け
る
中
部
内
陸
地
域
の
交
通
・
交
易
体
系
に
関
す
る
基
礎
的
研

究
」（
課
題
番
号
：
２
３
７
２
０
３
３
８
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

古
代
・
中
世
甲
斐
国
交
通
関
係
文
献
史
料
（
補
遺
）

海
老
沼
　
真
　
治
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